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第１　中期計画の期間

　 １　診療事業及び福祉事業

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
イ 　高度で専門的な医療への取組及び政策医療の
　　 適切な実施

― Ａ ― Ａ ― Ａ ― Ａ

ロ　総合的な療育サービスの提供 ― Ｂ ― Ａ ― Ａ ― Ａ

ハ　クリニカルパスの活用 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

ニ　退院サマリーの作成 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ

ホ　在宅療養・療育への移行支援の推進 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

ヘ　小児リハビリテーションの充実 ― Ａ ― Ａ ― Ｂ ― Ｂ

ト　成人移行期支援の推進 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ

イ　 情報発信の強化と関係機関等との連携推進

　　(イ) 情報発信の強化 ― Ｂ ― Ｂ ― Ａ ― Ｂ

　　（ロ) 関係機関等との連携推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ

ロ　救急医療の充実

　　(イ) 周産期・小児医療の救急医療への対応 ― Ａ ― Ａ ― Ａ ― Ａ

　　（ロ) 救急医療体制の充実に向けた検討 ― Ａ ― Ａ ― Ａ ― Ａ

ハ　新興感染症等への対応 ― Ｂ ― Ｂ ― Ａ ― Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

イ　 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり ― Ａ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

ロ　患者の価値観の尊重 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

ハ　セカンドオピニオンの適切な対応 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ

イ 　医療倫理の確立 ― Ｂ ― Ａ ― Ａ ― Ｂ

ロ　医療安全対策の充実 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

ハ　院内感染防止対策の充実 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

　　（１）療育支援体制の充実 ― Ａ ― Ａ ― Ｂ ― Ａ

　　（２)在宅療養・療育支援の
　　　　 充実

イ　療育サービスの充実 Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ

ロ　障害のあるこどもとその家族の地域生活の支援 ― Ａ ― Ｂ ― Ｂ ― Ａ

ハ　短期入所及び体調管理入院の充実 ― Ｂ ― Ａ ― Ａ ― Ａ

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

　　（１）成育支援体制の充実 ― Ｂ ― Ｂ ― Ａ ― Ａ

　　（２）こどもの成長・発達への支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ Ａ Ｄ Ｂ

　　（３）患者と家族の心理的援助及び社会的問題等への支援 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（４）病院ボランティア活動の充実と支援 ― Ｂ ― Ａ ― Ｂ ― Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　　（１）臨床研究の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

　　（２）治験の推進 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（３）臨床研究支援体制の充実 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
　　（１）質の高い医療・療育従事
　　　　 者の育成

イ　臨床研修医や専攻医の育成 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

ロ　専門医の育成 ― Ｂ ― Ａ ― Ｂ ― Ｂ

ハ　職員の資質向上への支援 ― Ｂ ― Ａ ― Ａ ― Ａ

　　（２）地域に貢献する研修
　　　　 事業の実施

イ 　地域医療支援病院としての研修事業 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ロ 　療育拠点施設としての研修事業 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ

― Ａ Ａ Ａ ― Ａ Ａ Ａ ― Ａ Ａ Ａ ― Ａ Ａ
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第２　県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
　　　 ためにとるべき措置
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　　（２）地域への貢献

　　（３）患者・家族の視点に立った医療・療育の提供　

　　（４）患者が安心できる医療・療育の提供　

　 ２　療育支援事業

　 ３　成育支援事業

　 ４　臨床研究事業

　 ５　教育研修事業

　 ６　災害時等における活動
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第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　　（１）効率的・効果的な組織の構築 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（２）業務運営体制の強化 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（３）職員の参画等による業務運営 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　　（１）医療資源の有効活用　
イ　病床の効率的な利用の推進による収支改善
　　【困難度：高】

Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

ロ　医療機器の効率的な利用の推進による収支改善 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（２）収益確保の取組 ― Ａ ― Ａ ― Ａ ― Ａ

　　（３）業務運営コストの節減等 イ　医療材料・医薬品等の適切な管理による節減 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ａ

ロ　適正な職員配置及び業務委託の見直しによる節減 Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ

ハ　修繕費の節減 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

ニ　ＥＳＣＯ事業の推進による節減 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（４）財務分析の実施 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（５）外部評価の活用等 ― Ｂ ― Ａ ― Ｂ ― Ｂ

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ

／ ／ ／ ／

Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ

第11　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　　（１）人事に関する方針 Ｃ Ｂ 6月Ｄ
3月Ａ

Ｂ 6月Ａ
3月Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ

　　（２）人材育成に関する方針 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（３）適切な人事評価の実施 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

― Ａ Ａ Ａ ― Ａ Ａ Ａ ― Ｂ Ｂ Ｂ ― Ａ Ａ

― Ａ Ａ Ａ ― Ｂ Ｂ Ｂ ― Ｂ Ｂ Ｂ ― Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　　（１）医療機器・施設整備計画 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（２）医療情報システムの効率的活用 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

　　（３）大規模修繕計画 ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ ― Ｂ

＜判定基準（宮城県）＞

第５　短期借入金の限度額

　 １　効率的な業務運営体制の確立

　 ２　業務運営の見直し及び効率化による収支改善

第４　予算，収支計画及び資金計画

・ 定量的指標で評価できない項目についてはS評価なし

第６　出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

第７　前記の財産以外の重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

第８　剰余金の使途

第９　積立金の処分に関する計画

第10　料金に関する事項

　 １　人事に関する計画

　 ２　職員の就労環境の整備

　 ３　情報セキュリティ対策に関する計画

　 ４　医療機器・施設整備に関する計画

【Ｓ】　：　当該法人の業績向上努力により，中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる

・ 定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が110％以上で，かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合，又は定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が100％以上
で，かつ困難度が「高」とされており，かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合

・ 定量的指標がない項目においては目標の水準を満たしておらず，業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認められる場合を含む，抜本的な業務の見直しが必要な
場合

【Ａ】　：　当該法人の業績向上努力により，中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる

・ 定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が110％以上，又は定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が100％以上で，かつ困難度が「高」とされている場合

・ 定量的指標がない項目においては目標の水準を上回る場合

【Ｂ】　：　中期計画における所期の目標を達成していると認められる

・ 定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の100％以上

・ 定量的指標がない項目においては目標の水準を満たしている場合（「Ａ」に該当する事項を除く）

【Ｃ】　：　中期計画における所期の目標を下回っており，改善を要する

・ 定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満

・ 定量的指標がない項目においては目標の水準を満たしていない場合（「Ｄ」に該当する事項を除く）

【Ｄ】　：　中期計画における所期の目標を下回っており，業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める

・ 定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の80％未満，又は業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認められる場合



地方独立行政法人宮城県立こども病院　令和７年度業務実績

前文 前文 前文

１ 理念
　宮城県立こども病院（以下「当院」という。）を
整備する際に宮城県（以下「県」という。）が策
定した「宮城県小児総合医療整備基本構想・
基本計画」に掲げられた基本理念と法人の理
念のもとに，東北唯一の小児専門病院として
更なる発展を目指し，病院運営に努めていく。
(1) 宮城県小児総合医療整備基本構想・基本
計画の基本理念
　すべての子どもにいのちの輝きを
(2) 病院の理念
　私たちは，こどもの権利を尊重し，こどもの成
長を育む心の通った医療・療育を行います。
　私たちは，高度で専門的な知識と技術に支
えられた，良質で安全な医療・療育を行いま
す。

２ 使命
(1) こども病院は，県の小児専門医療及び小
児リハビリテーションの核として，また，東北地
方唯一の高度で専門的な小児医療を提供す
る病院として，急性期から慢性期に至るまでの
高度な医療・療育サービスを総合的かつ効果
的に提供する役割をより積極的に果たす。
(2) 安定した診療体制の構築と県内医療・福
祉・教育機関との役割分担及び連携の強化を
進め，医療・療育の需要に的確に対応するとと
もに，効率的な業務運営体制の確立を図る。

３ 基本方針
(1) チーム医療・成育医療及び総合的な療育
プログラムを実践し，温かい医療・療育を行い
ます
(2) こどもの成長・発達に応じたきめ細やかな
医療・療育を行い，自立の心を育みます。
(3) 一人ひとりの成長・発達に寄り添い，安全
で潤いのある療養・療育環境を整えます。
(4) 小児医療と療育の中核施設として，地域の
関係機関と連携し，患者や家族の地域での生
活を支えます。
(5) こどもや家族と診療・療育内容の情報を共
有し，情報公開に努めます。
(6) 自己評価を行い，外部評価を尊重するとと
もに，業務の改善や効率化を図り，健全経営
に努めます。
(7) 臨床研究及び人材の育成を推進し，医療・
療育水準の向上に貢献します。
(8) 職員の就労環境を整備するとともに，職員
の知識・技術の習得を支援します。

【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

　宮城県立こども病院（以下
「こども病院」という。）は，宮城
県（以下「県」という。）の「小児
専門医療の核」と位置付けら
れ，周産期・小児医療分野に
おける高度医療を集約的に提
供するとともに，県全体の小児
医療水準の向上を図るために
平成１５年１１月に開院，平成
１８年４月に地方独立行政法
人に移行した。また，平成２７
年４月には，「宮城県拓桃医
療療育センター」と経営統合
し，翌平成２８年３月に同セン
ターの機能を引き継いだ医療
型障害児入所施設「宮城県立
拓桃園」をこども病院内に開所
した。これにより，小児周産期
の急性期から慢性期，リハビ
リテーション，在宅医療までを
一貫して担う医療・福祉施設と
して新たな形での運営が開始
された。
　平成３０年度から令和３年度
までの第４期中期目標期間に
おいては，小児人口の減少，
医療の高度化や医療ニーズ
の多様化に加え，新型コロナ
ウイルス感染症の世界的流行
が医療体制に甚大な影響を及
ぼした。地方独立行政法人宮
城県立こども病院（以下「法
人」という。）は，このような医
療・社会状況において経営の
安定化と収支改善に努めつ
つ，県の感染症対策の重点医
療機関として小児新型コロナ
ウイルス感染症診療を担って
きた。新型コロナウイルス感染
症は，高い感染力を持つ変異
株の出現により，安定的収束
までには，なお時間を要するも
のと懸念される。
　このため，第５期中期目標に
おいては，医療環境の変化に
柔軟に対応できる診療体制の
充実に努めていくことが必要
であり，地方独立行政法人とし
ての自主性や自立性を生かし
て，効率的な業務運営体制の
確立への取組が求められる。
また，急性期を乗り越えた難
病患者の日常的な医療ケアの
支援や在宅医療の充実が求
められるほか，成人移行期支
援の重要性がより高まってき
ている。これらのニーズに対応
していくためには，地域の関係
機関との連携を深める取組等
が必要であり，県が推進して
いる持続可能な開発目標「ＳＤ
Ｇｓ」に通じるものである。
　法人は，東北唯一の小児周
産期・高度専門医療施設とし
て，高度医療及び総合的な療
育を安定的かつ継続的に提供
していくことが求められる。

　地方独立行政法人宮城県立こども病院（以
下「法人」という。）は，宮城県知事から指示さ
れた法人が達成すべき業務運営に関する目
標（以下「中期目標」という。）の達成に向け
て，医療型障害児入所施設「宮城県立拓桃
園」を協働的に運用し，高度で専門的な医療
及び総合的な療育を提供し，医療・療育の水
準の維持・向上に貢献する。
　社会状況と医療環境の変化は著しく，小児
の疾病構造は変化しており，日常的な医療ケ
ア，在宅医療，そして成人移行期支援の必要
度が高まっている。また，新型コロナウイルス
感染症は，小児医療にも大きな影響を及ぼし
ている。法人は，新型コロナウイルス感染症の
入院機関，診療・検査機関としての役割を果た
しつつ，本来の医療・療育を維持していくこと
が求められている。
　このような状況において，法人は，果たすべ
き役割と社会的ニーズを見定め，多職種協
働，柔軟な発想で，患者及びその家族と地域
社会のために，医療・療育の安定的かつ継続
的な提供に取り組むものとする。

　地方独立行政法人宮城県立こども病院（以
下「法人」という。）は，中期目標の達成に向け
て，医療型障害児入所施設「宮城県立拓桃
園」を協働的に運用し，高度で専門的な医療
及び総合的な療育を提供し，医療・療育の水
準の維持・向上に貢献する。
　法人は，小児の疾病構造の変化に伴い必要
度が高まっている日常的な医療ケア，在宅医
療，そして成人移行期支援等について適切に
対応していく。
　果たすべき役割と社会的ニーズを見定め，
多職種が協働し，柔軟性をもって，患者・家
族，そして地域のために，医療・療育の安定的
かつ継続的な提供に取り組むものとする。
　少子化とコロナ禍で加速した患者数の減少・
病床利用率の低下，働き方改革に伴う人件費
の増加，物価高騰による経費の増大等，多く
の医療機関が共通の厳しい状況下にある。法
人は，職員一人一人が個別の課題を理解・行
動できるように課題を共有し，経営改善に取り
組む。
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定量 定性
評価 評価

【計画本文記載の「指標」の達成状況 】

1 クリニカルパス適用率

毎年度，５０％以上

５０％以上

2 退院サマリー作成率

毎年度，９０％以上

９０％以上

3 成人移行期支援外来受診患者数（実人数）

毎年度，前年度以上

前年度以上

4 紹介率

毎年度，８０％以上

８０％以上

5 患者満足度調査の実施回数

毎年度，１回以上

１回

6 医療安全対策に関する全体研修の回数

毎年度，２回以上

２回以上

7 院内感染対策に関する全体研修の回数

毎年度，２回以上

２回以上

8 有期有目的入所者数（実人数）

毎年度，１００人以上

１００人以上

9 集中治療系の保育人数

毎年度，前年度以上

前年度以上

10 臨床研究実施件数

毎年度，１７０件以上

１７０件以上

11 地域医療研修会開催回数

毎年度，１２回以上

１２回以上

12 療育支援研修会開催回数

毎年度，１回以上

１回以上

13 病床利用率

中期目標期間中に８０％以上

７１．０％

14 医業収益に占める人件費比率

毎年度，７０％以下

８０．２％以下

15 経常収支比率

毎年度，１００％以上

９８．１％以上

16 医業収支比率

毎年度，６８％以上

７１．６％以上

17 障害者雇用率

毎年度，法定雇用率を達成

法定雇用率の達成

令和７年度業務実績

中期計画 ６月
２．９９％

106.8% Ｂ

年度計画 106.8% Ｂ

中期計画
６９．５％

102.2% Ｂ

年度計画 97.1% Ｃ

年度計画 100.0% Ｂ

中期計画
１１４人

114.0%

中期計画
１７回

141.7% Ａ

年度計画 141.7% Ａ

154.7% Ａ

１回
100.0% Ｂ

年度計画 100.0% Ｂ

業務実績の参考となる指標等

中期計画
１９０人

86.0% Ｃ

年度計画 86.0% Ｃ

中期計画
９６．６％

107.3% Ｂ

年度計画 107.3%

指標 R7実績値 達成率

中期計画

中期計画
３回

150.0% Ａ

年度計画 150.0% Ａ

中期計画
６７．６％

84.5%

中期計画
２回

100.0% Ｂ

中期計画
９７．０％

97.0% Ｃ

年度計画

Ｂ

定量評価

中期計画
６８．４％

136.8% Ａ

年度計画 136.8% Ａ

100.0% Ｂ

年度計画 121.3% Ａ

98.9% Ｃ

中期計画
８２．９％

84.4% Ｃ

年度計画 96.7% Ｃ

中期計画
１回

100.0% Ｂ

年度計画

中期計画

Ｂ（困難度高）

年度計画 95.2% Ｂ（困難度高）

年度計画

９７．０％
121.3% Ａ

67.1% Ｄ

年度計画 67.1% Ｄ

Ａ

年度計画 114.0% Ａ

７５５人

中期計画
２６３件

154.7% Ａ

中期計画
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

第１ 中期目標の期間 第１ 中期計画の期間 第１ 中期計画の期間

１　診療事業及び福祉事業 １　診療事業及び福祉事業 １　診療事業及び福祉事業

(1) 質の高い医療・療育の提供 (1) 質の高い医療・療育の提供(1) 質の高い医療・療育の提供   

　診療体制の維持・充実や施
設認定の維持・取得，先進医
療等，高度で専門的な医療・
療育に取り組み，周産期・小
児医療，療育水準の向上に努
め，政策医療を適切に実施す
るとともに，医療型障害児入
所施設としての責務を果たし，
総合的な療育サービスの提供
に取り組むこと。

　
　

イ　高度で専門的な医療への取組及び政策医
療の適切な実施
　当院の特徴や強みを生かし，高度で専門的
な医療に取り組み，診療体制の維持と更なる
充実を図る。また，施設認定の維持・取得，先
進医療の推進等，周産期・小児医療水準の向
上に努め，県の政策医療を適切に実施する。

イ 　高度で専門的な医療への取組及び政策
医療の適切な実施
　当院の特徴や強みを生かし，高度で専門的
な医療に取り組み，診療体制の維持と更なる
充実を図る。
　施設認定の維持・取得，先進医療の推進
等，周産期・小児医療水準の維持・向上に努
め，県の政策医療を適切に実施する。
　各診療科・多職種の連携によるチーム医療
を推進する。
　適切な薬物療法を通じて安心・安全で質の
高い医療を提供するため，全ての病棟，集中
治療室及び手術室に担当薬剤師を配置し，多
職種の連携を密にして，チーム医療における
協働を推進する。
　脳死下臓器提供マニュアル（令和３年１１月
施行）に基づき，対応事案発生時を想定したシ
ミュレーションの実施を検討するなど，迅速か
つ的確に対応できる体制を構築する。脳死下
臓器提供マニュアルについては，適宜必要な
見直しを行う。
　オンライン診療に関する情報を収集し，当院
での導入可能性について検討する。

◇ 高度で専門的な医療へ
の取組状況はどうか。

◇ 診療体制の維持と更なる
充実への取組状況はどう
か。

◇ 周産期・小児医療水準の
向上に努め，県の政策医療
を適切に実施しているか。

　診療事業及び福祉事業につ
いては，県の周産期・小児医
療，療育に関する施策及び県
民のニーズの変化を踏まえつ
つ，成育医療と療育の理念に
基づく高度で専門的な医療及
び総合的な療育の提供を図る
とともに，地域の関係機関等と
連携し，地域に貢献すること。
　患者及びその家族の視点に
立った医療・療育を集約的に
提供し，患者が安全で質の高
い医療・療育を安心して受ける
ことのできる体制の構築に取
り組むこと。
　なお，他の小児病院等や過
年度実績との比較を行い，病
院全体又は診療科ごとに数値
目標を策定し，目標達成に向
けて的確な業務の遂行に当た
ること。

　診療事業及び福祉事業については，県の周
産期・小児医療及び療育に関する施策や県民
のニーズの変化を的確に受け止め，利用者で
ある県民に対して，成育医療や療育の理念に
基づく高度で専門的な医療及び総合的な療育
を集約的に提供するとともに，地域の関係機
関等と連携し，地域に貢献する。
　提供するサービスの質の向上を図る観点か
ら，病院全体あるいは各部門の数値目標を定
め，その達成に向けて業務を遂行する。

　診療事業及び福祉事業については，県の周
産期・小児医療及び療育に関する施策や県民
のニーズの変化を的確に受け止め，利用者で
ある県民に対して，成育医療や療育の理念に
基づく高度で専門的な医療及び総合的な療育
を集約的に提供する。また，地域の関係機関
等と連携し，地域貢献の充実を図る。
　診療事業及び福祉事業の実施に当たって
は，病院全体あるいは各部門の数値目標を定
め，その達成に向けて業務を遂行する。

　令和４年４月１日から令和８
年３月３１日までの４年間とす
る。

　令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで
の４年間とする。

　令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで
の４年間とする。

第２　県民に対して提供する
サービスその他の業務の質の
向上に関する目標

第２　県民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する目標を達成するため
にとるべき措置

第２　県民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する目標を達成するため
にとるべき措置
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

第１ 中期計画の期間 【各診療科の取組】

（省略）

１　診療事業及び福祉事業

(1) 質の高い医療・療育の提供

【施設認定（新規）】

― Ａ

【チーム医療】

【栄養サポートチーム（ＮＳＴ）の活動】

  運営会議 ３ 回   スタッフ勉強会 １ 回

  事前会議（症例抽出）　 ２５ 回   ＮＳＴだより発行 ０ 回

  ＮＳＴ介入症例 ４０ 件

【受託事業】

受託事業名

事業内容 講演会１回目：　１月２３日　愛子ホール

講演会２回目：　２月２０日　オンライン

【脳死下臓器提供への取組】

６月 宮城県移植医療推進会議による移植医療推進のための５類型施設病院長訪問

【薬物治療の安全確保・質の向上に向けた取組】

↓

↑

↓

→

【病床利用率，入院患者数，外来患者数等】　

↓

↓

↑

↓
↓
↓
↓

第２　県民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

　診療事業及び福祉事業については，県の周産期・小児医
療及び療育に関する施策や県民のニーズの変化を的確に
受け止め，利用者である県民に対して，成育医療や療育の
理念に基づく高度で専門的な医療と総合的な療育を集約
的に提供するとともに，地域の関係機関等と連携し，地域
貢献の充実を図った。

イ　高度で専門的な医療への取組及び政策医療の適切な
実施
○　小児高度専門病院として当院本来の高度で専門的な
医療に取り組んだ。（指標等欄の「各診療科の取組」参照）
○　ＮＩＰＴを実施する医療機関（基幹施設）として，新たに
連携施設１施設を申請し，連携施設は８施設となった。
○　医療・薬物治療の安全確保と質の向上のため，薬剤師
の専門性を生かして次のとおり取り組んだ。
・　取り扱う全ての抗がん剤について，薬剤師がプロトコー
ルを確認し安全キャビネット内で調製
・　患者情報に基づく服薬指導や薬物治療のモニタリング
等の実施（患者に応じた治療計画の立案に寄与）
・　医薬品の適正使用の推進（積極的に医薬品情報を収集
し，ＤＩニュース（毎月発行）や医薬品安全情報等で，医療
従事者への情報提供）
・　入退院センターとの連携により，術前休薬が必要な患者
への説明状況の確認，休薬開始時期に患者への電話連
絡
・　外来患者を対象として，成長ホルモンやバイオ製剤の在
宅自己注射導入時の手技獲得に向けた服薬指導（２３件/
年）
○　脳死下臓器提供については，６月に宮城県移植医療
推進会議による移植医療推進のための５類型施設病院長
訪問を受けた。また，８月に宮城県移植医療推進会議主催
の「第１８回宮城県移植医療推進会議」に，院内臓器移植
コーディネーター等２人がオンライン参加した。１１月には，
県腎臓協会主催の研修会に同コーディネーター２人がオン
ライン参加した。
○　各診療科の取組については，別表１「業務実績報告に
係るアピールポイント」に記載のとおり。

　ＤＩニュース発行 １２回 １２回 １２回 １２回

４，６６１人 ４，８４０人

　薬剤管理指導実施件数 １，７６０件 １，８０５件 １，９３８件 ２，４９９件

　薬物血中濃度解析 ３７件 ５８件 １３１件 １１３件

薬剤部事業 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

　抗がん剤の調製 １，０１０件 ６８６件 ８４４件 ５４２件

○　ＮＩＰＴを実施する医療機関（基幹施設）として，新たに連携施設１施設
　（ブルーム女性クリニック仙台駅東口）を申請し認証された。
　これにより，連携施設は８施設となった。

　栄養サポートチーム（ＮＳＴ），呼吸管理サポートチーム（ＲＳＴ），緩和ケアチーム（ＰＣＴ），
　性分化疾患（ＤＳＤ）チーム，成人移行期支援チーム（ＴＳＴ），感染制御チーム（ＩＣＴ），
　抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）ほか

宮城県アレルギー疾患連携推進事業（アレルギー疾患医療拠点病院関係）

８月
宮城県移植医療推進会議主催の「第１８回宮城県移植医療推進会議」（オンライ
ン）に院内臓器移植コーディネーター等２人が参加

外来１日平均患者数 ３８９．３人 ３８３．２人 ３７３．５人 ３７６．０人 ３６８．６人

延外来患者数 ９４，２０５人 ９２，７２５人 ９１，１３７人 ９１，３８１人 ８９，２１７人

令和6年度 令和7年度

病床利用率 ６４．６％ ６５．７％ ６６．８％ ６９．３％ ６７．６％

令和3年度 令和4年度 令和5年度

延入院患者数 ５６，８０４人 ５７，７８５人 ５８，９３６人

平均在院日数 １１．５日 １１．４日 １１．１日 １１．３日 １０．２日

入院１日平均患者数 １５５．６人 １５８．３人 １６１．０人 １６７．１人 １６３．０人

６１，００２人 ５９，４９９人

新規入院患者数 ４，５５６人 ４，９７５人 ５，３００人

【新生児科】入院患者総数延べ250例，うち県外居住者数延べ43例，超低出生体重児（出生体重
1,000g未満）18例，極低出生体重児（出生体重1,000-1,499g）12例，人工換気療法74例，心疾患51
例など
【消化器科】東北地方における小児消化器診療の拠点，消化管内視鏡検査314件は全国有数
【アレルギー科】宮城県のアレルギー疾患医療拠点病院，食物経口負荷試験1,142件は全国有数
【リウマチ・感染症科】東北地方における小児リウマチ性疾患診療の拠点，院内外の感染症診療に
関するコンサルト約360例
【腎臓内科】急性血液浄化（持続血液濾過/透析，血漿交換など）19例，慢性腎不全に対する小児
腹膜透析2例
【血液腫瘍科】小児のみならず高校生を含む思春期および若年成人(AYA)世代の小児がん診療，
当科開設以来の造血幹細胞移植療法件数が100件超
【循環器科】心臓カテーテル検査は年間300件を超え，特にカテーテル治療は東北唯一の小児デ
バイス治療認定施設で県内外より依頼多数
【神経科】入院患者数延べ10,015人，急性脳症・痙攣重積，重症心身障害児等の重症例多数，当
院独自の約２か月間の親子入院は22組
【外科】宮城県・東北地方における日本小児外科学会認定施設の中核施設，手術件数266例，うち
内視鏡手術が37件と低侵襲手術導入
【心臓血管外科】総手術数127例，うち25％が県外からの紹介患者，早期死亡（術後30日死亡）0例
と手術成績も良好
【脳神経外科】東北地方唯一の小児神経外科を標榜，痙性麻痺に対する選択的根切除術(SDR)の
件数が増加し手術実績も向上
【整形外科】宮城県の18歳未満の障害児に対して補装具作成が可能なのは当院のみ，脳性麻痺
など痙縮に対するボツリヌストキシン治療89件
【形成外科】頭蓋額顔面の先天異常疾患をはじめ小児の形成外科的疾患のほとんどに対する標
準的な治療を実施
【泌尿器科】東北地方における小児泌尿器科診療の中枢，新規患者のおよそ4割は宮城県外から
の紹介，手術件数250件，二分脊椎患者の排尿管理150例
【産科】胎児疾患に対するNIPTなどの出生前診断，遺伝カウンセリング，胎児治療（東北唯一）を
中心に，多胎，早産，妊娠高血圧症候群などのハイリスク妊娠・分娩を取り扱う
【歯科口腔外科・矯正歯科】年間の新患数301人，延外来患者数8,188人，全身麻酔下の手術件数
は100例，うち全身麻酔下での一括歯科治療約50例
【リハビリテーション科】リハビリテーション，装具療法，ボトックス治療に加えて脳性麻痺などの痙
性麻痺に対する選択的脊髄後根切断術(SDR)を年間14例（開始以来23例）施行
【発達診療科】かかりつけ医院との連携診療システムを導入したことで，専門性治療を要する困難
症例に対して十分な治療時間を確保
【麻酔科】北日本全体の小児麻酔医療の育成・レベル向上，院内全体の医療安全を改善するため
の取組や緩和ケアチームに貢献
【集中治療科】入室症例総数442例は過去最高で，緊急入室，救急外来からの入室，転院搬送症
例が増加した。院外176例のうち転院搬送94例，迎え搬送23例ともに過去最多。院内迅速対応シ
ステム・Medical Emergency Team(MET)の運用，呼吸ケアチーム(RST)活動を展開。

【ポイント】

・各診療科の

高度で専門

的な取組
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

ニ　退院サマリーの作成
　患者の退院後の継続した診療を円滑にし，
質の向上を図るため，退院後，速やかな退院
サマリーの作成に努める。
【指標】
退院後２週間以内の退院サマリー作成率を毎
年度，９０％以上とする。

ニ　退院サマリーの作成
　患者の退院後，院内の関係診療科，他の医
療機関及びケア施設等の間で効率的に情報
を共有し，患者の治療・ケアを適切に連携・継
承できるよう，速やかな退院サマリーの作成に
努める。
【指標】
退院後２週間以内の退院サマリー作成率を９
０％以上とする。

◇ 退院サマリーの作成につ
いて，指標を達成している
か。

【指標】
退院後２週間以内の退院サ
マリー作成率を毎年度，９
０％以上とする。

　医療の標準化を図るため，ク
リニカルパス の活用を推進す
ること。また，退院サマリー に
ついて，退院後，速やかな作
成に努めること。
【指標】
①　クリニカルパスの適用率を
毎年度，５０％以上とするこ
と。（前中期目標期間実績：平
成３０年度４４.８％，令和元年
度４９.８％，令和２年度５９.
６％）

ハ　クリニカルパスの活用
　医療の標準化，看護の均質化等を図るた
め，クリニカルパスの作成，活用を推進し，クリ
ニカルパス適用率の向上を図る。
【指標】
クリニカルパスの適用率を毎年度，５０％以上
とする。

ハ　クリニカルパスの活用
　医療の標準化，看護の均質化等を図るた
め，現行のクリニカルパスの見直しを行い，運
用基準等を整備するなど，電子カルテを活用
したクリニカルパスの活用を推進し，クリニカル
パス適用率の向上を図る。
　患者用クリニカルパスの対象を拡大し，入退
院センターにおける入院前説明でのパスの活
用を図る。
【指標】
クリニカルパスの適用率を５０％以上とする。

◇ クリニカルパス適用率に
ついて，指標を達成している
か。

【指標】
クリニカルパス適用率を毎年
度，５０％以上とする。

ロ　総合的な療育サービスの提供
　障害のあるこどもの保護，日常生活の指導，
独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
という医療型障害児入所施設としての責務を
果たし，障害のあるこどもが，障害を克服し，
生活していくために必要な能力を身につけら
れるよう，総合的な療育サービスを提供する。

ロ　総合的な療育サービスの提供
　障害のあるこどもの保護，日常生活の指導，
独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
という医療型障害児入所施設の責務を果た
す。障害のあるこどもとその家族が障害を受け
入れ，より生活しやすくなるための能力の獲
得，教育施設と連携した知識・技能・社会性の
拡大に向けて，入所支援計画に基づいた総合
的な療育プログラムを提供する。多職種で協
働し，各職種の専門性を生かした総合的な療
育サービスを提供する。
　運営規程（医療型障害児入所施設宮城県立
拓桃園運営規程，指定短期入所事業所宮城
県立拓桃園運営規程）等について，必要に応
じた改正・変更を行う。福祉施設マニュアル及
び虐待防止・身体拘束適正化マニュアルを改
訂し，周知徹底して適切に実施する。
　障害福祉サービス等報酬改定に対応した体
制を検討し，加算取得に取り組む。

◇ 医療型障害児入所施設
としての責務を果たし，総合
的な療育サービスを提供し
ている
か。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【契約入所関係】

― Ａ

↑

　内）有期有目的入所者数（B） ↑

有期有目的入所者割合（B/A） ↑

↓

↑

平均在院者数（拓桃館８１床全体） ↑

【短期入所（ショートステイ）の受入れ状況】

短期入所 ↑

　（ショートステイ） 延利用日数 ↑

【一般入院及び体調管理入院の受入れ状況】

一般入院 入所者数 ↑

延入所者数 ↑

内）　体調管理入院 利用者数 ↑

延利用者数 ↑

【ＣＯＰＭ評価】（４月以降に契約入所，年度内に退院した作業療法指示のあるケース対象）

↑

↑

遂行度 ↓

満足度 ↓

　 【クリニカルパスの運用状況】 Ａ Ａ

↑

Ａ ↑

Ｂ ↑

Ａ/Ｂ ↑

※ ショートステイ，正常新生児除く。

【新規作成クリニカルパス】

【退院後２週間以内の退院サマリー作成率】 Ｂ Ａ

↑

退院患者数 ↑

↓

※ 退院患者数　：　短期入所，正常新生児を除く

ロ　総合的な療育サービスの提供
○　児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設「宮城県
立拓桃園」として，拓桃館内の療養型病棟（５４床）と医療
型病棟（２７床）を運営するとともに，医療法に基づく「病院」
として，医療・療育を提供した。
○　新規契約入所は前年度並み，短期入所，一般入院及
び平均在院者数は増加した。
○　契約入所における有期有目的の割合は増加した。コロ
ナ禍以降，長期入所の希望が減少傾向にあるが，入所支
援サービスの効果等を明示したり，サービス提供のプログ
ラムを見直したりして，変化に対応していく。
○　ＣＯＰＭ評価については，実施対象者が増加した。遂
行度，満足度ともに良好な結果が得られた。
○　ペアレントトレーニングについては，親子入所付き添い
保護者に対する定期的なグループワーク，親子入所以外
の契約入所の保護者に対する個別トレーニング（こどもの
特徴に合わせたトレーニング）を行った。
○　ＰＳＩ（育児ストレスインデックス）については，親子入所
付き添い保護者のストレス度を点数化し，親子入所の効果
を検証するため取り組んでいる。保護者２６人に実施し，ス
トレス度が平均１２．３５点低減した。
○　虐待防止・身体拘束適正化委員会を中心に，虐待防
止に向けた報告体制の周知に取り組んだ。月１回実施する
身体拘束ラウンドでチェックリストを用いて身体拘束の物品
や解除状況を確認し，カンファレンスで情報共有をするなど
の支援を行った。前年度の虐待防止・身体拘束適正化研
修を踏まえ，マニュアル等を見直し，研修の機会を活用し
て周知した。令和８年度の診療報酬改定に向けて身体拘
束適正化の体制を見直し，「身体拘束適正化に関する基本
指針」及び「虐待防止・身体拘束適正化委員会設置要綱」
の改訂に着手した。
○　措置入所について，在宅での養育困難なケースを前年
度から引き続き５例受け入れた。児童相談所や家族を交え
次の施設を検討し，２人を送り出した。仙台市発達支援総
合センター（アーチル）と連携し，地域へつなげられるよう，
随時ケースカンファランスを行うなど，情報共有に努めた。
○　各診療科の取組については，別表１「業務実績報告に
係るアピールポイント」に記載のとおり。

ハ　クリニカルパスの活用
○　医療の標準化，看護の均質化等を図るため，現行のク
リニカルパスの見直しを行い，運用基準等を整備するな
ど，電子カルテを活用したクリニカルパスの活用を推進し，
クリニカルパス適用率の向上を図った。
○　患者用クリニカルパスの対象を拡大し，入退院セン
ターにおける入院前説明でのパスの活用を図った。
【指標の達成状況】
　　「クリニカルパス適用率」 ６８．４％
　　対中期計画136.8％，対年度計画136.8％

ニ　退院サマリーの作成
○  患者の退院後，院内の関係診療科，他の医療機関及
びケア施設等の間で効率的に情報を共有し，患者の治療・
ケアを適切に連携・継承できるよう，速やかな退院サマリー
の作成に努めた。
【指標の達成状況】
　「退院サマリー作成率」 ９６．６％
　　対中期計画107.3％，対年度計画107.3％

令和5年度 令和6年度 令和7年度

２週間以内作成件数 ４，４６２件 ４，５８５人 ４，６０４件 ４，８３４件

９６．６％

令和4年度

６，０７８件

パス適用率 ６４．０％ ５９．９％ ６４．８％ ６８．４％

適用件数     ３，４４６件 ３，３３２件 ３，７１９件 ４，１５６件

患者数  ５，３８６人 ５，５６２人 ５，７３５件

４，５５２人 ４，７１６人 ４，７４５人 ５，００８人

作成率 ９８．０％ ９７．２％ ９７．０％

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

パス総数 １１３件 １２１件 １５６件 １８７件

※ 用語の定義「ＣＯＰＭ（カナダ作業遂行測定）」　：　生活機能または日常生活スキルの中で，本
人または家族が主観的に重要と位置付ける作業課題を選択したうえで，その課題に対する本人ま
たは家族の遂行度と満足度をみる尺度である。３．０以上の場合，良好と判断される。

○　新規作成パス（電子カルテ）　２２件
産科
　予定帝王切開パス（80㎏以上）,緊急帝王切開パス（80㎏以上）,産科新生児パス,
　産褥入院用帝王切開パス，NSAIDs禁予定帝王切開パス（80㎏以上），
　NSAIDs禁緊急帝王切開パス（80㎏以上）,産褥入院用NSAIDs禁帝王切開パス,
　産褥入院用経腟分娩パス,産褥入院用NSAIDs禁経腟分娩パス
神経科
　脳波検査（1泊）パス,脳神経外科　SDRパス　外科　カニューレ交換パス
総合診療科
　川崎病経過観察パス,川崎病IVIGパス　川崎病レミケードパス
消化器科
　上部消化管内視鏡50㎏以上パス,上部消化管内視鏡50㎏以上パス（日帰り）,
　下部消化管内視鏡検査10㎏パス,下部消化管内視鏡検査50㎏以上パス
　下部消化管内視鏡検査50㎏以上（日帰り）パス,ポリペク20㎏前処置ありパス,
　ポリペク10㎏前処置ありパス

平均＋３．７ 平均＋３．４ 平均＋３．６ 平均＋３．５

平均＋３．８ 平均＋３．９ 平均＋４．０ 平均＋３．６

入院時現状評価実施人数 ４７人 ５６人 ５６人 ７０人

退院時評価実施人数 ４１人 ４７人 ５６人 ７０人

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

１，９２４人 ３，８１６人 ２，５７１人 ３，５４６人

２３９人 ２５６人 ２５９人 ３２６人

１，０１２人 １，０９４人 １，０６１人 １，４１６人

２４５日 ３８３日 ４８８日 ８００日

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

４４２人 ４５３人 ３８９人 ４８６人

※ 用語の定義「有期有目的入所」：医療型障害児入所施設における地域生活に向けた一定期間
の集中的な入所。これを評価する報酬の上乗せ設定がある。
※ 延利用日数=利用者×入院日数の合計

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

延利用者数 ８３人 １０５人 １４２人 ２３３人

令和6年度 令和7年度

新規入所者数（A） １０９人 １１８人

延利用日数 １５，７０９日 １８，５１９日 １９，１６４日 １９，２３４日

４８．９人 ５０．６人 ５２．５人 ５７．６人

７８．８％ ８３．９％ ８４．９％ ８９．１％

退所者数 １１３人 １１３人 １２７人 １２６人

１２６人 １２８人

８６人 ９９人 １０７人 １１４人

令和4年度 令和5年度

【ポイント】

・退院２週間

以内の退院

サマリー作成

率について，

高い水準を

維持

【ポイント】

・契約入所関

係の表中の

項目について，

全体的に増

加

・短期入所，

体調管理入

院の受入れ

増

・虐待防止・

身体拘束適

正化の取組

・措置入所受

入れ要請へ

の対応

【ポイント】

・新規作成パ

スの増加へ

の取組

・パス総数の

増加

・パス適用率

の良化
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

（新設）
　成人移行期医療について，
県及び医療・療育機関等と連
携して，成人期を迎える患者
の成長・発達に応じた移行支
援に取り組むこと。
【指標】
②　成人移行期支援外来受診
患者数（実人数）を毎年度，前
年度以上の実績とすること。
（前中期目標期間実績：令和２
年度８３人）

ト　成人移行期支援の推進
　県及び医療・療育機関等と連携して，成人期
を迎える患者の成長・発達に応じた成人移行
期支援に取り組む。
【指標】
成人移行期支援外来受診患者数（実人数）を
毎年度，前年度以上の実績とする。

ト　成人移行支援の推進
　自立支援と医療体制の整備など，成人移行
支援の中心となる活動を継続・発展していく。
また，その活動を，関係機関向けや患者・家族
向けに，広く発信する。
　令和６年９月に県が設置した宮城県成人移
行支援センターの運営を引き続き受託し，成
人移行期支援委員会とその他関係職員を中
心として，当院の患者のほか，当院以外の患
者に対する支援も担う。また，県及び仙台市並
びに成人移行支援に関する関係機関との連
携を図る。
【指標】
成人移行期支援外来受診者数（実人数）を前
年度以上の実績とする。

◇ 成人期を迎える患者の成
長・発達に応じた成人移行
期支援に取り組んでいるか。

【指標】
成人移行期支援外来受診患
者数（実人数）を毎年度，前
年度以上の実績とする。

　急性期を脱し，継続的な治
療を必要とする患者のため
の，在宅での療養・療育への
移行支援や小児リハビリテー
ションの十分な実施に取り組
むこと。

ホ　在宅療養・療育への移行支援の推進
　急性期治療後の病棟移行や在宅療養・療育
への円滑な移行に向けて，多職種協働で，退
院・退所後を見据えて退院支援計画等を作成
し，患者及びその家族が安心して療養・療育で
きる地域の環境を整備するなどの取組を推進
する。

ホ　在宅療養・療育への移行支援の推進
  急性期治療後の病棟移行や在宅療養・療育
への円滑な移行に向けて，多職種協働で，退
院・退所後を見据えて退院支援計画等を作成
し，患者及びその家族が安心して療養・療育で
きる地域の環境を整備するなどの取組を推進
する。
　療育支援部，在宅支援運営委員会，ケース
会議等による入院早期からの取組を継続し，
また，入院時から退院を見据えた支援を計画
的に行えるよう，入退院センターでの退院支援
計画の立案を推進する。

◇ 急性期治療後の病棟移
行や在宅療養・療育への円
滑な移行に向けて，退院支
援計画等を作成し，院内関
係部局等が連携した環境整
備等に取り組んでいるか。

へ　小児リハビリテーションの充実
　急性期から慢性期の患者に対し，そのライフ
ステージに応じた生活機能の向上・改善のた
め，効果的かつ十分なリハビリテーション治療
の実施に努める。

◇ 急性期から慢性期の患
者に対する効果的かつ十分
なリハビリテーション治療の
実施に努めているか。

ヘ　小児リハビリテーションの充実
　急性期から慢性期の患者に対し，そのライフ
ステージに応じた生活機能の向上・改善のた
め，効果的かつ安全なリハビリテーション治療
の実施に努める。
　こどもやその家族のニーズ，目標，療法内容
等を多職種で共有し，一人一人の成長・発達
に寄り添ったリハビリテーション，療育を提供
する。
　より高度な専門技術を提供するため，知見を
広げ，技術を深める。また，伝達研修を行うな
ど，知り得た知識や技術を職員間で共有し，組
織全体の専門性の向上に努める。
　地域の医療・療育関係者と連携し，こどもや
その家族が安心して地域生活へ移行できるよ
うに支援する。

7



定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【会議開催状況】 ― Ｂ

隔月１回

【在宅療養に移行した医療的ケア児（者）数】　

↓

内訳 ↓

↓

【リハビリテーション実施　単位数（入院）】 （単位） ― Ｂ

↓

作業療法 ↑

↓

【リハビリテーション実施　単位数（外来）】 （単位）

↑
作業療法 ↑

↓
※ 「１単位」：患者に対して２０分以上個別療法として行う訓練。診療報酬上の定義。

【リハビリテーションに関わる研修会の共有】

【デモ体験会】

【臨床実習生の受入れ】

　理学療法 ３人（４日～４週）

　作業療法　

　言語聴覚療法 ３人（１週間）

【リハビリテーションの外来見学】

ト　成人移行期支援の推進 【成人移行期支援外来受診患者数】 Ｃ Ａ

」

実人数 ↓

延人数 ↓

【患者家族向け成人移行期支援研修会】

開催日

テーマ・講師

参加者数

【医療者向け成人移行支援研修会】

開催日

テーマ・講師

参加者数 １０２人（会場３１人，ＷＥＢ７１人）

【患者携帯手帳「みやちるノート」配付数】

令和７年度　３９冊

ホ　在宅療養・療育への移行支援の推進
○　超急性期からの入退院支援として，ＰＩＣＵにおける入
院時スクリーニング後の入退院支援カンファレンスを反映
した退院支援計画書を作成した。
○　新規の医療的ケア導入のほか，医療的ケアを持ってい
るこども達が，病状の変化によりケアが追加となるケースも
あった。これらのケースにおいては，退院後の生活を見据
えてケアが継続できるように，患者家族，学校や地域の関
係者にも参加いただき，退院前カンファレンスを実施した。
○　地域の訪問看護師や相談支援専門員と患者家族が，
退院前に院内で面会し，早期から信頼関係を構築できるよ
う努めた。また，退院初回で医療的ケアが必要なケースに
おいては，患者家族の意向に合わせ退院前訪問を実施し
た。
○　宮城県成人移行移行センター兼務スタッフと入退院セ
ンタースタッフ間の情報共有や連携により，成人移行を見
据えた支援や移行期の支援に取り組んだ。
　

ヘ　小児リハビリテーションの充実
○　急性期から慢性期の患者に対し，生活の質の改善・向
上を目的に，発達段階やライフステージに応じたリハビリ
テーションを実践した。
○　理学療法：　急性期から回復期・在宅移行期，在宅期
の各期に応じた療法を行った。入院では，ＰＩＣＵやＮＩＣＵの
重症新生児の姿勢管理や発達促進，脳性麻痺や小児整
形外科疾患の術後理学療法を実施した。ＰＩＣＵでは早期離
床リハビリテーション加算の運用が開始となり継続対応し
ている。入院・外来患者の生活に必要な座位保持装置や
車椅子を継続して作製している。脳性麻痺等に対する選択
的後根切断術（ＳＤＲ）の件数が増加し，術前評価・手術中
の触診・術後療法を１４件対応した。
○　作業療法：　新生児期から継続的に発達評価，発達支
援を実施し，こどもの発達とそれを支える家族支援を行っ
た。ライフステージや病期別に，変化するニーズや目標に
応じた療法を入院・外来で実施し，さらに地域との情報共
有を図った。作業療法の対象児や療法内容の領域は年々
広がっており，スタッフが個々の専門性を高め，それを生か
してこどもとその家族を支援していることが実績の向上に
つながった。
○　言語聴覚療法：　食事に関する療法，コミュニケーショ
ンや言語発達に関する療法を行った。勤務できるセラピス
ト数に不足がある中での療法となったものの，単位数は前
年度の７割を維持できた。他院・他施設からの紹介で来院
された，偏食や幼児期の吃音の処方が多かった。院内外
の講師，新生児科医と協働してダウン症児離乳食講座を４
回行った。

○ ７月に，「令和８年度宮城県小児在宅医療実技講習会
テーマ：成人移行支援（主催：あおぞら診療所ほっこり仙
台）」を，当院，宮城県成人移行支援センターの共催で開
催した。
○ ８月に，仙台エコー医療療育センター，あおぞら診療所
ほっこり仙台，当院の関係者が，重症心身障害児者の成
人移行について３者協議を行った。
○ １０月に，東北大学病院へ訪問し，小児医療関係者と今
後の成人移行支援活動の方向性について議論した。
○ １１月に，みやぎ県南中核病院を訪問し，内科医やソー
シャルワーカー等と県南地域の医療事情等を共有し，施設
の患者受入れに関する情報を共有した。
○ 当院泌尿器科と協働で，県内の泌尿器科診療所・病院
を対象として，医療的ケアを有する患者等の診療状況につ
いてアンケート調査を実施した。（回収率：６３．４％（４５／
７１施設））
○ 県から委託を受け開設している「宮城県成人移行支援
センター」では，引き続き，ＷＥＢフォーム及び自動応答電
話システムを用いた電話相談窓口を設置し，実際の面談も
含めて成人移行に関する様々な相談を受け付けた（院内
外合計５３９件）。
【指標の達成状況】
　「成人移行期支援外来受診患者数（実人数）」 １９０人
　　対中期計画86.0％，対年度計画86.0％

①宮城県成人移行支援センターの活動
②重症心身障がい者の成人移行支援―現状と課題―

２６人

３月４日（水）

令和4年度 令和5年度 令和6年度

４，５２７ ４，７３３ ５，８５５ ５，６８７

理学療法

令和7年度

１１７人 １７１人 ２２１人 １９０人

３０５人 ２７４人 ３２１人 ２８１人

令和4年度 令和5年度

２，４３８

※ 用語の定義
「選択的後根切断術」
　脳性麻痺の下肢痙性に対して行われる脊髄の手術

　部内全体勉強会　：　１０回実施，研修報告・話題提供・症例報告を行い共有
　各療法での勉強会　：　１９回実施（理学療法１２回，作業療法７回）

　新しい治療機器のデモ体験会を９回実施し，診療科（整形外科・神経科）及びリハビリテーション・
発達支援部が参加

―

　学校や保育所，訪問リハビリテーションスタッフ等の地域関係者の見学を１５０人受け入れ，リハ
ビリテーション場面を共有し，地域生活に生かせるよう支援実施

４，５１２ ３，１２７ ４，３２４ ３，７１３ ３，９３７

言語聴覚療法 ３，５４２ ２，１６２ ２，８９２ ２，８９０

１２月７日（日）

「患者・家族と語る成人移行支援の会」
成人した移行期患者，保護者，医療者による座談会

令和6年度

６，６７８ ８，３８９ ７，９４８ ８，４８１

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

６，７８４

言語聴覚療法 ２，４１５ ２，０１７ ２，７２６ ３，１７８ ２，１８８

在宅支援運営委員会

外来で導入 ３０人 ２７人 ４７人 ４４人 ３４人

入院から移行 ８９人 １０３人 １１５人 ９９人 ８９人

令和7年度

理学療法 １２，４８８ １２，３０２ １５，６０３ １５，９３６ １５，３９１

令和3年度

８，６１１

令和6年度末 令和7年度末

在宅療養移行人数 １１９人 １３０人 １６２人 １４３人 １２３人

隔月１回

在宅療養支援部会

地域家族支援部会 月１回

令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末

【ポイント】

・宮城県成人

移行支援セ

ンターの受

託・運営

・実技講習会，

研修会の開

催

・関係施設と

の連携（協議，

訪問等）
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(2) 地域への貢献 (2) 地域への貢献

（組替）

イ　情報発信の強化と関係機関等との連携推
進
(イ) 情報発信の強化
　当院の特徴や強みについて，県内外の患
者・家族や医療・療育機関等に対し，様々な媒
体（ホームページ，ＳＮＳ，電子メール等）を用
い，積極的な情報の発信に努める。
　管理者（院長）と地域医療連携担当職員によ
る関係機関への訪問活動等を実施し，成人移
行後の受診も見据え，県内外の医療・療育機
関と顔の見える関係を構築する。

◇ こども病院の特徴，強み
について，県内外の医療・療
育機関等に対し，情報発信
に努めているか。

(ロ)　関係機関等との連携推進
　東北地方唯一の高度で専門的な小児医療を
提供する病院としての役割・機能を果たすた
め，オンラインの活用等により，県内外の医療
機関との病病・病診連携や療育関係機関との
連携を推進する。
　地域医療支援病院として，登録医療機関・登
録医との連携推進や紹介率の維持・向上に努
める。
【指標】
紹介率を毎年度，８０％以上とする。

（ロ) 関係機関等との連携推進
　東北地方唯一の高度で専門的な小児医療を
提供する病院としての役割・機能を果たすた
め，オンラインの活用等により，県内外の医療
機関との病病・病診連携や療育関係機関との
連携のほか，成人移行に関する関係機関との
連携・調整を推進する。
　地域医療支援病院として，医療機関からの
症例相談に対応するなど登録医療機関・登録
医との連携推進や紹介率の維持・向上に努め
る。
【指標】
紹介率を８０％以上とする。

◇ 県内外の医療機関との
病病・病診連携や療育関係
機関との連携推進に取り組
んでいるか。

◇ 登録医療機関・登録医の
連携推進に努めているか。

◇ 紹介率について，指標を
達成しているか。

【指標】
紹介率を毎年度，８０％以上
とする。

(2) 地域への貢献

　法人の特徴や強みについ
て，医療・療育機関等に対す
る情報発信の強化に努めると
ともに，オンライン等の活用に
より，各医療機関との病病・病
診連携 や療育関係機関との
連携を推進すること。あわせ
て，紹介率 ・逆紹介率 の維
持・向上及び登録医療機関・
登録医との連携強化に努める
こと。
【指標】
紹介率を毎年度，８０％以上と
すること。（前中期目標期間実
績：平成３０年度８７.５％，令和
元年度８７.６％，令和２年度９
１.４％）

　
　

イ　情報発信の強化と関係機関等との連携推
進
(イ)　情報発信の強化
　東北地方唯一の高度で専門的な小児医療を
提供する病院である当院の特徴や強みについ
て，県内外の医療・療育機関等に対し，様々な
媒体（ホームページ，診療案内，電子メール
等）を用い，情報の発信に努める。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(2) 地域への貢献

【診療案内発行状況】

６月発行 １，０００部 ― Ｂ

【医療機関訪問】

山形県内医療機関訪問

１１月２０日：米沢市立病院・公立置賜総合病院・鶴岡市立荘内病院

１１月２１日：日本海総合病院・山形県立新庄病院・山形県立中央病院

　　　　　　　　・山形大学医学部附属病院（調整中）　　　・山形市立病院済生館

【登録医療機関，登録医】 Ａ Ａ

登録医療機関 ↑

登録医 ↑

【紹介率，逆紹介率】

紹介率 ↑

逆紹介率 ↑

【逆紹介件数】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

件数 203 207 170 212 190 238 280 244 225 214 218 329

【医療機関地域別紹介患者数】

宮城県 ↓

青森県 ↓

岩手県 ↓

↓

↓

↓

↓

紹介患者数総数 ↓

【県外からの外来・入院延患者数】

外来延患者数 ↓

入院延患者数 ↓

【地域医療研修会】

開催回数 →

【オンライン症例カンファレンス】

リウマチ・感染症科 １ １

イ　情報発信の強化と関係機関等との連携推進
(イ) 情報発信の強化
○　当院の特徴や強みについて，ホームページ，ＳＮＳ，電
子メールによる情報発信に加えて，　ニュースレター「Ｙｅｌｌ」
を年４回発行し，県内外の患者・家族や医療・療育機関等
への更なる情報発信に努めた。
○　当院の概要やスタッフを記載した「診療のご案内」を６
月に発行し，登録医や関係医療機関等に発送した。
○　登録医療機関や関係医療機関関係者へ周知する案件
については配信メールサービスを活用し，診療体制の変更
案内のほか，研修会開催についても迅速かつ効率的に周
知している。
○　管理者（院長）と地域医療連携担当職員による山形県
内の７医療機関訪問を計画し１１月に実施した。各医療機
関の病院長，小児科医師，地域医療連携室スタッフ等と面
会し，当院のプレゼンテーションや意見交換を行い，相談し
やすい関係性の構築に努めた。

（ロ) 関係機関等との連携推進
○　東北地方唯一の高度で専門的な小児医療を提供する
病院としての役割機能を果たすため，県内外の医療機関と
の病病・病診連携や療育関係機関との連携を推進した。
○　速やかな患者紹介につなげられるよう登録医療機関，
登録医の登録勧奨を行い，紹介率の維持・向上に努めた。
○　令和７年度の紹介率は９７．０％，逆紹介率は６９．２％
と，前年度を超える高い水準を維持し，地域医療支援病院
の承認基準を満たした。
○　６月に新設した運営戦略室において，地域医療連携の
強化の一環として逆紹介割合の向上・維持に取り組み，地
域医療支援病院に求められる逆紹介割合３０‰以上を達
成するために必要な逆紹介件数（月２００件以上）を，９月
以降達成・維持することができた。
○　宮城県内の紹介患者数は３，８００人であり，宮城県以
外は５３６人であった。宮城県を除く東北５県では，紹介患
者数は山形県が最も多く，続いて福島県，岩手県，青森
県，秋田県の順となった。東北以外からの紹介患者は，北
海道から九州までの広い範囲で１２３人であった。
○　宮城県内の紹介患者数を医療圏別分類では，仙台医
療圏からの紹介が最も多く，続いて石巻・登米・気仙沼医
療圏，大崎・栗原医療圏，仙南医療圏の順となった。
○　「オンライン症例カンファレンス」は，地方等の医療機関
の医師からの申込みを受けて，当院の専門診療科医師と
申込者が診断・治療等の検討や意見交換を行うものであ
り，県外の１医療機関の医師から申込みを受け対応した。
【指標の達成状況】
　「紹介率」 ９７．０％
　　対中期計画121.3％，対年度計画121.3％

令和6年度末

６６７機関

８８６人

令和6年度

９６．３％

令和6年度

３，９７９人

４，６０５人

令和7年度

７，１９３人

８，８５５人

６，７６９人

令和6年度

山形県

８回 １９回 １８回 １７回

対応診療科 依頼元医療機関所在地 実施回数 症例数

１７回

８，０６８人８，９３０人 ９，１６５人 ９，１５９人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

令和6年度

７，４４４人 ７，３８２人 ７，６３６人

５，０４６人 ４，４０９人 ４，４０４人 ４，３３６人

令和4年度令和3年度 令和5年度

東北6県以外 １９０人 １９５人 １８２人 １２３人１４９人

８１人 １０９人 ９９人

福島県 １０２人 １１０人 １２４人 １０８人１１５人

山形県 １５６人 １６０人 １８３人 １２６人１５４人

秋田県 ４８人 ４９人 ４０人 ２０人２６人

５４．４％ ５６．２％ ４９．０％ ５６．２％ ６９．２％

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

令和7年度

９１．７％ ９１．８％ ９５．３％ ９７．０％

８９４人 ８９０人

令和3年度 令和4年度 令和5年度

令和7年度末

６６３機関 ６７４機関 ６７０機関 ６７４機関

令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末

９０５人 ９１０人

７２人

１１１人 １０６人 ９０人 ８７人

８２人

１００人
内
訳

４，３５８人 ３，６８０人 ３，６８６人 ３，８００人

【ポイント】

・紹介率，逆

紹介率，逆紹

介割合の向

上の取組
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

（組替）

（新設）
　新興感染症等の公衆衛生上
重大な危害が発生した場合
は，県の要請に応じ地域医療
の確保に努めること。

ハ　新興感染症等への対応
　新興感染症等の公衆衛生上重大な危害が
発生した場合は，県の要請に応じ地域医療の
確保に努める。

ハ　新興感染症等への対応
　新興感染症等の公衆衛生上重大な危害が
発生した場合は，県と締結した医療措置協定
に基づき県の要請に応じるなど地域医療の確
保に努める。

◇ 新興感染症等の公衆衛
生上重大な危害が発生した
場合に，県の要請に応じ地
域医療の確保に努めている
か。

(ロ)  救急医療体制の充実に向けた検討
　県における小児の救命率の向上，地域医療
の充実への貢献を図るため，小児集中治療の
充実等，小児三次救急体制に関し，県内の小
児救急を担う医療機関との役割分担及び協力
体制についての検討を進め，その方向性を踏
まえながら当院の果たすべき機能・役割につ
いて関係機関と協議を行う。
　小児重症患者の受入れ体制を強化するた
め，費用対効果を分析し，具体的な検討を行
う。

(ロ) 救急医療体制の充実に向けた検討
　県における小児の救命率の向上と地域医療
の充実を図るため，小児救急・集中治療体制
における当院の果たすべき機能・役割につい
て，県内の小児救急を担う医療機関との役割
分担及び協力体制を関係機関と協議する。
　毎月定例開催している救急運営委員会にお
いて，現状の救急診療体制における課題・問
題点の洗い出しと解決へ向けた協議を行う。
その一環として，救急受入れ不能事例及び救
急患者症例の検討を行い，その結果を担当職
員にフィードバックして，患者受入れ促進と救
急医療の質の向上に努める。
　「一般当直業務マニュアル」及び「診療科別
オンコール基準表」を適宜見直すとともに，各
種救急疾患への対応マニュアルを整備し，救
急患者対応の質の向上に取り組む。
　地域で唯一の小児専門ＩＣＵである小児集中
治療室（ＰＩＣＵ） については，地域医療におけ
る役割を明確化するとともに，スタッフのプロ意
識とモチベーションの向上を図る。
　令和６年度から平日日中の救急搬送は全て
集中治療科医師が初期対応することとし，け
いれん重積の場合はまずＰＩＣＵ入室とするな
ど，適切かつ十分な救急・重症者対応を継続
する。
　重症入院患者の急変を早期に認識し救命す
るため，院内迅速対応システム（ＲＲＳ）・メディ
カルエマージェンシーチーム（ＭＥＴ）を運用し
て，予期せぬ心停止・死亡の軽減を図る。
　新入職者をはじめ全職員を対象とした一次
救命処置（ＢＬＳ）及びＡＥＤの講習会を開催す
る。

◇ 救急医療体制の充実に
向けた検討・協議を行い，県
における小児の救命率の向
上，地域医療の充実への貢
献が図られているか。

◇ 小児重症患者の受入れ
体制を強化するため，費用
対効果を分析し，具体的な
検討を行っているか。

　救急医療については，小児
三次救急医療 の患者を受け
入れるとともに，仙台市小児
科病院群輪番制事業への参
画，病院救急車の活用等を通
じて，地域において必要とされ
る周産期・小児の救急医療の
充実を図ること。

ロ　救急医療の充実
(イ)  周産期・小児医療の救急医療への対応
　小児三次救急医療については，他の三次救
急医療機関と密接に連携し，病院救急車やヘ
リポートを活用して，県内外の小児重症患者を
広く受け入れる体制を構築するとともに，その
実施に当たっての役割分担や連絡体制を整備
した上で，常時対応する。
　二次救急医療については，時間外救急診療
体制の強化を図るとともに，他の医療機関か
らの紹介転送や救急隊からの搬入依頼に積
極的に対応し，救急患者の受入れの増加に努
める。また，休日等における小児医療の確保
のため，仙台市小児科病院群輪番制事業に
引き続き参加し，担当する。
　仙台市夜間休日こども急病診療所，石巻市
夜間急患センター等への医師派遣を引き続き
実施し，県の一次救急医療に寄与する。
　地域周産期母子医療センターとして，周産期
の救急医療に適切に対応する。

ロ　救急医療の充実
(イ) 周産期・小児医療の救急医療への対応
　小児三次救急医療については，他の救急医
療機関と密接に連携し，県内外の小児重症患
者を常時広く受け入れる体制を構築する。ま
た，宮城県ドクターヘリの搬送先医療機関とし
て，小児重症患者のヘリ搬送を積極的に受け
入れる。さらに，病院救急車を活用して，紹介
元の医療機関へ医師・看護師が重症患者を迎
えに行き，治療・管理しながら当院へ搬送する
迎え搬送を引き続き実施する。
　二次救急医療については，他の医療機関か
らの紹介転送や救急隊からの搬入依頼に積
極的に対応し，救急患者の受入れの増加に努
める。また，仙台市小児科病院群輪番制事業
に引き続き参加し，年２３回を担当する。
　令和元年度から運用が開始された「宮城県
救急搬送情報共有システム」に引き続き参加
し，救急車による患者搬送を積極的に受け入
れる。
　休日等における小児医療の確保のため，仙
台市夜間休日こども急病診療所，石巻市夜間
急患センター等に対する当院医師の派遣に引
き続き協力し，県の一次救急医療に寄与す
る。
　「宮城県こども夜間安心コール」において，引
き続き当院の看護職員を相談員として派遣す
るとともに，当院一般当直医師が小児科医後
方支援を実施して，県の０．５次救急に寄与す
る。
　地域周産期母子医療センターとして，周産期
の救急医療に適切に対応する。

◇ 小児三次救急医療につ
いて，他の三次救急医療機
関と密接に連携し，県内外
の小児
重症患者を広く受け入れる
体制を構築しているか。

◇ 小児三次救急医療の実
施に当たっての役割分担や
連絡体制を整備した上で，
常時対応しているか。

◇ 小児二次救急医療につ
いて，時間外救急診療体制
の強化が図られているか。

◇ 他の医療機関からの紹
介転送や救急隊からの搬入
依頼に積極的に対応し，救
急患者の受入れの増加に努
めているか。

◇ 休日等における小児医療
の確保のため，仙台市小児
科病院群輪番制事業に参加
しているか。

◇ 仙台市夜間休日こども急
病診療所等における診療へ
の協力を実施し，県の一次
救急医療に寄与している
か。

◇ 地域周産期母子医療セ
ンターとして，周産期の救急
医療に適切に対応している
か。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

ロ　救急医療の充実 【救急患者数等】 ― Ａ
(イ) 周産期・小児医療の救急医療への対応

救急患者数 ↑
↑
↑

　 ↓

【ＰＩＣＵ入室実績】

↑

↑

↑

【迎え搬送実績】

↑

【仙台市消防局による救急搬送応需率集計】

※ R７年はR６年収容件数実績上位３０医療機関中の順位

　　R８年は応需率共有協力２６医療機関の順位

【仙台市小児科病院群輪番制実績】

↑

【仙台市夜間休日こども急病診療所，石巻市夜間急患センターへの派遣実績】

仙台市夜間休日こども急病診療所 ↑
石巻市夜間急患センター →

【宮城県こども夜間安心コール事業　担当看護師延人数】

参加看護師数 ↑

【宮城県こども夜間安心コール事業　相談件数等】

準夜帯相談件数 ↓
深夜帯相談件数 ↓

↓
※ 深夜帯相談件数は，委託業者が対応しており参考データ

(ロ) 救急医療体制の充実に向けた検討 【ＰＩＣＵ一日平均患者数（平均利用病床数）】 ― Ａ

↓

 【ＢＬＳ（一次救命処置）講習会】

開催日 ①６月１１日　　②１０月８日　　③２月１８日

内容 ＢＬＳ基礎的知識の講義，ＢＬＳ実技演習

対象　　　　 病院職員，委託職員

①２６人（職員２６人，委託職員０人） ②９人（職員５人，委託職員４人）

③２人（職員２人）

 【仙台市消防局ヘリによる患者搬送訓練】

実施日

内容

対応者 仙台市消防局警防部消防航空隊　田中宏和隊長以下７人

当院集中治療科小泉科長以下２１人

ハ　新興感染症等への対応 【医療措置協定】 ― Ｂ
協定に基づく措置の内容

協定指定医療機関の指定 第一種，第二種（令和６年５月２３日指定）

【リラックスルーム（４５１号室）の運用変更（令和６年８月～）】

入室基準 第１優先：感染症患者（小児肺結核，空気感染対策を必要とする新興感染症等）

第２選択：（感染症患者が入室していない場合）在宅移行患者の家族指導，

　ターミナル期の面会フリー対応，産後ケアなど

○　周産期・小児医療の三次救急医療機関としての役割を
果たすとともに，宮城県ドクターヘリの搬送先医療機関とし
ての役割を果たすため，県内外の小児重症患者の三次転
送依頼に常時対応した。 ヘリ搬送は，転入３件，転出１件
であった。
　他の医療機関で対応困難な重症患者の転院搬送依頼は
増加しており，令和７年度は９４件をＰＩＣＵで受け入れた。
○　重症患者の迎え搬送を２５件実施した。
○　二次救急医療について，近隣の一次医療機関からの
紹介転送や救急隊からの搬入依頼を積極的に受け入れ
た。仙台市消防局による集計では，当院の救急搬送の応
需率（全日）は，対象３０医療機関中１～２位であり，高い
応需率を維持している。
○　仙台市小児科病院群輪番制事業に引き続き参加し，２
３回を担当した。
○　仙台市夜間休日こども急病診療所，石巻市夜間急患
センター等に対する当院医師の派遣に引き続き協力し，県
の一次救急医療に寄与した。
○　「宮城県こども夜間安心コール事業」に参画し，当院の
看護職員を相談員として派遣した。専門的判断を必要とす
る相談事例については，当院の一般当直医師が助言して
小児科医後方支援を行い，県の０．５次救急に寄与した。

○　予期せぬ院内心停止・予期せぬ院内死亡の予防のた
め，院内迅速対応システム（ＲＲＳ）・メディカルエマージェン
シーチーム（ＭＥＴ）を稼働している。対象は全患者（産科・
入院・外来含む）・付き添い家族・職員とし，ＭＥＴを起動で
きる職種を，医師・看護師のみから，リハビリ療法士，臨床
検査技師，診療放射線技師，事務職員に拡大した。
　院内保育所での緊急対応に関しては，新たなフローを作
成し，外来看護師とＭＥＴにて対応することとした。
　ＭＥＴコール５３件，コードブルー（心停止緊急コール）１件
（MET介入前後での心肺蘇生実施事例３件）であった。
○　平日日中の救急搬送を集中治療科医師が担当し，こ
れにより日中の救急搬送の応需率が向上した。夜間も集
中治療科コールの目安，「診療科別オンコール基準表」を
明示することで重症患者には早期から複数診療科にて対
応を行っている。
○　月例の救急運営委員会において，救急患者受入れ不
能事例の集計と検討及び到着時心肺停止例・死亡例等の
症例検討を毎回行い，適切な患者受入れと救急医療の質
の向上に努めた。
○　全職員向けのＢＬＳ（一次救命処置）講習会を開催し
た。院内保育所保育士などの参加もあった。
○　１月に仙台市消防局ヘリコプターによる患者搬送訓練
を実施した。

○　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（感染症法）に基づき県と締結した医療措置協定に
ついて，要請に応じて対応できる体制を維持している。
○　感染症患者が優先的に入院できる陰圧個室（４５１号
室）を管理し，仙台市の感染症危機管理訓練と連動した感
染症対応訓練を院内で実施した。また，県主催の医療措置
協定締結医療機関対応訓練に参加し，新興感染症発生時
の初動対応の机上訓練を行った。

令和８年１月２８日（水）
仙台市消防局ヘリによる当院屋上ヘリポートを使用した患者搬送訓練を実施

訓練参加者数

１１７人

令和6年度

１２，７４８件

７，６１６件

３４件

令和6年度

２２回

令和6年度

１０２回

１２回

令和6年度

１５件

令和6年度

１，８２７件

１，０２５件

１件

１件

令和6年度

令和5年度 令和7年度

PＩＣＵ一日平均患者数 ５．４人 ５．８人 ６．１人 ５．５人６．３人

令和3年度 令和4年度

病床確保，発熱外来，自宅療養者等への医療提供及び健康観察，
医療人材派遣

年間担当回数 ２５回 ２３回 ２２回

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

※ 令和２年度から新型コロナウイルス感染症患者（疑い例含む）用確保病床として原則空床運用
してきたＰＩＣＵ-Ａ室については，平時の受入れに戻っている。

参加者数

１４件 ８件 ２５件

令和7年度

１１，６９０件 １３，３２８件 １４，１１０件 １２，５６４件

５０人 ２３人 １０２人 １１９人

令和3年度 令和4年度 令和5年度

２３回

令和5年度 令和7年度

１００回 １０３回

１２回 １２回

５，９７４件 ６，７５４件 １２，９０９件 ７，３５４件

令和7年度

１，７４３人 １，９２２件 ２，０４５件

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度令和6年度

搬送件数 ７件 ８件 ８件 ２５件２２件

０件

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

４件 ２件 ５件 ４件

内）休日運用件数 ０件 ０件 ０件

５０件 ６８件 ９４件１８件 ２６件

令和3年度

ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ受入転出件数

１,９３１件
内）救急車搬送患者数 ８８３人 １，１２１件 １，２７２件 １,１４７件

令和4年度 令和5年度

当院医師対応件数

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

ＰＩＣＵ総入室症例数 ３０５件 ２８４件 ３４７件 ３８４件 ４４２件
内）救急外来から入室 ３０件 ３１件 ３６件 ４４件 ８２件

内）転院搬送症例数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

応需率(%) 85.9 79.2 89.4 84.8 82.1 86.7 80.0 80.5 86.3 84.8 82.1 83.3

順位 2 1 2 1 1 2 5 1 2 1 1 3

応需率(%) 100.0 94.3 87.5 77.6 80.0 87.5 84.0 81.8 89.7 90.9 96.8 95.7

順位 1 1 8 7 3 3 5 4 2 1 2 2

応需率(%) 75.7 70.5 91.3 93.0 83.0 86.1 76.7 79.5 84.1 78.8 72.3 75.7

順位 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3

令和7年度

全日

日中

夜間

【ポイント】

・ＭＥＴ起動

職種の拡大

・院内保育所

の緊急対応

フロー作成

・集中治療科

による平日日

中の救急搬

送対応

・ヘリコプター

による患者搬

送訓練の実

施

【ポイント】

・ＰＩＣＵ受入

れの増加

・迎え搬送の

受入れの増

加

・救急搬送に

ついて高い応

需率を維持
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(3) 患者・家族の視点に立った医療・療育の提
供

(3) 患者・家族の視点に立った医療・療育の提
供

　さらには，主治医以外の専
門医の意見を聞くことのできる
セカンドオピニオン の適切な
対応に努めること。

ハ　セカンドオピニオンの適切な対応
　当院でのセカンドオピニオンを希望する患者
を受け入れるとともに，他の医療機関でのセカ
ンドオピニオンを希望する患者を支援するな
ど，セカンドオピニオン希望者への適切な対応
に努め，患者及びその家族の医療・療育内容
の理解と治療の選択を支援する。

ハ　セカンドオピニオンの適切な対応
　当院でのセカンドオピニオンを希望する患者
を受け入れるとともに，他の医療機関でのセカ
ンドオピニオンを希望する患者を支援するな
ど，セカンドオピニオン希望者への適切な対応
に努め，患者及びその家族の医療・療育内容
の理解と治療の選択を支援する。

◇ セカンドオピニオンの実
施・運用状況はどうか。

◇ 患者や家族からの意見
等に迅速かつ適切に対応し
ているか。

◇ 患者満足度調査を実施
し，調査結果に基づいた改
善に取り組んでいるか。

【指標】
患者満足度調査を毎年度，
１回以上実施する。

　患者及びその家族のニーズ
を把握するため，患者満足度
調査を定期的に実施するなど
し，病院運営の見直し及び改
善を図ること。また，意見，要
望等については速やかに対応
し，その内容について適宜，分
析・検討を行い，提供する医
療・療育サービス内容の改善
を図ること。
【指標】
患者満足度調査を毎年度，１
回以上実施すること。（前中期
目標期間実績：平成３０年度１
回，令和元年度１回，令和２年
度１回）

ロ　患者の価値観の尊重
　患者及びその家族からの意見・要望等につ
いて迅速かつ適切に対応するとともに，患者
及びその家族の目線に立った情報の提供に
努め，医療・療育サービスの向上及び改善に
取り組む。
　患者満足度調査を実施し，その内容につい
て適宜，分析・検討を行い，患者及びその家族
のニーズを踏まえた改善に取り組む。
【指標】
患者満足度調査を毎年度，１回以上実施す
る。

ロ　患者の価値観の尊重
　ご意見箱「院長さん　きいて！」やホーム
ページの問い合わせフォームから寄せられる
患者及びその家族からの意見・要望等につい
て，その内容を迅速に検討して改善し，その改
善状況等を院内掲示板やホームページに掲
示するなどして適切に対応する。
　患者満足度調査を年１回実施し，過年度の
結果との比較・検討を行い，その結果を公表
するとともに，職員・院内関係者間で共有し
て，患者及びその家族のニーズを踏まえた改
善に取り組む。
【指標】
患者満足度調査を１回実施する。

　医療従事者等による説明・
相談体制を充実させ，環境整
備に努めるなど，患者及びそ
の家族が医療・療育の内容を
理解し，治療の選択を自己決
定できるようにするとともに，
患者及びその家族の視点に
立った医療・療育サービスを
提供すること。

イ　分かりやすい説明と相談しやすい環境づく
り
　患者及びその家族が医療・療育の内容を適
切に理解し，納得した上で，治療や検査を自
己選択できるよう説明・相談体制を充実すると
ともに，説明・相談に適した環境整備に努め
る。
　年齢に応じたインフォームド・コンセントある
いはインフォームド・アセントの実施に努める。
　患者及びその家族が抱える諸問題に対して
は，患者相談窓口において総合的な相談に対
応するなど，その解決・軽減に向けて支援す
る。

イ　分かりやすい説明と相談しやすい環境づく
り
  患者及びその家族が医療・療育の内容を適
切に理解し，納得した上で，治療や検査を自
己選択できるよう，治療・検査説明，入退院支
援計画説明，入院診療計画説明，入所支援計
画説明等において担当者を決めて分かりやす
く行うなど，説明・相談体制を充実するととも
に，説明・相談に適した環境整備に努める。
　年齢に応じたインフォームド・コンセントある
いはインフォームド・アセントの実施に努める。
　入退院センターについては，その機能を十分
に発揮できるよう，患者及びその家族の利便
性の向上，サービスの質の向上及び入退院業
務の効率化を図る。
　患者及びその家族が抱える諸問題に対して
は，患者相談窓口において総合的な相談に対
応するなど，その解決・軽減に向けて支援す
る。

◇ 患者及びその家族が医
療・療育の内容を適切に理
解・納得し，治療や検査を自
己選択できる説明・相談体
制の充実や環境整備が図ら
れているか。

◇ 年齢に応じたインフォー
ムド・コンセントあるいはイン
フォームド・アセントの実施
に努めているか。

◇ 患者相談窓口において
総合的な相談に対応してい
るか。

(3) 患者・家族の視点に立った
医療・療育の提供
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(3) 患者・家族の視点に立った医療・療育の提供

【患者相談窓口の相談件数】 ― Ｂ

患者相談窓口の相談件数 ↑

※ 令和４年度から，本来の相談が可視化できるように，カウントを見直している。

　（例） 予約や継続支援で対応した「在宅支援に関すること」「退院支援に関すること」 ，

「医療福祉（公費申請など）に関すること」のうち「入院前の医療費相談」を除外

【会議開催状況】

【投書件数】 Ｂ Ａ

投書件数 ↑

↓

【患者満足度調査】

入院に関する患者満足度調査 平成３０年度から毎年度１回実施

【セカンドオピニオン外来利用状況】 ― Ｂ

実施件数 ↑

↑

↓

イ　分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり
○　患者及びその家族が医療・療育の内容を理解し，納得
した上で，治療や検査を自己選択できるよう，治療・検査説
明，入退院支援計画説明，入院診療計画説明，入所支援
計画説明等において担当者を決めて分かりやすく行うな
ど，説明・相談体制を充実するとともに，説明・相談に適し
た環境を提供した。
○　年齢に応じたインフォームド・コンセントあるいはイン
フォームド・アセントの実施に努めた。
○　処置・検査前に発達段階や理解度に合わせ，分かりや
すいツールを使用して説明を行い，できる限り見通しをもつ
ことで不安の軽減を図った。また，その医療経験を通してこ
どもが対処法を学ぶなど成長につながるように支援した。
○　入退院センターでは，全予定入院患者への入院説明
実施のほか，患者及びその家族の利便性の向上のため，
入院書類の改善，オンライン資格確認システムによる限度
額適用認定証の利用申請，医療費後払いシステムの運
用，緊急入院患者の入院手続き，文書受付など，集約的に
対応した。
○　患者及びその家族が抱える諸問題に対しては，患者相
談窓口において，助産師，看護師のほか，社会福祉士，医
療対話推進者の資格を持つ職員が総合的な相談に対応
するなど，関係部署と連携しながらその解決・軽減に向け
て支援を行った。また，相談窓口対応スタッフ間の情報共
有のため患者サポートカンファレンスを行い，スキルアップ
につなげた。

ロ　患者の価値観の尊重
○　投書箱「院長さん　きいて！」については，投書箱への
投函，ホームページへの投稿を合わせて９５件の意見等が
寄せられた。患者等からの意見・要望等に対し，検討と調
整を十分に重ねて当院を利用する方々に寄り添った改善
に努めた。意見への対応事例としては，屋上広場の改修
が挙げられる。いただいた投書及び回答は，院内の掲示板
及びイントラネットに掲示することにより医療療育サービス
の質の向上に対する意識の向上を図った。
○　１月に，入院している患者及びその家族を対象として患
者満足度調査を実施した。総合的に約９割の方から「満
足」「ほぼ満足」という回答を得た。
【指標の達成状況】
　「患者満足度調査の実施回数」 １回
　　対中期計画100.0％，対年度計画100.0％

問合せのみで終了した件数 ８件 ３件 ２件 ５件１３件

消化器科1
感染症科1
血液腫瘍科1
循環器科1
脳神経外科2
泌尿器科2

リウマチ科1
神経科2
脳神経外科1
泌尿器科2

問合せ後診療で対応した件数 １件 ０件 ５件 ４件

消化器科2
脳神経外科1
泌尿器科1

２件

令和5年度 令和7年度

１件 ４件 ８件 ６件

令和6年度

４件

令和3年度

９５件

７１４件

令和6年度

５２０件

令和4年度

実施診療科

消化器科1 新生児科1
脳神経外科2
発達診療科1

※ 用語の定義
　「セカンドオピニオン」　：　今かかっている医師（主治医）以外の医師に求める第２の意見

内）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからの投書 ３９件 １８件 １５件 １２件

令和6年度

８２件

１７件

ハ　セカンドオピニオンの適切な対応
○　当院でのセカンドオピニオンを希望する患者を受け入
れるとともに，他の医療機関でのセカンドオピニオンを希望
する患者を支援するなど，セカンドオピニオン希望者への
適切な対応に努め，患者及びその家族の医療・療育内容
の理解と治療の選択を支援した。
○　対応した１５件のうち１３件は県外からの問い合わせ
で，実施に至ったのは６件，保険診療対応は４件であった。
○　当院から他院へのセカンドオピニオン希望者は１件で
あった。

１５２件 ９８件 １３３件

令和5年度 令和7年度

５８８件 ６４３件

患者サポートカンファレンス 週１回

令和4年度

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

【他院へのセカンドオピニオン申込状況】

実施件数 １件

【ポイント】

・患者・家族

のニーズを踏

まえた取組

（屋上広場の

整備）
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

　また，インシデント を予防す
るための体制整備や，インシ
デント事例の適正な分析・検
討・反映を行い，重大なインシ
デント（レベル３ｂ以上）の縮減
に向け，医療安全対策を推進
すること。
【指標】
①　医療安全対策に関する全
体研修を毎年度，２回以上実
施すること。（前中期目標期間
実績：平成３０年度２回，令和
元年度２回，令和２年度１回）

ロ　医療安全対策の充実
　医療安全対策を推進するため，医療安全推
進室，安全対策委員会及びリスクマネー
ジャー会議が連携して，インシデント事例の適
正な分析等を行い，再発防止や重大なインシ
デントの縮減を図る。
　重大なインシデントが発生した場合に迅速に
対応できる体制を維持・向上する。
　定期的に病棟や診療関連部門のラウンドを
実施し，安全な医療環境のための助言と対策
を行う。
職員が共通認識のもとで医療安全行動がとれ
るよう，常にマニュアルを見直しし，周知，実践
する。
　医療安全対策に係る教育，研修を行い，意
識，技能の向上を図る。
【指標】
医療安全対策に関する全体研修を毎年度，２
回以上実施する。

ロ　医療安全対策の充実
　医療安全対策を推進するため，医療安全推
進室，安全対策委員会及びリスクマネー
ジャー会議が連携して，インシデント事例の適
正な分析等を行い，再発防止策を検討し，重
大なインシデント（レベル３ｂ以上）の縮減を図
る。重大なインシデントが発生した場合に迅速
に対応できる体制を維持・向上する。
　月３回の病棟，診療関連部門の定期ラウンド
のほか，適宜，テーマ別臨時ラウンド，マニュ
アル遵守状況の確認等を実施し，安全な医療
環境のための助言と対策を行う。
　職員が共通認識のもとで医療安全行動がと
れるよう，院内の各種マニュアルを適切に管理
する。医療安全管理指針を改訂し，周知・運用
する。また，ポケットマニュアルの改訂に取り
組む。
　医療安全対策に係る教育，研修を行い，意
識，技能の向上を図る。医療安全対策に係る
全体研修を行うとともに，研修内容の周知徹
底を図り，職員の医療安全に対する意識の向
上を図る。
　医療安全に関する院内広報の発行，電子カ
ルテログイン画面への医療安全情報の掲載等
を通して，職員の医療安全に対する意識の向
上を図る。
　未承認医薬品等を使用する場合には，未承
認医薬品等評価部会において適切にリスク判
定を行うなど，安全管理体制を確保する。
【指標】
医療安全対策に関する全体研修を２回以上実
施する。

◇ インシデント事例の適正
な分析等を行い，再発防止
や重大なインシデント（レベ
ル３ｂ以上）の縮減が図られ
ているか。

◇ 重大なインシデントが発
生した場合，迅速に対応でき
る体制の維持・向上が図ら
れているか。

◇ 医療安全対策に係る教
育，研修を行い，意識，技能
の向上が図られているか。

【指標】
医療安全対策に関する全体
研修を毎年度，２回以上実
施する。

   患者が安心して医療・療育
を受けることができるようにす
るため，診療情報の提供や患
者のプライバシー保護等，医
療倫理の確立を図ること。

イ　医療倫理の確立
　診療情報の提供及び患者の権利やプライバ
シーの保護に取り組み，患者及びその家族が
安心できる医療・療育を提供する。
　当院で行う医療行為に関連して発生する可
能性がある倫理的課題については，法令遵守
及び倫理的観点から臨床倫理委員会で検討
し，適切に対応する。

イ　医療倫理の確立
　診療情報の提供及び患者の権利やプライバ
シーの保護に取り組み，患者及びその家族が
安心できる医療・療育を提供する。
　当院で行う医療行為に関連して発生する可
能性がある倫理的課題については，法令遵守
及び倫理的観点から臨床倫理委員会で検討
し，適切に対応する。
　臨床倫理コンサルテーションチーム及び臨床
倫理リンクナースの活動を強化し，また，臨床
倫理シンポジウムを企画・運営するなど，倫理
的課題の積極的な抽出と解決に向けて支援す
るとともに，職員の臨床倫理への感受性を高
める。

◇ 診療情報の提供及び患
者の権利やプライバシーの
保護について，適切に取り
組んでいるか。

◇ 倫理的課題について，臨
床倫理委員会で検討し，適
切に対応しているか。

(4) 患者が安心できる医療・療
育の提供

(4) 患者が安心できる医療・療育の提供 (4) 患者が安心できる医療・療育の提供

15



定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(4) 患者が安心できる医療・療育の提供

イ　医療倫理の確立 【会議開催状況】 ― Ｂ

０回

０件

臨床倫理リンクナース会 １０回

【診療情報提供件数】

診療情報提供　 →

開示 ↑

照会 ↓

↑

※１　「照会」内容

９件

児童相談所 ２件

※２　「診療情報提供」内容

産科医療補償制度 ８件

【インシデント事象件数及びインシデントレベル３ｂ以上の件数】 Ａ Ｂ

↓

↓

【会議開催状況】

【医療安全の啓発・医療安全情報提供】

【安全対策研修会開催状況】

○安全対策研修会（第１回法定研修）

６月２３日（月） ハイブリッド形式

参加・周知状況

○安全対策研修会（第２回法定研修）

１２月４日（木） ハイブリッド形式

参加・周知状況

○安全対策研修会（医薬品安全管理研修会）（第３回法定研修）

１２月１１日（木） オンライン形式

参加・周知状況

【未承認医薬品等評価部会開催状況（随時開催）】

開催回数 →

審議件数 ↓

○　臨床倫理委員会では，当院における人生の最終段階
における医療・ケアの在り方（基本方針）の指針について，
引き続き周知している。
○　「こども憲章」を時代に即した内容にリニューアルする
ため，WGを立ち上げた。「こども憲章」についての全職員対
象アンケート調査を実施するなど取り組んだ。
○　臨床倫理コンサルテーションチームは，メンバー変更に
伴いチームの役割などを周知し，コンサルテーション活動
ができるよう準備した。
○　専門看護師及び主任看護師による臨床倫理リンク
ナース会を開催し，臨床現場におけるモヤモヤ事例につい
て集約し検討した。また，事例件数を把握し，その事例へ
の介入（カンファレンス実施状況やコンサルテーション介入
状況など）についても毎月報告した。

ロ　医療安全対策の充実
○　各部門から発生したインシデントは月毎に医療安全推
進室で集積し，レベル・事例検討を行っている。事例の分
析・検討を行い，安全対策委員会，リスクマネージャー会
議，安全対策研修会で報告した。
○　年間計画に基づき，月３回の定期的院内ラウンド，そ
の他，適宜テーマ別にラウンド実施している。また，インシ
デント発生時には必要時ラウンドを実施し，マニュアルの遵
守状況を確認するとともに，ラウンド結果の評価と改善点
などのフィードバックを行った。
○　重大なインシデントについて，関連部署と医療安全推
進室で事例検討を行い対策を実施した。
○　電子カルテログイン画面を活用した注意喚起，「医療安
全情報」（インシデント報告システム内共有掲示板，院内Ｏ
Ａ）の発信等により，医療安全の啓発と医療安全情報提供
を実施している。また，「医療安全ＮＥＷＳ」を発行し，インシ
デント発生後の対策を速やかに周知した。
○　リスクマネージャー活動，医療安全週間の活動として
「医療安全ＰＤＣＡ　ＫＡＩＺＥＮ」を行った。
○　６月に，医療安全管理指針を改訂した。また，３月に，
ポケットマニュアル第３版を作成した。
○　予防接種に関わるインシデントを踏まえたＷＧを立ち上
げ，新規に医療安全事故防止マニュアル「予防接種の原
則」「予防接種の流れ（外来用）」「予防接種の流れ（病棟
用）」を作成し，運用を開始した。
○　未承認医薬品等評価部会を開催し，医薬品の適応外
使用に関する安全性について評価した。
【指標の達成状況】
　「医療安全対策に関する全体研修の回数」 ３回
　　対中期計画150.0％，対年度計画150.0％

当日受講できなかった職員に，オンデマンドによる受講を実施。受講率１０
０％，当日受講２９９人（うち会場参加５１人），後日閲覧３２０人。

当日受講できなかった職員に，オンデマンドによる受講を実施。受講率１０
０％，当日受講１６６人，後日閲覧２６０人。

医療安全情報発行 随時

開催日

演題・講師 ①２０２４年度画像・病理診断報告書確認対策チーム　集計報告
②ＫＡＩＺＥＮ２０２４報告（ＰＩＣＵ，本館３階病棟，手術室，臨床工学部）
③２０２４年度インシデント集計報告

いずれも院内講師

当日受講できなかった職員に，オンデマンドによる受講を実施。受講率１０
０％，当日受講３６０人（うち会場参加９１人），後日閲覧２６８人。

医療安全推進室カンファレンス 週１回

医療安全に関する広報発行 随時

電子カルテログイン画面医療安全情報 ３週～４週１回

１６件 １９件 １６件

令和4年度 令和5年度 令和7年度

１３回 １５回 １４回

令和6年度

１４回

２０件

安全対策委員会 月１回

リスクマネージャー会議 月１回

インシデント事象件数 １，０７３件 １，０６９件 １，１６２件

インシデントレベル３ｂ以上の件数 ３件 ７件←６件

令和4年度 令和5年度 令和7年度

５件

判定保留 ―

診療情報提供

令和6年度

３０件

２件

２２件（※１）

６件（※２）６件 ８件 ８件（※２）

捜査関係事項照会（警察署)

６件 １０件 １１件

９件 １０件 １１件（※１）

令和6年度

１，２１３件

７件

―０件←１件 ―

開催日

演題・講師

令和4年度 令和5年度 令和7年度

２１件 ２８件 ３０件

臨床倫理委員会

臨床倫理コンサルテーションチームの介入依頼

内訳

開催日

「臨床現場における心理的安全性」
 泉大津急性期メディカルセンター
クオリティ管理センター長　長谷川 剛 先生

演題・講師 ①予防接種関連インシデントについて
②医療事故防止マニュアル「予防接種の原則」について
③予防接種アップデート

いずれも院内講師
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

　さらには，患者及びその家族
並びに職員の安全を確保する
ため，院内感染の実情を把握
し，発生・蔓延を防止する対策
を立案・実行するなど，組織横
断的に，院内感染対策を推進
すること。
【指標】
②　院内感染対策に関する全
体研修を毎年度，２回以上実
施すること。（前中期目標期間
実績：平成３０年度４回，令和
元年度４回，令和２年度２回）

ハ　院内感染対策の充実
　院内感染対策を推進するため，感染管理
室，感染対策委員会及び感染制御チーム（ＩＣ
Ｔ）が連携して，院内ラウンドの充実，発生・蔓
延防止対策の立案，実行，評価等に取り組
み，患者及びその家族並びに職員の安全を確
保する。
　抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）による抗
菌薬適正使用に関する介入及び教育・指導を
強化し，抗菌薬の適正使用に関する協議，指
導の強化を図る。
　院内感染対策及び抗菌薬適正使用に係る
教育，研修を行い，意識，技能の向上を図る。
【指標】
院内感染対策に関する全体研修を毎年度，２
回以上実施する。

ハ　院内感染対策の充実
　院内感染対策を推進するため，感染管理
室，感染対策委員会及び感染制御チーム（ＩＣ
Ｔ）が連携して，院内ラウンドの充実，発生・蔓
延防止対策の立案，実行，評価等に取り組
み，患者及びその家族並びに職員の安全を確
保する。
　特に，感染症対策については，流行状況に
応じた柔軟かつ実効性のある対策を実践す
る。また，新興感染症の発生を想定した訓練を
継続する。
　感染対策マニュアルについては，最新の知
見やエビデンスに準じて改訂し，周知・運用す
る。また，ポケットマニュアルの改訂に取り組
む。
　抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）による抗
菌薬適正使用に関する介入及び教育・指導を
強化する。
　院内感染対策及び抗菌薬適正使用に係る
教育，研修を行い，意識，技能の向上を図ると
ともに，研修内容の周知徹底を図る。
【指標】
院内感染対策に関する全体研修及び抗菌薬
適正使用に関する研修を２回以上実施する。

◇ 関係者が連携し，院内感
染防止対策及び抗菌薬の適
正使用に積極的に取り組ん
でいるか。

【指標】
院内感染対策に関する全体
研修を毎年度，２回以上実
施する。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

ハ　院内感染対策の充実 【院内感染防止対策に係るチームの設置状況】 Ｂ Ｂ

感染制御チーム

抗菌薬適正使用支援チーム

【会議開催状況】

【感染対策研修会開催状況】

○第１回感染対策研修会兼抗菌薬適正使用研修会（全体研修１）

５月３０日（金） ハイブリッド形式

参加・周知状況

○第２回感染対策研修会兼抗菌薬適正使用研修会（全体研修２）

９月１９日（金） ハイブリッド形式

参加・周知状況

【相互チェックラウンド】

○　院内感染対策を推進するため，院内感染対策マニュア
ルを７月に改訂し，周知した。また，３月に，抜粋版としてポ
ケットマニュアルを作成した。
○　抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）の積極的な活動展
開を行い，抗菌薬適正使用に関する介入及び教育・指導を
強化した。
○　関東圏域の小児専門病院との相互ラウンド，感染対策
連携強化加算２・３連携施設との合同カンファレンス及び訪
問指導を実施し，地域連携を強化した。合同カンファレンス
では，仙台市保健所及び宮城県医師会との情報交換も
行った。
【指標の達成状況】
　「院内感染対策に関する全体研修の回数」 ２回
　　対中期計画100.0％，対年度計画100.0％

東北大学病院　感染管理室

　（医師１人，看護師３人，薬剤師１人，臨床検査技師１人）

実施日 １月２７日（火）

週１回

開催日

演題・講師
「なぜ，狭い抗菌薬を使った方がいいのか」
大阪大学医学部附属病院　感染制御部/感染症内科　助教
日馬　由貴　先生

　（医師２人，看護師４人，薬剤師３人，臨床検査技師１人）

当日受講できなかった職員に，オンデマンドによる受講を実施し，研修内容
の周知に努めた。（受講率１００％ ： 当日受講３５１人，後日受講２７４人）

開催日

演題・講師 「こどもたちのために病院全体で取り組む薬剤耐性対策」
岐阜大学大学院　特任教授
手塚　宣行　先生

当日受講できなかった職員に，オンデマンドによる受講を実施し，研修内容
の周知に努めた。（受講率１００％ ： 当日受講３１２人，後日受講２９６人）

ＡＳＴミーティング

院内感染に対する具体的な調査，指導，監視を行う実働組
織として，感染管理室に置く。

実施者

（ＩＣＴ：infection control team）

治療効果の向上，副作用防止，耐性菌出現のリスク軽減，
医療費の抑制を目的として抗菌薬の適正使用を支援する実
働組織として，感染管理室に置く。

（ＡＳＴ：antimicrobial stewardship team )

感染対策委員会 月１回

ＩＣＴミーティング 月１回

実施日 ８月２９日（金）

実施者 埼玉県立小児医療センター　ＩＣＴ
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

（組替・新設）

ハ　短期入所及び体調管理入院の充実
　短期入所，体調管理入院の充実を図り，在
宅療養・療育への移行及び在宅療養・療育の
継続へのより一層の支援に努める。

ハ　短期入所及び体調管理入院の充実
　短期入所，体調管理入院の充実を図り，在
宅療養・療育への移行及び在宅療養・療育の
継続へのより一層の支援に努める。
　また，障害のあるこどもとその家族のニーズ
を踏まえ，当院以外の他施設も含めて受入れ
先を調整するなど，支援の充実を図る。

◇ 短期入所，体調管理入院
の充実を図り，在宅療養・療
育への移行及び在宅療養・
療育の継続に向けた支援を
行っているか。

ロ　障害のあるこどもとその家族の地域生活
の支援
　障害のあるこどもとその家族が障害を理解
し，受け入れ，地域で安心して生活できるよ
う，障害に対する理解を深めるための学びの
機会を提供する。また，医療・療育サービス等
に関する相談支援をきめ細かく実施する。

ロ　障害のあるこどもとその家族の地域生活
の支援
　障害のあるこどもとその家族が障害を理解
し，受け入れ，地域で安心して生活できるよ
う，各分野の専門職員が，障害のあるこどもと
その家族，関係機関を対象とした講話を行い，
障害に対する理解を深めるための学びの機会
を提供する。オンライン形式による開催につい
ては，柔軟に取り入れていく。
　医療的ケア児の増加に伴い，日常生活・社
会生活を社会全体で支援することが重要課題
となっていることを受け，県の医療的ケア推進
事業に引き続き参画し支援学校巡回指導医を
担うなど，支援する。また，療育支援部と看護
部が連携して，地域の支援学校職員や通所施
設看護師の教育を支援する。

◇ 障害に対する理解を深め
るための学びの機会の提供
や医療・療育サービス等に
関する相談支援に取り組ん
でいるか。

(2) 在宅療養・療育支援の充実
イ　療育サービスの充実
　個別支援計画に基づき，多職種協働で，専
門性を生かした総合的な療育プログラムを提
供し，その充実に努める。
　地域の障害福祉サービス事業所等と連携
し，こどもと家族が主体的に在宅移行を選択で
きるよう支援に努める。
【指標】
有期有目的入所者数（実人数）を毎年度，１０
０人以上とする。

(2) 在宅療養・療育支援の充実
イ　療育サービスの充実
　入所中のこどもに対して個々の状況に応じた
適切な療育サービスを提供し，機能の向上や
健康の増進・維持を図ることで，個々の状況に
応じた施設生活を営めるように支援する。ま
た，入所の目的と期間を予め定めて入所する
有期有目的入所を推進する。
【指標】
有期有目的入所者数（実人数）を１００人以上
とする。

◇ 個別支援計画に基づき，
多職種協働で，専門性を生
かした総合的な療育プログ
ラムを提供し，その充実に努
めているか。

◇ 地域の障害福祉サービス
事業所等と連携し，在宅移
行支援に努めているか。

【指標】
有期有目的入所者数（実人
数）を毎年度，１００人以上と
する。

　医療型障害児入所施設とし
て，障害のあるこどもと家族に
対し，総合的な療育支援を行
うよう取り組むこと。また，地域
の障害福祉サービス事業所等
と連携し，こどもと家族が主体
的に在宅移行を選択できるよ
う支援に努めること。
　障害のあるこどもと家族が障
害を理解し，受け入れ，地域で
安心して生活できるよう，療育
に対する理解を深める機会提
供に取り組むこと。
【指標】
有期有目的入所 者数（実人
数）を毎年度，１００人以上とす
ること。（前中期目標期間実
績：平成３０年度８１人，令和
元年度１０９人，令和２年度９０
人）

　医療型障害児入所施設として，障害を克服し
自立した生活を送れるようこどもの成長・発達
を促し，温かく見守り育む療育を実現するた
め，療育支援体制の充実，地域生活の支援
等，総合的な療育支援に取り組む。

　医療型障害児入所施設として，障害のあるこ
どもと家族に対し，個別性を考慮しながら，総
合的な療育支援を行うよう取り組む。また，こ
どもと家族が主体的に在宅移行を選択できる
よう地域の障害福祉サービス事業所等と連携
することで，退所後も継続的な支援が受けられ
る環境を整備する。

(1) 療育支援体制の充実
　こどもの成長に合わせた療育を適切に提供
するため，療育支援部門に必要な専門職を適
正に配置する。
　療育支援事業に係る日ごろの実践内容を整
理・評価するとともに，各々専門職としての経
験を蓄積し，技量の向上に努める。

(1) 療育支援体制の充実
　医療型障害児入所施設として，入所支援計
画を作成して組織的に療育支援を行うための
管理をする児童発達支援管理責任者を適正
に配置する。
　長期の入所者の成長・発達を促すため，看
護師，保育士を適正に配置するとともに，支援
学校教員との連携体制を構築する。
　療育支援事業に係る日ごろの実践内容を整
理・評価するとともに，各々が専門職としての
経験を蓄積し，技量の向上に努める。
　院内外からの専門性へのニーズに対応する
とともに，各職種の役割について，ホームペー
ジ等を活用して院内外に情報発信し，理解が
深まるよう努める。

◇ こどもの成長に合わせた
療育を適切に提供するた
め，療育支援部門に必要な
専門職を適正に配置してい
るか。

◇ 療育支援事業に係る実
践内容を整理・評価するとと
もに，各々専門職としての経
験を蓄積し，技量の向上に
努めているか。

２　療育支援事業 ２　療育支援事業 ２　療育支援事業
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【会議等の開催状況】 ― Ａ

入所支援会議 ↑

リハカンファレンス ↑

院外ケース会議 →

※ 「入所支援会議」「リハカンファレンス」は，契約入所者数に伴い変動

　 「院外ケース会議」は，在宅移行支援に際し実施

【児童発達支援管理責任者研修受講状況】

基礎研修のみ修了者 →

有資格者（実務研修修了者） ↑

※資格取得のためには，基礎研修後，実務経験２年後に，実務研修の受講が必要

※資格取得後５年ごとに，更新研修の受講が必要

【契約入所関係】） Ａ Ａ

↑

　内）有期有目的入所者数（B） ↑

有期有目的入所者割合（B/A） ↑

↓

↑

平均在院者数（拓桃館８１床全体） ↑

【療育スタッフ育成研修会】　

９月２５日（木）　ハイブリッド形式

テーマ 性教育研修について　　

岐阜大学医学部教育開発研究センター　川上ちひろ　先生

参加者数 １０２人（会場３０人，オンライン７２人）

― Ａ

開催回数 ↓

【医療的ケア推進事業】

○巡回指導

当院医師巡回指導件数 ↓

当院看護師巡回指導件数 ↑

オンデマンド研修 「スクールバス乗車中における緊急時対応について」

　４月７日実施 講師：医師　１人

参加：教員，看護職員，スクールバス保安員，バス関係者　３１５人

医療的ケア看護職員研修 「呼吸の仕組みと呼吸ケアについて」

　７月２４日実施 講師：医師　１人

参加：看護職員　１２２人

第３号研修（吸引指導） 講師：医師３人　演習：医師１人，看護師３人

　７月２４・２５日実施 参加：たんの吸引等の行為を行う予定の教員　１３人

校内医療的ケアコーディ 「医療的ケア児関係者間の連携～入退院時の情報連携について～」

ネーター研修会 講師：看護師　１人

　８月４日実施 参加：校内医療的ケアコーディネーター　２４人

病棟実地研修 参加：チーフ・サブチーフ相当看護職員　１０人

　８月１９～２２日実施 　　　　　※拓桃館２階病棟において５人ずつ２クール実施

【短期入所（ショートステイ）及び体調管理入院の受入れ状況】 ― Ａ

短期入所 ↑

　（ショートステイ） 延利用日数 ↑

体調管理入院 延利用者数 ↑

延利用日数 ↑

２　療育支援事業

○　医療型障害児入所施設として，障害を克服し自立した
生活を送れるようこどもの成長・発達を促し，温かく見守り
育む療育を実現するため，療育支援体制の充実，地域生
活の支援等，総合的な療育支援に取り組んだ。

(1) 療育支援体制の充実
○　こどもの成長に合わせた療育を適切に提供するため，
療育支援部門に必要な専門職を適正に配置した。
○　児童発達支援管理責任者の有資格者の増員に引き続
き取り組み，更新研修を１人，基礎研修を１人が修了した。
有資格者を拓桃館の各病棟に２人以上配置し，入所支援
計画の説明など，補完できる体制とした。
○　学校・病院連絡部会を通して，支援学校との連携体制
の課題（行事，防災対策，ＧＩＧＡスクール対応等）を継続し
て共有・検討した。
○　災害時における在宅の医療的ケア児の支援体制につ
いて，入退院センターなどで検討した。
○　院外・校外学習について，こども達の経験の機会を増
やせるよう，当院多職種，学校職員とで連携して企画・実
施した。

(2) 在宅療養・療育支援の充実
イ　療育サービスの充実
○　個別支援計画に基づき，多職種協働で，専門性を生か
した総合的な療育プログラムを提供し，その充実に努め
た。特に，個別支援計画を５領域別（令和６年度に義務化）
及び医療を追加した６領域に分類することで，患者の発達
を多面的に捉え，より質の高い支援の提供につなげた。
○　新規契約入所は前年度並み，短期入所，一般入院及
び平均在院者数は増加した。契約入所における有期有目
的の割合は増加した。期日と目的を明確にすることで，より
集中的に療育・治療・生活支援を提供している。
○　措置入所について，在宅での養育困難なケースを前年
度から引き続き５例受け入れた。児童相談所や家族を交え
次の施設を検討し，２人を送り出した。仙台市発達支援総
合センター（アーチル）と連携し，地域へつなげられるよう，
随時ケースカンファランスを行うなど，情報共有に努めた。
【指標の達成状況】
　「有期有目的入所者数（実人数）」 １１４人
　　対中期計画114.0％，対年度計画114.0％

ロ　障害のあるこどもとその家族の地域生活の支援
○　障害児とその家族が地域で安心して生活できるよう，
障害等に対する理解を深めていただくため，各分野の専門
スタッフが障害児とその家族や地域スタッフに対して講話
（お話シリーズ）を開催（オンライン形式）し，障害等に関す
る学びの機会を提供した。
○　県の医療的ケア推進事業に参画し，支援学校への巡
回指導，オンデマンド研修，医療的ケア看護職員研修会，
吸引指導の講義・演習研修，校内医療的ケアコーディネー
ター研修会，病棟実地研修を行い，地域の支援学校職員
や通所施設看護師等の教育を支援した。

ハ　短期入所及び体調管理入院の充実
○　利用者数は，短期入所及び体調管理入院ともに大幅
に回復傾向である。他施設では受入れが難しい条件の体
調管理入院のニーズが高い。在宅療養中のこどもの家族
が計画的に休息をとり，在宅での療育に向かえるよう支援
していく。
○　緊急短期入所受入加算，日中活動支援加算を算定で
きる体制を維持した。
○　重症心身障害児者等医療型短期入所コーディネート事
業としての会議及び研修会に，短期入所の窓口である入
退院センタースタッフ及び病棟看護師長が参加した。

１，０１２日 １，０９４日 １，４１６日１，０６１日

２４５日 ３８３日 ８００日

２３９人 ２５６人 ３２６人

令和4年度 令和5年度 令和7年度

延利用者数 ８３人 １０５人 ２３３人

令和6年度

１４２人

４８８日

２５９人

【講話（お話シリーズ）】

第１回　「薬局薬剤師の在宅訪問」　オンライン

延利用日数 １５，７０９日 １８，５１９日 １９，２３４日

４８．９人 ５０．６人 ５７．６人

令和6年度

５回

令和6年度

５２回

令和5年度 令和7年度

５３回 ３３回

４１人

令和4年度 令和5年度 令和7年度

第２回　「秋保の拓桃からこども病院の拓桃まで」 ３８人

４回―

１１３人 １１３人 １２６人

１２８人

８６人 ９９人 １１４人

７８．８％ ８３．９％ ８９．１％

令和4年度 令和5年度 令和7年度

７回 ４回 ２回

開催日

―

新規入所者数（A） １０９人 １１８人

５人 ６人 ７人

令和4年度 令和5年度 令和7年度

２人 ２人 ３人

令和6年度

１２６人

１０７人

８４．９％

１２７人

１９，１６４日

５２．５人

退所者数

２８回 ３６回

令和4年度 令和5年度 令和7年度

１３６回 １２９回 １４９回

３６回

令和6年度

３人

６人

令和6年度

１３６回

３６回２７回 ２７回 ５８回

２８回

【ポイント】

・短期入所の

延利用者数・

延利用日数

の増

・体調管理入

院の延利用

者数の増

【ポイント】

・契約入所関

係の表中の

項目について，

全体的に増

加

・有期有目的

入所者割合

が毎年度増

加

【ポイント】

・県の医療的

ケア推進事

業に参画し，

巡回指導，研

修等，多方面

から支援

【ポイント】

・児童発達支

援管理責任

者の計画的

な育成と配置

の充実
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

（組替・新設）

(2) こどもの成長・発達への支援 (2) こどもの成長・発達への支援
　患者・家族のＱＯＬ（生活の質）及びアメニティ
（環境の快適性）の向上に努めるとともに，こど
もの生活全般を視野に入れながら，個別性を
捉えこどもが主体的に取り組める様々な活動
を企画し，成長・発達を促す。
　本館病棟の保育士配置を見直して２人体制
とし，新たな診療報酬の獲得を見据えながら，
保育士と病棟職員が連携して家族支援と保育
活動の充実を図る。
　全てのこどもにおいて，家族と育ちを共有し
ながら専門性を生かした支援を行い，支援の
質の向上に向けた取組に注力する。集中治療
系の保育の継続・拡大に向け，実現可能な保
育計画を立案し，ニーズに合わせた保育を提
供する。
　生活に彩りを与えられるよう，慰問（訪問）の
受入れ，行事・イベント等を計画し，実施する。
　宮城県立拓桃支援学校と連携するなど，患
者及びその家族にとってより良い療養環境プ
ログラムを提供する。
【指標】
集中治療系の保育人数を前年度以上とする。

　患者及びその家族のＱＯＬ（生活の質）及び
アメニティ（環境の快適性）の向上に努め，専
門性を生かした関わりとともに，「あそび」や
様々な体験を通して，こどもの成長・発達を支
援する。
　慰問の受入れ，行事・イベントの開催等によ
り生活に彩りを与えるとともに，宮城県立拓桃
支援学校と連携するなど，患者及びその家族
にとってより良い療養・療育環境プログラムを
提供する。
【指標】
集中治療系の保育人数を毎年度，前年度以
上とする。

◇ 患者及びその家族のＱＯ
Ｌ（生活の質）及びアメニティ
（環境の快適性）の向上に努
め，こどもの成長・発達を促
すための支援が適切に実施
されているか。

◇ 慰問の受入れ，行事・イ
ベントの開催等により生活に
彩りを与えているか。

◇ 宮城県立拓桃支援学校
と連携するなど，患者及びそ
の家族にとってより良い療
養・療育環境プログラムを提
供しているか。

【指標】
集中治療系の保育人数を毎
年度，前年度以上とする。

　成育支援部門は，医療・療
育部門と一体となって，患者及
びその家族の権利，ＱＯＬ（生
活の質）及びアメニティ（環境
の快適性）の向上に努めるな
ど，こどもの成長・発達を支援
すること。
　インフォームド・コンセント 及
びインフォームド･アセント の
際の支援に努めるとともに，検
査・治療に対する不安を軽減
するための心のケアをはじ
め，療養生活等に関する様々
な相談に積極的に対応するな
ど，患者及びその家族の心理
的援助及び経済的・社会的問
題の解決・調整に努めること。
【指標】
集中治療系の保育人数を毎
年度，前年度以上とすること。
（前中期目標期間実績：令和２
年度４６４人）

　こどもの権利を尊重し，こどもの望ましい成
長を支える成育医療を実現するため，成育支
援体制の充実，こどもの成長・発達への支援，
患者及びその家族に対する心理的・社会的問
題等への支援等を通じて，こどもの成長・発達
を支援する。
　医療と療育を一体的に提供する施設として，
病院ボランティアを積極的に受け入れ，病院ス
タッフとの協働により，より充実した患者サービ
スの提供に努める。

　成育支援部門に様々な専門職を配置し，隣
接する宮城県立拓桃支援学校と連携・協力し
て，こどもの権利を尊重し，こどもの望ましい成
長・発達を支える成育医療を実現する。
　こどもの成長・発達の支援，患者及びその家
族に対する心理的・社会的支援，在宅療養の
支援等を通じて，患者及びその家族が抱える
諸問題の解決と調整を図る。
　病院ボランティアを積極的に受け入れ，より
充実した患者サービスの提供に努める。

(1) 成育支援体制の充実
　こどもの成長に合わせた成育医療を適切に
提供するため，成育支援部門に必要な専門職
を適正に配置する。
　成育支援事業に係る日ごろの実践内容を整
理・評価するとともに，各々専門職としての経
験を蓄積し，技量の向上に努める。

(1) 成育支援体制の充実
　こどもの成長に合わせた成育医療を適切に
提供するため，成育支援部門に必要な専門職
（保育士，チャイルド・ライフ・スペシャリスト，子
ども療養支援士，臨床心理士，ソーシャルワー
カー，看護師，認定遺伝カウンセラー，ボラン
ティアコーディネーター等）を適正に配置する。
　成育支援に係る日ごろの実践内容を整理・
評価するとともに，各々が専門職としての経験
を蓄積し，技量の向上に努める。
　院内外からの専門性へのニーズに対応する
とともに，各職種の役割について，ホームペー
ジ等を活用して院内外に情報発信し，理解が
深まるよう努める。

◇ こどもの成長に合わせた
成育医療を適切に提供する
ため，成育支援部門に必要
な専門職を適正に配置して
いるか。

◇ 成育支援事業に係る実
践内容を整理・評価するとと
もに，各々専門職としての経
験を蓄積し，技量の向上に
努めているか。

３　成育支援事業 ３　成育支援事業 ３　成育支援事業
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

３　成育支援事業

【院内合同検討会議】 ― Ａ

↑

↑

↓

↑

↑

【成育支援局専門職の活動状況】　

看護師対応件数 ↓

保育士対応件数 ↑

↑

↑

↑

↑

【行事及び慰問の状況】

Ｄ Ｂ

行事 開催回数 →

参加者数 ↓

慰問 開催回数 ↑

参加者数 ↑

【チャイルド・ライフ・スペシャリスト（ＣＬＳ）及び子ども療養支援士（ＣＣＳ）】

↓

↑

↑

【保育士】

↓

↑

本館　プレイルーム活動参加延べ人数 ↑

拓桃館　保育士企画行事参加延べ人数 ↑

↑

本館　保育個別人数 ↑

２２７人 ３２１人 ２９１人 ９人 ↓

６２８人 ８２３人 ８３４人 ５２２人 ↓

↓

　成育支援部門に様々な専門職を配置し，隣接する宮城
県立拓桃支援学校及びドナルド・マクドナルド・ハウスせん
だいと協力して，こどもの権利を尊重し，こどもの望ましい
成長・発達を支える成育医療及び障害を克服し自立した生
活を送れるよう温かく見守り育む療育の実現に努めた。

(1) 成育支援体制の充実
○　こどもの成長・発達に合わせた成育医療を適切に提供
するため，成育支援部門に必要な専門職を適正に配置し
た。
○　保育士２人体制の診療報酬加算を取得するため小児入
院医療管理料算定の５つの病棟に配置し，患者・家族支援
の活動を広げた。本館は遅番を取り入れ患者家族のニーズ
に対応した。（加算取得により増収につなげた。）
○　成育支援に係る日ごろの実践内容を整理・評価するとと
もに，各々が専門職として必要な研修や学会・研究会に積
極的に参加しながら経験を蓄積し，技量の向上に努めた。
○　院内外からの相談や講師依頼，研究依頼等について専
門職として必要とされるニーズに積極的に対応した。また，
院内外に各専門職種の役割についての情報を発信し，理解
が深まるよう努めた。さらに，実習生や臨床研修，見学を受
け入れ，各職種が対応した。
○　広報室と連携し，ホームページに行事を随時掲載し，
ニュースレター「Yｅｌｌ」に保育士やボランティアの活動特集を
掲載するなど情報発信し，成育支援局の活動への理解が
深まるよう努めた。

(2) こどもの成長・発達への支援
○　こどもと家族の状況や個別性に配慮しながら，入院か
ら退院後の生活も視野に入れ，育ちを支える働きかけを継
続して実施した。
○　５つの病棟で保育士２人体制加算を取得し，多職種で
連携しながら家族支援及び保育活動の充実を図った。
○　行事は，こどもが主体となって企画・参加する機会を通
して様々な経験ができるように工夫し，多職種協働で開催
した。
○　慰問（訪問）は，感染対策を行いながら受け入れ，回
数，参加者数ともに前年度を上回った。
○　新生児病棟の保育活動では，患者の状況に合わせた
介入を行った。医療者と情報共有しながら，スキンシップや
語りかけにより，愛着形成・情緒の安定を図った。また，保
護者支援を行った。
○　学童児については，拓桃支援学校と定期的に会議や
情報交換を行いながら支援した。また，転籍せずに過ごす
学童児の学習空白期間を作らないように，病棟スタッフと
情報を共有しオンライン授業の環境を整えたり学習ボラン
ティアを調整したりと，個々の状況に配慮した支援を行っ
た。
○　一般病棟，外来，ＰＩＣＵにおいて，個々のこども発達段
階に合わせて，分かりやすいツールを使用して検査・処置
等の事前の心の準備ができるよう支援し，また，検査処置
中の精神的支援を行った。
○　ＰＩＣＵと毎日の情報共有及び定期的に訪室し，入室し
ている患者のニーズ把握や継続的な支援に努めた。（ＣＬ
Ｓ/ＣＣＳ)
【指標の達成状況】
　　「集中治療系の保育人数」５３１人
　　ＣＬＳの介入（２２４人）を含めると７５５人
　　対中期計画67.1％，対年度計画67.1％

１，１２５

人

３３回

令和5年度 令和7年度

拓桃館　集団保育参加延べ数 ２，２５６人 １，３５１人 １，２３７人

拓桃館　中学卒業後参加延べ人数

令和6年度

１，８６６人

３３９人

３，２５４人

２，６９５人

１３９人

８５５人
１，１４４

人
５３１
人

外来訪問保育 ９回 ３１回 ２１回

４，０５９人 ４，３０４人 ６，６０９人

PＩＣＵ保育延べ人数

４，５７７人

集中治療系
保育人数 ＮＩＣＵ・ＧＣＵ保育延べ人数

２，２７４件 ２，３２５件

２，７４５件 ２，６５５件 ２，５７２件

令和4年度 令和5年度 令和７年度

CCS/CLS ｲﾝﾌｫｰﾑ
ﾄﾞ・ｺﾝｾﾝﾄ/ｱｾﾝﾄに関
わる支援

４１件 ３９件 ３７件

１，８８９件

２回 ５回 １５回 ２９回

３２人 １７６人 ４９７人 １，１３４人

病気や治療の理解 ４３件

検査・処置 １，８８８件

遊びを通した支援 ２，５０２件

２，３２８人 ２，３６２人 ２，９６５人

８回 ８回

５７０人 ５２１人 ８７７人 １，４７８人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

６回 ６回

令和6年度

８回

１，５０２人

２２回

９５６人

１９６人 ２７７人 １５０人

拓桃館　親子入院保育延べ数 ３５８人 ３３１人 ４５５人

３，３００人 ３，４２５人 ３，２７９人

令和4年度

臨床心理士対応件数 ４，０４４件 ４，２９４件 ３，９６６件

認定遺伝ｶｳﾝｾﾗｰ対応件数 ３，２０６件 ３，５６８件 ３，７９４件 ４，１６４件

医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ相談件数 ６，４８７件 ５，８８０件 ６，６３９件 ６，３９８回

ＣＬＳ・子ども療養
支援士対応件数

６，３０８件 ５，０５８件 ４，８４０件 ５，０７８件

５，１０８件

開催回数

令和6年度

３０３回

１６５回

７０回

１０回

５８回その他 ６３回 １００回 ４９回 １１１回

不適切養育対応 ８回 ２５回 ３３回 ２２回

２０５回

教育支援 １０３回 ６８回 ５７回 ５７回

１１２回

― ４，２９２件 ４，８６３件 ３，４１８件

３０，０７６件 ２５，８６４件 ２６，８０１件 ２９，８７８件

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

令和6年度

４，１１３件

２８，２８３件

４，８３５件

４，９４３件

５，７２２件

３，７６８件

２９４回 ２６７回 ２５１回 ３９５回

内訳

在宅支援 １２０回 ７４回

【ポイント】

・診療報酬の

加算取得に

向けた取組

（保育士）

・ホームペー

ジ及びニュー

スレターを活

用した情報発

信
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(4) 病院ボランティア活動の充実と支援
　より充実した医療・療育サービスを提供する
ため，病院ボランティアと病院スタッフとの協働
的連携を図り，ボランティア活動の充実に努め
る。
　ボランティア研修の充実を図るなど，ボラン
ティア活動が患者及びその家族にとって有益
なものとなるよう支援する。

(4) 病院ボランティア活動の充実と支援
　より充実した医療・療育サービスを提供し，そ
の向上を図るため，病院ボランティアと病院ス
タッフとの協働的連携を図るとともに，他施設
の取組を参考にするなど，ボランティア活動の
充実に努める。
　医療と療育を一体的に提供する施設として，
病院ボランティアを積極的に受け入れる。登録
に必要な書類，研修スケジュール等をホーム
ページに引き続き掲載し，登録手続きの簡素
化を図る。
　活動報告をホームページに掲載するなど，ボ
ランティア活動を広報し，当院におけるボラン
ティア活動への理解を深め，関心が高まるよう
取り組む。
　ボランティア研修会を開催し，ボランティア活
動が患者及びその家族に有益なものとなるよ
う支援する。

◇ ボランティアと病院スタッ
フとの協働的連携を図り，ボ
ランティア活動の充実に努め
ているか。

◇ ボランティア研修の充実
等が図られているか。

(3) 患者と家族の心理的援助及び社会的問題
等への支援
　インフォームド・コンセント，インフォームド・ア
セント後に，医療者から受けた説明に対する
患者と家族の理解状況を確認し，検査・治療
に対する適切な理解と不安の軽減につながる
よう支援する。
　患者及びその家族の心理的・経済的・社会
的問題に対しては，関係する専門職が連携し
て，その解決・軽減に向けて，早期から積極的
に支援する。
　当院だけでは解決困難な患者及びその家族
の諸問題に対しては，院外の関係機関との連
携を図り，その解決・軽減に向けて，積極的に
支援する。
　臨床遺伝学の発展に伴う新たな検査・診断
について，専門職を中心に，患者及びその家
族を支援する。

(3) 患者と家族の心理的援助及び社会的問題
等への支援
　インフォームド・コンセント，インフォームド・ア
セント後に，医療者から受けた説明に対する
患者と家族の理解状況を確認し，こどもの成
長・発達を考慮し個々に合った方法を用いな
がら，検査・治療に対する適切な理解と不安の
軽減につながるよう支援する。
　患者及びその家族の心理的・経済的・社会
的問題に対しては，関係する専門職が連携し
て，その解決・軽減に向けて，早期から積極的
に支援する。
　当院だけでは解決困難な患者及びその家族
の諸問題に対しては，院外の関係機関との連
携を図り，その解決・軽減に向けて，積極的に
支援する。
　児童虐待などのこどもを取り巻く複雑な環境
に対応するため，児童虐待対応委員会等にお
いて対応策を検討・協議する。
　臨床遺伝学の発展に伴う新たな検査・診断
について，専門職を中心に多職種協働で，患
者及びその家族を支援する。

◇ インフォームド・コンセン
ト，インフォームド・アセント
後に，医療者から受けた説
明に対する患者と家族の理
解状況を確認し，検査・治療
に対する適切な理解と不安
の軽減につながるよう支援し
ているか。

◇ 患者及びその家族の心
理的・経済的・社会的問題に
対しては，関係する専門職
が連携して，その解決・軽減
に向けて支援しているか。

◇ こども病院だけでは解決
困難な患者及びその家族の
諸問題に対して，院外の関
係機関との連携を図り，その
解決・軽減に向けて支援して
いるか。

◇ 臨床遺伝学の発展に伴う
新たな検査・診断について，
専門職を中心に，患者及び
その家族を支援しているか。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

＠

【心理的・社会的支援の状況】 ― Ｂ

↑

↓

↑

↓

↑

実人数 ↑

延人数 ↑

↓

↑

【ボランティア活動状況等】 ― Ａ

↑

→

↑

【ボランティア活動の内容】

①　案内

②　玩具修理

③　こども図書館

⑤　お話会

⑥　外来プレイルーム

⑦　緑　

⑧　イベント・アート

⑨　スネークギャラリー

⑩　学習支援

⑪　ソーイング

⑫　広報

⑬　病院イベント

⑭　おもちゃ図書館

【ゆりかご通信の発行状況】 　

２回発行（７月，１２月）

(3) 患者と家族の心理的援助及び社会的問題等への支援
○　処置や検査前に発達段階や理解度に合わせて分かり
やすいツールを使用して説明し，見通しを持って検査処置
に臨めるよう支援した。これにより不安軽減を図り，医療経
験を通してこどもが対処法を学ぶなどの成長につなげた。
○　心理相談支援依頼や病室訪問等を通して，早期から
の患者・家族との関係づくりと継続的な支援に努めた（例：
長期入院となる血液腫瘍科での心理支援活動，ＰＩＣＵ・ＮＩ
ＣＵからの転棟転科，退院後外来通院時の声かけ等，患者
家族の応じた継続的な関わり）
○　医師からの検査依頼や継続的な相談の中で，患者家
族の状況把握や必要な支援を検討するため必要に応じて
知能検査を実施し，分かりやすい結果の説明や，家庭及び
学校等でのよりよい支援につながる報告書の作成に努め
た。
○　児童虐待などのこどもを取り巻く複雑な環境に対応す
るため，児童虐待対応委員会等において対応策を検討・協
議した。
○　認定遺伝カウンセラーは，先天異常症，遺伝性疾患，
またそれらに伴う遺伝学的検査に関する案内，解析，結果
の解釈，啓発活動などを職員，患者に多職種と連携して
行った。

(4) 病院ボランティア活動の充実と支援
○　病院スタッフと協働的連携を図るため，ボランティアの
要望・意見等を集約して，ボランティア運営部会において，
病院スタッフと共有した。また職員との意見交換会も実施
し，直接病院職員とボランティアが意見の交換を行った。
○　日本病院ボランティア協会からの情報等を随時ボラン
ティアに周知し，他施設の取組を知る機会とした。また，小
児医療施設のボランティアコーディネーターの会や他の小
児医療施設の冊子などを閲覧可能とした。
○　ボランティア新規募集について，ホームページや県政
だよりで周知した。事前説明会に参加した５９人中４０人が
事前研修会を受講して新規登録者となり，６月から活動を
開始した。（総登録者数２０４人）
○　ホームページにボランティア活動ごとの写真を掲載し，
当院のボランティア活動を具体的にイメージでき，関心を
持っていただけるよう工夫した。
○　ボランティア研修を２回，図書のコーティング研修を１回
実施し，合計８０人の参加を得た。
○　ボランティアの個人面談を実施し，ボランティア活動の
やりがい，気づき，提案等を聴き取り，サービスの向上につ
なげられるよう取り組んだ。

夏祭り，ハロウィン，クリスマス会など病院行事の手伝い

おもちゃ図書館の図書の整理・消毒

３，９７５人 ４，６５４人

令和4年度 令和5年度 令和7年度令和6年度

１７４人

２４３日

登録平均人数 ２０３人 １７３人 １７０人 １９７人

令和3年度

④　車椅子の清掃点検

活動延人数 ３９２人 １，１０６人

受診・入院に関わる案内，入退院時の荷物搬送の手伝い，駐車場移動時
の患者さん一時預かりなど
病棟の共有玩具の消毒・破損点検
図書の貸出対応，外来待合エリアへの本の選書と配架，本のコーティング・消毒・
点検や修繕，移動図書で病棟へ本のお届けや読み聞かせなど
院内の車椅子・貸し自転車の清掃・点検，まほうの広場の植木の手入れ

外来患者・家族向けに本の読み聞かせ，紙芝居などの実施
外来の患者の遊びの見守りと遊びの援助，プレイルームの玩具の点検や消毒・整理など

花壇等の草花の花植えや手入れ，除草など
プレイルームの壁面構成の製作・展示，七夕飾り作成，荷物移動用カートの装飾製作・取り付けなど

ショーケースの中の作品製作，装飾展示

病棟入院児の学習支援

各部署から依頼のあった縫い物の製作

年２回広報誌『ゆりかご通信』発刊

４，２１２人

活動日数 １０６日 １８５日 ２４７日 ２４３日

１回

CCS/CLS ｲﾝﾌｫｰﾑ
ﾄﾞ・ｺﾝｾﾝﾄ/ｱｾﾝﾄに関
わる支援

４３件 ４１件 ３７件

１，８８８件 １，８８９件 ２，５７２件

被虐待児・不適切
養育児の対応件数

２８人 ４１人 ３８人

１８７人 ２４６人 ２５８人

３０人

１７４人

３９件

２，２７４件

地域の医療機関や保健・福祉・教育機関との連携状況

臨床心理士　産後退院前スクリーニング件数

臨床心理士　産後１か月健診フォローアップ件数

臨床心理士　検査報告書作成件数

児童虐待対応委員会開催回数

病気や治療の理解

検査・処置

３６１件 ３０１件 ２７７件

２回 １回 ４回

１１４件 １０１件 １０８件

２６件 ２０件 ４０件

令和4年度 令和5年度 令和7年度

１，９８２機関 ２，２５３機関 ２，３６２機関

令和6年度

２，０３２機関

１０９件

３６件

３０６件

【ポイント】

・登録平均人

数の増加

・広報の充実

・意見交換会

や個人面談

を通じた現状

把握
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(1) 臨床研究の推進
　倫理委員会の事務局を臨床研究推進室に
置き，同委員会において臨床研究の対象とな
る個人の人権擁護，利益・不利益及び危険性
等を適切に審査し，臨床研究の活発な遂行を
図る。
　東北メディカル・メガバンク機構への参加によ
る東北大学との連携等を図り，科学的根拠と
なるデータ集積及びエビデンスの形成に努め
る。
　診療及び研究の成果を論文として発表し，国
内外への発信力を高めるとともに，その成果
の臨床への導入を推進する。
　ホームページ等を通じて，当院で実施する臨
床研究に関する情報を適切に公開する。
　ｅラーニング（ＩＣＲｗｅｂ）の教育プログラムを
活用し，研究責任者及び研究実施に携わる者
に向けた，研究倫理に関する教育・研修体制
の充実を図る。
【指標】
臨床研究実施件数を１７０件以上とする。

(2) 治験の推進
　治験審査委員会において，治験を実施する
ことの倫理的，科学的及び医学的見地からの
妥当性について審査するなど，治験の原則に
則して適切に推進する。
　東北大学病院臨床研究推進センターの東北
トランスレーショナルリサーチ拠点形成ネット
ワーク（ＴＮＮ）や国立成育医療研究センターを
核とした小児治験ネットワーク等を積極的に活
用し，当院の特徴を生かした質の高い治験を
推進する。

(2) 治験の推進
　治験審査委員会において，治験を実施する
ことの倫理的，科学的及び医学的見地からの
妥当性について審査するなど，治験の原則に
則して適切に推進する。
　東北大学病院臨床研究推進センターの東北
トランスレーショナルリサーチ拠点形成ネット
ワーク（ＴＮＮ）や国立成育医療研究センターを
核とした小児治験ネットワーク等を積極的に活
用し，当院の特徴を生かした質の高い治験を
推進する。

◇ 質の高い治験を推進して
いるか。

◇ 実施症例数はどうか。

(3) 臨床研究支援体制の充実
　臨床研究及び治験を推進するため，臨床研
究推進室の支援体制を充実し，職員による臨
床研究を奨励する。

(3) 臨床研究支援体制の充実
　臨床研究及び治験の推進を支えるため，臨
床研究推進室による事務的な支援体制を充実
させるとともに，治験等の実績に応じて研究支
援費を支給するなど，職員による臨床研究を
奨励する。

◇ 職員による臨床研究の奨
励がなされているか。

(1) 臨床研究の推進
　倫理委員会において，臨床研究の対象とな
る個人の人権擁護，利益・不利益及び危険性
等を適切に審査し，臨床研究の活発な遂行を
図る。
　東北大学との連携等を図り，科学的根拠とな
るデータ集積及びエビデンスの形成に努め
る。
　診療及び研究の成果を論文として発表し，国
内外への発信力を高めるとともに，その成果
の臨床への導入を推進する。
【指標】
臨床研究実施件数を毎年度，１７０件以上とす
る。

◇ 臨床研究の活発な遂行
が図られているか。

◇ 実施件数はどうか。

◇ 東北大学との連携等を図
り，科学的根拠となるデータ
集積及びエビデンスの形成
に努めているか。

◇ 診療及び研究の成果を
論文として発表しているか。

◇ 診療及び研究の成果の
臨床への導入を推進してい
るか。

【指標】
臨床研究実施件数を毎年
度，１７０件以上とする。

　臨床研究が活発に遂行さ
れ，計画的に推進されるよう，
臨床研究推進室の体制等の
充実に努め，質の高い治験を
行うこと。
　また，周産期・小児医療，療
育水準の向上のため，東北大
学との連携等を図り，科学的
根拠となるデータ集積及びエ
ビデンスの形成を行い，診療
及び研究の成果を論文として
発表するよう努めるとともに，
その成果の臨床への導入を推
進すること。
【指標】
　臨床研究実施件数を毎年
度，１７０件以上とすること。
（前中期目標期間実績：平成３
０年度１６７件，令和元年度１６
４件，令和２年度１８１件）

　院内のみならず県及び東北地方全体の周産
期・小児医療・療育水準の向上のため，臨床
研究を積極的に遂行する。
　臨床研究及び治験について，関係法令等を
遵守して実施する。

　院内のみならず県及び東北地方全体の周産
期・小児医療・療育水準の向上のため，臨床
研究を積極的に遂行する。
　臨床研究推進室を中心に，当院における研
究実施体制等の充実に努め，医薬品・医療機
器に関する治験（企業主導型，医師主導型）を
含めた臨床研究全般について，学術的・事務
的サポート及び臨床研究を支援する人材の確
保・育成を行う。また，公的研究費を適正に運
営・管理するため，その基盤となる組織体制の
維持及び内規の遵守に努める。
　診療及び研究の成果を論文として発表し，国
内外への発信力を高めるとともに，その成果
の臨床への導入を推進する。

４　臨床研究事業 ４　臨床研究事業 ４　臨床研究事業
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【会議開催状況】

６回（５，７，９，１１，１，３月）　　

６回（５，７，９，１１，１，３月）　　

【臨床研究】 Ａ Ａ

実施件数（課題数） ↑

 　そのうち特定臨床研究 ↑

新規承認数 ↑

 　そのうち特定臨床研究 ↑

【試料・情報の提供のみ】

実施件数（課題数） ↑

新規承認数 ↑

【論文発表】

邦文　 査読有 ↑

査読無 ↓

欧文 ↓

↓

【治験】 ― Ｂ

受託件数 ※ ↓

※ ↓

実施症例数 ↓

※ 受託件数（２１件）の内訳 ※ 新規受託件数（２件）の内訳

　　小児治験ネットワークを介して受託　６件 　　小児治験ネットワークを介して受託　０件

　　直接受託　９件（医師主導治験３件含む） 　　直接受託　２件（医師主導治験１件含む）

　　その他の受託　６件（医師主導治験１件含む） 　　その他の受託　０件（医師主導治験０件含む）

【製造販売後調査】

受託件数 ↓

新規受託件数 ↓

実施症例数 ↑

【研究支援費】 ― Ｂ

配分金額 ↓

支出執行金額 ↓

(2) 治験の推進
○　治験審査委員会の事務局を臨床研究推進室に置き，
治験の原則である治験を実施することの倫理的，科学的，
医学的見地からの妥当性について審査するなど，適切に
実施した。
○　東北大学病院臨床研究推進センターの東北トランス
レーショナルリサーチ拠点形成ネットワーク（以下「ＴＴＮ」と
いう。）や国立成育医療研究センターを核とした小児治験
ネットワーク等を積極的に活用し，当院の特徴を生かした
質の高い治験を実施した。
○　治験については，新たに２件受託した。前年度からの
継続を含めた治験件数は２１件となった。例年より受託件
数は減少したものの，実施症例数は例年と同等程度であっ
た。
○　製造販売後調査については，新たに５件受託した。前
年度からの継続を含めた調査件数は２３件となった。

(3) 臨床研究支援体制の充実
○　治験や臨床研究の推進を目的として，治験等に参加し
た診療科及び協力した部局に対して研究支援費を配分し
た。配分金額は，「宮城県立こども病院治験等収入の運用
に関する要領」に基づき算出した。

４　臨床研究事業

○　院内のみならず県及び東北地方全体の周産期・小児
医療・療育水準の向上のため，臨床研究を積極的に遂行
した。
○　臨床研究推進室が事務局となり，医師主導の臨床研
究及び治験の管理，研究を推進するための環境整備，研
究者サポートなど幅広く取り組んだ。
○　臨床研究及び治験について，臨床研究法(平成２９年
法律第１６号），人を対象とする生命科学・医学系研究に関
する倫理指針（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産
業省告示第1号）及び医薬品の臨床試験の実施の基準に
関する省令（平成９年厚生省令第２８号）を遵守して実施す
るとともに，倫理委員会及び治験審査委員会を２か月毎に
開催し，外部委員等の意見を適切に反映した。

(1) 臨床研究の推進
○　倫理委員会の事務局を臨床研究推進室に置き，臨床
研究の対象となる個人の人権擁護，利益・不利益及び危
険性等を適切に審査し，臨床研究の活発な遂行を図った。
○　東北メディカル・メガバンク機構への参加により，東北
大学との連携を図り，科学的根拠となるデータ集積及びエ
ビデンスの形成に努めた。
○　倫理委員会において，新たに８１件の臨床研究が承認
された。また，臨床研究についての学会発表，論文発表に
取り組んだ。
○　当院において臨床研究を申請する際の必須要件とし
て，「ｅラーニングを用いた研究倫理に関する研修を受講済
みであること」を求めることとし，運用した。（基礎講座（新
規）１６人，継続講座５３人受講）
○　研究支援費の運用を整備するなど，研究を実施する職
員に対する支援の充実を図った。
○　臨床研究法（平成２９年法律第１６号）において特定臨
床研究として位置づけられる臨床研究１件について，認定
臨床研究審査委員会での審査及び院長による実施許可等
必要な手続きを行った。
【指標の達成状況】
　「臨床研究実施件数」 ２６３件
　　対中期計画154.7％，対年度計画154.7％

２７件２９件 ２７件 ４６件

配分先

10,540,499円

１０診療科
７部門

新規受託件数 ８件 ６件 ２件

２５件 ２７件

２５件 ２３件 ２３件

６件 ３件 ５件

10,658,456円

17,457,000円

令和6年度

１２診療科
６部門

令和7年度令和4年度

13,272,000円

10,238,818円

１０診療科
７部門

令和5年度

13,975,000円

９件

２６件

４件

２５件

令和6年度

２５件

令和4年度 令和5年度 令和7年度

２８件 ４２件 ２４件

令和4年度 令和5年度 令和7年度

２１件

７２件

５８件 ３６件 ８１件

２１件 ２０件 １６件

３０件 ３７件 ３６件

１７件

４１件

７７件

令和6年度

令和7年度

１７件 １０件 ２０件

６件 １１件 １９件

３件 ９件 ９件

１件 １件 ３件

※ 用語の定義「特定臨床研究」：平成３０年４月に施行された「臨床研究法」において，
　　以下に該当する臨床研究は『特定臨床研究』として定義され，法規制の対象となった。
　　・「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」（薬機法）
　　における未承認・適応外の医薬品等の臨床研究
　　・製薬企業等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究

令和4年度 令和5年度 令和7年度

１９件

３０件 ３１件

令和4年度 令和5年度 令和7年度

２１７件 ２０８件 ２６３件

倫理委員会

治験審査委員会

令和6年度

２３１件

２９件

４６件

２件

令和6年度

１４件

４件

令和6年度

※　人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
　　（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号）により
　　「試料・情報の提供のみを行う機関」は研究機関と明確に区別された。

令和4年度 令和5年度

合計 ６８件 ６７件

３１件

１２診療科
６部門

8,109,000円

5,901,529円

【ポイント】

・臨床研究実

施件数，特定

臨床研究件

数，新規承認

件数の増加
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

ロ　専門医の育成
　医療内容の高度化や増患対策等の課題に
対応するため，小児医療における各領域のサ
ブスペシャリティ専門医を目指す卒後６年目以
降の若手医師を受け入れ，当院独自の専門
研修制度と関連施設との協力体制の下に次
世代の専門医を育成する。

ロ　専門医の育成
　医療内容の高度化や増患対策等の課題に
対応するため，小児医療における各領域のサ
ブスペシャリティ専門医を目指す卒後６年目以
降で後期研修を修了した若手医師を受け入
れ，当院独自の専門研修制度と関連施設との
協力体制の下に次世代の専門医を育成する。
　指導医及びコメディカルによる専門研修医の
評価を行い，総合評価を臨床研修委員会から
本人にフィードバックして，当院における研修
の充実を図る。同時に，専門研修医による指
導医・研修診療科の評価も行い，今後の臨床
研修指導の参考に資する。

◇ サブスペシャリティ専門医
を目指す医師を受け入れ，
こども病院独自の専門研修
制度と関連施設との協力体
制の下，専門医の育成を
行っているか。

　教育研修事業については，
東北大学病院等，他の臨床研
修病院との連携及び法人が有
する人的・物的資源を生かし
た研修プログラムを充実させ
ることにより，専攻医等の確保
及び育成に積極的に取り組む
こと。また，看護師，薬剤師，
医療技術職員及び事務職員
等の資質向上に資する取組を
積極的に支援すること。
　県内の医療・療育従事者に
対する知識及び技術の普及に
資するため，地域医療支援病
院及び療育拠点施設としての
地域医療研修会や療育支援
研修会等，研修事業の充実を
図ること。
【指標】
①　地域医療研修会を毎年
度，１２回以上開催すること。
（前中期目標期間実績：平成３
０年度２４回，令和元年度１９
回，令和２年度４回）
②　療育支援研修会を毎年
度，１回以上開催すること。
（前中期目標期間実績：平成３
０年度１回，令和元年度１回，
令和２年度０回）

　当院の研修プログラムの充実や他の臨床研
修病院との連携等により，研修医や地域医療
を担う医師等の確保及び育成に積極的に取り
組む。
　職員の資質向上に資する取組を積極的に支
援する。
　県内の医療・療育従事者に対する知識及び
技術の普及のための研修事業の充実を図る。

　当院の研修プログラムの充実や他の臨床研
修病院との連携等により，研修医や地域医療
を担う医師等の確保及び育成に取り組む。
　職員の資質向上に資する取組を積極的に支
援する。
　県内の医療・療育従事者に対する知識及び
技術の普及のための研修事業の充実を図る。

(1) 質の高い医療・療育従事者の育成
イ　臨床研修医や専攻医の育成
　協力型臨床研修病院として，基幹型臨床研
修病院に所属する医学部卒後１年目から２年
目までの臨床研修医の研修（１～２か月間）を
積極的に受け入れる。
　医学部卒後３年目から５年目までの専攻医
については，当院独自の研修プログラムに基
づいた質の高い研修を提供し，他の研修病院
と密接な連携及び人的交流を図りながら良質
な医師を育成する。
　特に，小児内科系コースに関しては，当院の
研修を東北大学小児科研修協議会による「小
児科研修プログラム ｉｎ ＭＩＹＡＧＩ」の一環と位
置付け，プログラムに登録した専攻医のロー
テート研修を積極的に受け入れる。
　医学情報の検索・入手環境の充実，研究支
援体制の充実，各種研修会の開催，臨床研修
指導医講習会への参加等を通して，教育研修
環境の整備に努める。

(1) 質の高い医療・療育従事者の育成
イ　臨床研修医や専攻医の育成
　協力型臨床研修病院として，基幹型臨床研
修病院に所属する医学部卒後１年目から２年
目までの臨床研修医の研修（１～２か月間）を
受け入れる。
　医学部卒後３年目から５年目までの専攻医
については，当院独自の後期研修プログラム
に基づいた質の高い研修を提供し，他の研修
病院と密接な連携及び人的交流を図りながら
良質な医師を育成する。
　特に，小児内科系コースに関しては，当院の
専攻医を東北大学小児科研修協議会による
「小児科研修プログラム ｉｎ ＭＩＹＡＧＩ」の一環と
位置付け，プログラムに登録した専攻医の
ローテート研修を積極的に受け入れる。
　若手医師の育成を目的として，指導医及びコ
メディカルによる専攻医の評価を行い，総合評
価を臨床研修委員会から本人にフィードバック
して，当院における研修の充実を図る。同時
に，専攻医による指導医・研修診療科の評価
も行い，今後の臨床研修指導の参考に資す
る。
　医学情報の検索・入手環境の整備，研究支
援体制の充実，各種研修会の開催，臨床研修
指導医講習会への参加等を通して，教育研修
環境の整備に努める。

◇ 臨床研修医の研修を積
極的に受け入れているか。

◇ 専攻医のローテート研修
を積極的に受け入れている
か。

◇ 教育研修環境の整備に
努めているか。

５　教育研修事業 ５　教育研修事業 ５　教育研修事業
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【研修医の受入れ状況】　 ― Ｂ

↓

↓

【厚生労働省の指針に基づく臨床研修指導医数・指導歯科医数】

指導医数 ↓

指導歯科医数 →

【専門研修医の受入れ状況】　 ― Ｂ

専門研修医 ↑

５　教育研修事業

(1) 質の高い医療・療育従事者の育成
イ　臨床研修医や専攻医の育成
○　臨床研修医（初期研修医）の受入れ
　当院の症例は小児科初期研修には向かないため，前年
度中に小児科初期研修の受入れ見合わせを各医療機関
に通知した上で，今年度の受入れを中止した。その他の診
療科についても受入実績はない。
○　後期研修医（専攻医）の受入れ
　東北大学病院などと密接な連携及び人的交流を行いな
がら質の高い研修を提供し，若手医師の育成に努めた。
○　教育病院として，医学中央雑誌Ｗｅｂ，メディカルオンラ
イン，ＵｐＴｏＤａｔｅ，クリニカルキー等を引き続き利用した。

ロ　専門医の育成
○　医療内容の高度化や増患対策等の課題に対応するた
め，小児医療における各領域のサブスペシャリティ専門医
を目指す若手医師を積極的に受け入れ，当院独自の専門
研修制度と関連施設との協力体制の下に次世代の専門医
を育成した。

令和4年度 令和5年度 令和6年度

１２人 １９人 ２３人 ２４人

令和3年度

２人

２６人

２人

令和7年度

令和4年度 令和5年度 令和7年度

臨床研修医（初期研修医） ９人 １７人 ７人

※ 令和７年４月１日現在の配置状況
　　小児科１２人，小児外科２人，心臓血管外科１人，脳神経外科１人，産科２人，麻酔科４人，
　　歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科２人

１７人 １７人 ２１人 ２２人

２人 ２人 ２人

R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R7.4.1

０人

専攻医（後期研修医） １８人 １２人 １１人 １１人

令和3年度 令和6年度

６人

１３人

R6.4.1

２４人
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

ハ　職員の資質向上への支援
　医師をはじめ，看護師，薬剤師，医療技術職
員及び事務職員等に対する院内研修会等を
充実する。
　新たな知見獲得，病院として必要な資格取
得，自己啓発等のため，各種学会，外部研修
会への参加等，職員の資質向上のための支
援に努める。
　学術支援委員会の活動（院内勉強会の開
催，学会発表・論文投稿，研究活動の助成等）
を充実して，院内における学術活動を振興し，
県及び東北地方全体の周産期・小児医療・療
育水準の向上に寄与する。
　集合研修のスリム化の取組を継続しつつ，
積極的に意見交換し情報共有する目的で，対
面形式による報告会・発表会等を行う。参加で
きないスタッフへの配慮として，ｅラーニングの
オプションを活用した動画視聴を可能とする。
また，「看護師のまなびサポートブック」（著・発
行：日本看護協会）を参考に院内研修の内容
を見直し，倫理的・法的規範に基づき看護を実
践できる能力を養う学習を強化する。
　看護スタッフのキャリア開発支援のため，
ジェネラリスト留学を引き続き企画し，より主体
的に経験の幅を広げるための支援を行う。

◇ 職員に対する院内研修
会等を充実させているか。

◇ 各種学会，外部研修会へ
の参加等，職員の資質向上
のための支援に努めている
か。

ハ　職員の資質向上への支援
　医師をはじめ，看護師，薬剤師，医療技術職
員及び事務職員等に対する院内研修会等を
充実するとともに，新たな知見獲得，病院とし
て必要な資格取得，自己啓発等のため，各種
学会，外部研修会への参加等，職員の資質向
上のための支援に努める。

29



定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【看護部新任者研修の状況】 ― Ａ

実施効果

【認定看護師・専門看護師数】

↑

認定看護師 感染管理 →

皮膚・排泄ケア ↑

小児救急看護 →

救急看護 →

新生児集中ケア →

専門看護師 小児看護 →

→

遺伝看護 ↑

診療看護師 →

※特定行為研修修了者 ↑

【院内認定看護師認定者数】

感染管理分野院内認定看護師 ↑

皮膚・排泄ケア分野院内認定看護師 ↑

↓

採血 ↑

膀胱留置カテーテル挿入 ↓

胃チューブ挿入 →

【新キャリア開発システムにおける取得者総数】

　

　ノンレベル

　レベルⅠ取得者

　レベルⅡ取得者

　レベルⅢ取得者

　レベルⅣ取得者

　合　計

※ 表中の人数は，既取得者に新規取得者を加えた総数

【厚生労働省が新人に求める臨床実践能力の技術的側面の目標達成率】

↑

【学術交流会】

実施なし

【院内療育研究会】

第１６回　令和８年２月１０日（火）　ハイブリッド形式　演題３題，記念講演

【各種助成実績】

　ポスター製作費 ６件 ２０件 ２５件 １６件 ↓

　英語論文校正費　 ７件 １４件 １７件 ２０件 ↑

　研究費 ０件 ０件 ０件 ２件 ↑

【検索ツールの操作説明会】 【統計ソフト講習会】

実施なし 実施なし

ハ　職員の資質向上への支援
○　看護師，薬剤師，医療技術職員及び事務職員等につ
いて，各種学会，専門研修への参加，病院として必要な資
格取得，自己啓発研修の受講など，職員の資質向上に資
する取組を積極的に支援した。
○　新規採用職員全体のオリエンテーションを実施後，看
護部では新採用者入職時研修を実施した。研修後半は，Ｐ
ＮＳ体制のもと，部署における『看護』や先輩の看護実践に
おける『臨床判断』を伝える機会として「シャドウイング研修
（３日間）」を企画し，看護実践を始める前の準備期間を設
けた。また，入職後１か月の間までに，フォローアップ研修
として，「社会人基礎力」や「コミュニケーション」の演習を企
画し，能力を強化した。
○　キャリア開発システムに沿った教育計画では，看護部
入職時研修４０項目，既卒採用者入職時研修１４項目，レ
ベル毎研修２５項目（レベル別，役割別・管理者・助手研
修・オンデマンドを含む），全体研修１項目を終了した。全
体研修や各種委員会企画の研修会はオンデマンドやｅ-
ラーニングを活用し，事後も閲覧できるようにしたことで閲
覧率が上昇した。
○　看護研究の質の向上のため，引き続き研究支援チー
ムから２人，研究指導者育成のための院外研修を受講し
た。
○　院内認定制度は，安全看護技術認定，感染管理認
定，皮膚排泄ケア認定の３つの分野の育成プログラムに
沿って実施し，新たに感染管理分野１人，皮膚排泄ケア分
野１人が認定された。
○　専門看護師・認定看護師は，院内広報活動を継続し，
専門分野の研修企画・研究支援を行った。新たに皮膚・排
泄ケア特定認定看護師１人を育成した。
○　地域貢献と職員の資質向上を目的として，６月から助
産師３人（３～４か月ごとに１人ずつ），公立気仙沼市立病
院に派遣した。
○　管理者育成のため，認定看護管理者講習ファーストレ
ベル３人，サードレベル１人が受講した。
○　キャリア開発支援のためのジェネラリスト留学を引き続
き企画し，職員３人がアクティブラーニングを取り入れた研
修を企画・実施した。
○　学術支援委員会の活動を通して，院内における学術活
動を振興し，県及び東北地方全体の周産期・小児医療・療
育水準の向上に寄与した。
　・医学情報検索・入手環境の整備
　　令和７年度医学雑誌契約リストを職員に周知し，
　　電子ジャーナルを含めた利用環境を整えた。
　・研究費助成制度の運用
　・図書室の管理・運営
　・データ解析室の整備

令和4年度 令和5年度

－ － －

１人

８人

６人

１２人

９人

１２人

１０人

１３人

１０人

令和4年度 令和5年度 令和7年度

371人(100％)

２人 ２人 ３人

令和6年度 令和7年度

２人 ２人

３人 ４人 ４人 ４人

１人 １人 １人

認定看護管理者

１２人

－

114人(33.1％)

110人(32.0％)

－ － －

１人

１４人

１５人

新人の技術的側面平均目標達成率 ７７．７％ ９１．４％ ９２．３％

１３人

344人(100％)

26人(7.6％)

令和6年度

１４人

３人

令和7年度

32人(8.7％)

121人(32.6％)

123人(33.1％)

69人(18.6％)

８人

８人 １０人

66人(19.2％)

28人(8.1％)

令和4年度

361人(100％)

30人(8.3％)

117人(32.5％)

実施項目数 ４０項目（当院の特徴的な看護の理解，記録システム，技術演習，接遇・倫理等）

母性看護 － － １人 １人

２人 ２人

出席率 １００％（経験者を除く）

１人

OFF-JTとOJTでの実践を行き来しながら段階的に自立を目指すプログラムを
組んでいる。統合演習では，患者の背景や病態に合わせた看護ケア方法を検
討し，一連の流れで看護技術演習をするなど，実際のケアプロセスがイメージ
できるようにし，また部署でのシャドウイング研修を３日間実施し，リアリティー
ショックの軽減を図った。

２人 ２人 ２人 ２人

２人

育成中１人

－ － １人 １人

安全看護技術院内認定看護師 ０人 ２人 ２人

１人 ２人 ２人 ２人＋育成中１人

プライマリ・ケア（成人・老年）領域 １人 １人 １人 １人

令和4年度 令和5年度 令和7年度

２人

24人(6.7％)

64人(17.8％)

令和4年度 令和5年度

110人(30.5％)

75人(20.7％)

29人(8.0％)

令和5年度

26人(7.0％)

令和6年度

120人(33.3％)

123人(34.2％)

29人(8.0％)

360人(100％)

令和6年度

９２．０％

令和6年度

令和7年度

－

【ポイント】

・ジェネラリス

ト院内留学の

実施

・認定看護師，

専門看護師

の増

・院内認定看

護師の増

・臨床実践能

力の技術的

側面の目標

達成率の増

・助産師派遣
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

　災害，新興感染症等公衆衛
生上重大な危害が発生し又は
発生しようとしている場合に
は，関係機関との連携の下，
迅速かつ適切な対応を行うこ
と。また，災害等の発生に備え
て，定期的に防災マニュアル
や事業継続計画の見直しを行
うとともに，防災訓練等に努め
ること。

　災害，新興感染症等の公衆衛生上重大な危
害が発生し又は発生しようとしている場合に
は，迅速かつ適切に対応する。
　大規模災害が発生した場合に，迅速かつ的
確な対応ができるよう，医療救護体制の整備
及び関係機関との連携等について検討し，災
害対策マニュアルを整備する。
　災害等の発生に備えて，定期的に防災マ
ニュアルや事業継続計画の見直しを行うととも
に，防災訓練等に努める。
　防犯等の安全対策については，防犯マニュ
アルに基づく訓練や研修を実施するなど，安
全管理体制の徹底に努める。

　災害や新興感染症等の公衆衛生上重大な
危害が発生し又は発生しようとしている場合に
は，迅速かつ適切に対応できるよう体制を整
える。
　大規模災害が発生した場合，事業を継続し
迅速かつ的確な対応ができるよう，医療救護
体制の整備及び関係機関との連携等につい
て検討し，災害対策マニュアルの整備を進め
る。
　災害等の発生に備えて，定期的に防災マ
ニュアルや事業継続計画の見直しを行うととも
に，消防訓練や防災訓練を実施し，災害時の
対応力の向上に努める。
　食料・医薬品の備蓄や防災関連資機材の整
備に引き続き取り組み，その充実を図る。
　防犯等の安全対策については，警察との連
携による防犯マニュアルに基づく訓練や研修
を実施するなど，安全管理体制の徹底に努め
る。

◇ 防災マニュアルや事業継
続計画の見直し及び防災訓
練の実施など，災害時等へ
の備えは図られているか。

◇ 防犯マニュアルに基づく
訓練や研修を実施するな
ど，安全管理体制の徹底に
努めているか。

６　災害時等における活動 ６　災害時等における活動 ６　災害時等における活動

ロ　療育拠点施設としての研修事業
　療育拠点施設として，療育支援に必要な知
識・技術の習得，人材の育成につながる取組
として，療育支援研修会を開催し，実習支援を
行うなど，地域の療育スタッフ等の資質向上を
図る。
【指標】
療育支援研修会を毎年度，１回以上開催す
る。

ロ 　療育拠点施設としての研修事業
　療育拠点施設として，地域の療育スタッフの
資質向上を支援する。
　療育支援研修会等を開催し，療育支援に必
要な知識・技術の習得を支援する。引き続き，
オンライン形式による開催を柔軟に取り入れ
る。
　研修会への講師派遣，実習・研修等の受入
れについては，引き続き取り組む。
【指標】
療育支援研修会を１回以上開催する。

◇ 療育に係る研修会等の
開催により，地域の療育ス
タッフ等の資質向上に取り組
んでいるか。

【指標】
療育支援研修会を毎年度，
１回以上開催する。

(2) 地域に貢献する研修事業の実施
イ　地域医療支援病院としての研修事業
　地域医療支援病院として，県内外の周産期・
小児医療従事者及び関係機関への教育的役
割・情報発信的役割を果たすため，地域医療
連携推進計画に基づき，登録医療機関の医
師・職員，関係機関の職員に対し，講演会，症
例検討会等の地域医療研修会を開催し，その
充実を図る。
【指標】
地域医療研修会を毎年度，１２回以上開催す
る。

(2) 地域に貢献する研修事業の実施
イ　地域医療支援病院としての研修事業
　地域医療支援病院として，県内外の周産期・
小児医療従事者及び関係機関への教育的役
割・情報発信的役割を果たすため，登録医療
機関の医師・職員，関係機関の職員に対し，
講演会等の地域医療研修会を開催し，その充
実を図る。引き続き，オンライン形式による開
催を柔軟に取り入れ，県内外の医療関係者と
の連携強化に努める。
【指標】
地域医療研修会を１２回以上開催する。

◇ 周産期・小児医療従事者
等を対象とした地域医療研
修会の開催により，地域医
療への貢献を行っているか。

◇ 開催回数は指標を達成し
ているか。

【指標】
地域医療研修会を毎年度，
１２回以上開催する。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【地域医療研修会】 Ａ Ａ

開催回数 →

【講演会「オンライン　月イチセミナー」】

院外 院内

【講演会「オンライン　七夕の集い」】

院外 院内

【療育支援研修会】（当院主催） Ｂ Ａ

参加者数 ５０人

【その他外部向け療育関係院外研修会】（他機関主催）

　○　東北・北海道肢体不自由児施設療育担当職員研修会　：参加１４人，うち発表者３人

　○　全国肢体不自由児療育研究大会　：参加６人，発表３人

　○　医療的ケア推進事業実践者研修　：講師及び演習支援者　医師８人，看護師３人

　

【研修会の開催・参加状況】 ― Ａ

【消防訓練実施状況】

秋季消防訓練（夜間の出火を想定した訓練）

春季消防訓練（日中帯の出火を想定した訓練）

【防犯訓練実施状況】

【備蓄】

７日分

７日分（非常食３日分，冷凍食４日分，飲料水）

３日分（非常食３日分，飲料水）　

(2) 地域に貢献する研修事業の実施
イ　地域医療支援病院としての研修事業
○　地域医療支援病院として，県内外の周産期・小児医療
従事者及び関係機関への教育的役割・情報発信的役割を
果たすため，登録医療機関の医師・職員，関係機関の職
員に対し，地域医療研修会をオンライン形式やハイブリッド
形式で１７回開催した。
○　参加者総数２，３５６人のうち院外からの参加者は７９３
人（医師・歯科医師４０９人，その他医療従事者３８４人）で
あった。
○　各診療科による「月イチセミナー」（月１回を目安とした
オンラインセミナー）を，８回開催した。診療内容の紹介や
患者紹介の目安に加え，診療のポイント，専門領域のト
ピックス，診療ガイドライン等を発信した。関係医療機関の
医師等が気軽に質疑応答できる時間を設けており，定期
的に参加する医療者も見られた。
○　各研修会のオンデマンド配信は講師の同意が得られ
た研修会に限り実施しており，研修会当日参加できない院
外参加者等に利用されている。オンデマンド配信を実施し
た研修会は１４件であった。
○　交流会を兼ねて開催する「七夕の集い」は，今年度は
江陽グランドホテルで開催し，登録医４５人，訪問看護ス
テーション等の医療関係者が１２人参加した。
○　「小児薬物療法研修会」では，日本薬剤師研修セン
ター「研修認定薬剤師」１単位，「小児薬物療法認定薬剤
師」１単位を申請可能とした。参加者総数２６６人のうち，院
外からの参加者は２４５人であった。
【指標の達成状況】
　「地域医療研修会開催回数」 １７回
　　対中期計画141.7％，対年度計画141.7％

ロ 　療育拠点施設としての研修事業
○　療育支援研修会については，オンラインで開催し，療
育や装具療法の実際について発信する機会となった。
○　東北・北海道肢体不自由児施設療育担当職員研修会
については，山形県で開催され，１４人が参加し演題３題を
発表した。全国肢体不自由児療育大会については，北海
道で開催され，６人が参加し演題３題を発表した。
○　県の重症心身障害児者等医療型短期入所コーディ
ネート事業（受託者：仙台エコー医療療育センター）につい
ては，会議が１回開催され，４人（看護師３人，医療ソー
シャルワーカー１人）が参加した。
○　県教育庁から依頼を受け，支援学校看護師研修を受
け入れた。８月に看護師１０人の実習と臨床講義を行い，
相互理解の機会となった。
○　県の医療的ケア推進事業に参画し，支援学校への巡
回指導，オンデマンド研修，医療的ケア看護職員研修会，
吸引指導の講義・演習研修，校内医療的ケアコーディネー
ター研修会，病棟実地研修を行い，地域の支援学校職員
や通所施設看護師等の教育を支援した。
　実践者研修については，講師及び演習支援者として１１
人（医師８人，看護師３人）を派遣した。
【指標の達成状況】
　「療育支援研修会開催回数」 １回
　　対中期計画100.0％，対年度計画100.0％

６　災害時等における活動

○　安否確認システムを導入し，震災発生時にスマートフォ
ンアプリで全職員の安否を確認できる体制を整備してい
る。９月に当該システムの全国の登録ユーザーを対象とし
た「全国一斉訓練」に参加した。
○　防火管理者の変更に伴い，防災マニュアルの見直しを
行い，９月１日付けで改訂した。
○　令和７年度消防技術研修会に，２人（総務課員，防災
センター職員）が参加した。
○　大規模災害発生時の事業継続計画（ＢＣＰ）の見直し
及び維持・管理（ＢＣＭ）を目的として，専門家を招聘して災
害対策研修会を開催した。
○　消防訓練については，１１月（夜間の出火を想定），３
月（平日の日中時間帯の出火を想定）の２回実施した。
○　防犯訓練については，１月にまほうのもり保育園の合
同不審者対応訓練を実施した。
○　医薬品の備蓄については，通常稼働時の１週間分を
目安に購入・管理を継続的に行っている。
○　非常食の備蓄については，患者用として７日分（非常
食３日分，冷凍食４日分，飲料水），職員用として３日分を
備蓄している。年内に賞味期限が到来する２品目について
９月に更新した。

開催日 １１月２１日(金)

テーマ

第２３回　療育支援研修会
　　「肢体不自由児の支援の実際」「小児の下肢装具療法の実際」
　特別講演
　　「子どもたちの〝できた！〟を支える義手開発と療育のかたち」

１０月８日 外科
日本ならびに当院における新生児外
科の現状

30人 23人 5人 23人

１１月１２日 放射線科 急性陰嚢症の画像診断 36人 18人 7人 21人

17人 8人 18人
周産期病理の基礎　胎盤は母体の
一部？ それとも胎児の一部？

20人 16人 4人

29人

9人

３月１１日 臨床病理科

１２月１０日 麻酔科
術後の早期回復を目指す子どもの
麻酔 Child-centered Anesthesia for
ERAS

まほうのもり保育園と合同で不審者対応訓練を実施

災害用医薬品

９月１２日（金）

患者用非常食

職員用非常食

１１月６日（木）

３月２日(月)

１月２０日(火)

７月９日 55人 50人 1人 －

オンデ
マンド
視聴者

42人

９月１０日 循環器科
当院でのカテーテル治療 （心房中隔
欠損症，動脈管開存症を中心に）

19人 38人 6人 11人

６月１１日 発達診療科
こどもの心や神経発達症を取り巻くコ
ミュニケーションの最低限のコツ

66人 24人

開催日 第1７回 七夕の集い 講演内容
参加者数 うち

県外
参加者

オンデ
マンド
視聴者

８回 １９回 １８回

15人

５月１４日 歯科口腔外科・矯正歯科 医療的ケア児の口腔の特徴と対応 33人 19人 5人 33人

４月９日 血液腫瘍科
小児ITPの診かた 〜血小板減少の
小児をみたらどうする？〜

49人 24人 19人

１７回

開催日 担当診療科 講演内容
参加人数 うち

県外
参加者

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

（公財）仙台市防災協会等主催「令和７年度消防技術研修会」
参加者２人（総務課員，防災センター職員）

　「医療的ケア児・重症心身障害児成人移行支援の
現状と課題～当院の取組について～」
宮城県立こども病院 神経科　部長　遠藤　若葉

  「小児脳神経外科：知っているとちょっといいこと 」
宮城県立こども病院　脳神経外科 科長　林　俊哲

１月２６日（月）

令和6年度

１７回

災害対策研修会　参加者９４人
「災害時の医療機能維持　−ＢＣＰは機能維持のたたき台−」
東北大学災害科学国際研究所　災害医療国際協力学分野
佐々木宏之准教授

13人

【ポイント】

・地域医療研

修会の開催

回数を高い

水準で維持

・オンライン

開催，オンデ

マンド配信に

よる院外参加

者，県外参加

者の柔軟な

受入れを継

続

【ポイント】

・安否確認シ

ステムの全

国一斉訓練

に参加

・ＢＣＰの見直

し及び維持・

管理に向け

た災害対策

研修会の開

催

【ポイント】

・県の医療的

ケア推進事

業への取組
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(3) 職員の参画等による業務運営
　日常の医療・療育活動の中で把握した患者
及びその家族のニーズを各業務に反映させる
など業務改善に取り組むとともに，業務運営へ
の職員の主体的な参画を促す体制を整備す
る。

(3) 職員の参画等による業務運営
　日常の医療・療育活動の中で把握した患者
及びその家族のニーズを各業務に反映させる
など，職員参画による業務運営・改善に取り組
む。
　各種経営指標等の情報を会議や電子掲示
板を通じて共有し，職員が関心をもって主体的
に業務運営に参画できる体制とする。

◇ 日常の医療・療育活動の
中で把握した患者及びその
家族のニーズを各業務に反
映させるなど業務改善に取
り組んでいるか。

◇ 業務運営への職員の主
体的な参画を促す体制が整
備されているか。

(2) 業務運営体制の強化
　事務職員の資質向上と組織活性化に取り組
み，経営力の強化を図る。
　ＰＤＣＡマネジメントによる運営を徹底し，業
務運営体制の強化を図る。

(2) 業務運営体制の強化
　外部研修の活用等による事務職員の資質向
上と組織活性化に取り組み，経営力の強化を
図る。
　ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ（計画），Ｄｏ（実施），Ｃｈｅｃｋ
（検証），Ａｃｔｉｏｎ（改善））マネジメントによる継
続的な運営改善に取り組み，業務運営体制の
強化を図る。

◇ 事務職員の資質向上と
組織活性化に取り組み，経
営力の強化が図られている
か。

◇ ＰＤＣＡマネジメントによる
運営を徹底し，業務運営体
制の強化が図られている
か。

　医療・療育環境の変化に的
確かつ柔軟に対応するため，
組織体制の適切な構築に努
めるとともに，医療・療育体制
と経営管理体制の連携強化を
図ること。また，ＰＤＣＡマネジ
メント による運営等を推進し，
業務運営体制の強化に取り組
むこと。

　医療・療育環境の変化に的確かつ柔軟に対
応するため，組織体制の適切な構築，医療・
療育体制と経営管理体制の連携及び機能強
化等により業務運営の改善や効率化を推進
し，業務運営体制の強化を図る。

　医療・療育環境の変化に的確かつ柔軟に対
応するため，効率的・効果的な組織の構築，
業務運営体制の強化等に取り組む。

(1) 効率的・効果的な組織の構築
　当院の持つ機能・役割に即した効率的・効果
的な組織を構築する。
　医療・療育ニーズや医療・療育を取り巻く環
境の変化，業務量等の変化に対応できる適正
な職員配置に努める。
　職務遂行能力や適性を反映した職員配置を
行う。

(1) 効率的・効果的な組織の構築
　当院の持つ機能・役割に即した効率的・効果
的な組織を構築する。
　医療・療育ニーズや医療・療育を取り巻く環
境の変化，業務量等の変化に対応できる適正
な職員配置に努める。
　職務遂行能力や適性を反映した職員配置を
行う。

◇ こども病院の持つ機能・
役割に即した効率的・効果
的な運営が可能な体制と
なっているか。

◇ 医療・療育ニーズ等の変
化に対応できる適正な職員
配置に努めているか。

◇ 職務遂行能力や適性を
反映した職員配置を行って
いるか。

１  効率的な業務運営体制の確立 １  効率的な業務運営体制の確立 １  効率的な業務運営体制の確立

第３  業務運営の改善及び効
率化に関する目標

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目
標を達成するためにとるべき措置

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目
標を達成するためにとるべき措置
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(1) 効率的・効果的な組織の構築 【職員採用等の状況】 ― Ｂ

(2) 業務運営体制の強化 【オンライン研修（例）】 ― Ｂ

ライブ配信：９月１２日，見逃し配信：９月２６日から１０月１０日まで

１２月１９日から３月２３日まで

(3) 職員の参画等による業務運営 【会議開催回数】 ― Ａ

病院運営管理会議 １３回 １３回 １５回 １５回 →

診療科長会議 １１回 １１回 １１回 １１回 →

部門長会議 １２回 １２回 １２回 １２回 →

【運営戦略室の取組】

地域医療連携強化，減算防止による収益確保

業務改善，患者サービス向上

業務改善，患者サービス向上

業務改善，経費節減

【病院運営報告会】

３月１２日（木）　ハイブリッド形式，オンデマンド配信

演題・演者

「令和７年度の取り組みと令和８年度の課題」　虻川院長

「経営改善に向けてのベッドコントロール」 横内看護部長

参加者数 １８１人（会場５３人，オンライン８２人，オンデマンド配信４６人）

※R6：152人,R5：126人，R4：113人

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

１  効率的な業務運営体制の確立

○　当院の持つ機能・役割に即した効率的・効果的な組織
を構築するため，職務遂行能力や適性を反映した職員配
置を行うとともに，医療・療育ニーズや医療・療育を取り巻く
環境の変化，業務量等の変化に対応できる適正な職員配
置に努めた。

「こども病院の財務状況と社会的要因 」　今泉理事長

「拓桃園の今後の在り方」 萩野谷副院長

「令和７年度の取り組み報告（成育支援局 等） 」 佐藤副院長

研修会名 ２０２５年度病院財務会計オンラインセミナー

視聴期間

○　オンライン研修等を活用して，事務職員の資質向上等
に資するよう取り組んだ。
○　ＰＤＣＡサイクルを重視し，県の評価結果，病院機能評
価の評価結果等に対応した継続的改善に取り組み，業務
運営体制の強化に取り組んだ。

○　法令で設置が求められている安全対策委員会や感染
対策委員会を始め，合わせて５８の院内委員会や会議を
常設し，これらに多くの職員を参画させることで病院運営に
関わる各種情報の共有を図るとともに，各般の課題の整理
と対応策の検討を通じて意識改革を図り，医療の質の向上
や病院運営の改善につなげた。
○　病院運営管理会議等で提起された病院運営上の課題
解決に向け，職員を適材適所に配置するとともに，具体的
な改善策を検討するため，職種や職位を越えた職員で構
成する検討会を行うなど，職員の意識改革やモチベーショ
ンの高揚に努めた。
○　病院運営に関する重要事項を指示・伝達するとともに，
各部署の主要事項等の周知や意見交換等を行うほか，病
院運営に係る情報を共有することで業務改善等への活用
に努めるため，診療科長会議及び部門長会議の開催日
時・所要時間を変更して対面で月１回開催した。また，当該
情報を院内ＯＡに掲載し，全職員に周知した。
○　６月に院長直属の運営戦略室を新設し，各部署の中堅
職員を室員（兼務）に任命した。逆紹介割合の向上・維持を
はじめ病院運営に関する様々な課題に取り組み，業務改
善と収益確保の成果が得られた。同時に，部署間・職員間
のコミュニケーションが活性化し，病院幹部と職員との意思
疎通も向上した。
○　令和３年度以降，全職員を対象に毎年度開催してきた
「病院取組（ｖｅｒ．２）報告会」を新たに「病院運営報告会」と
して，病院運営の現状について報告し，共有した。

「循環器センターの現状と取り組みおよび手術関連実績と展望その他の報告」 崔副院長

令和4年度 令和5年度 令和7年度

「入院のご案内」刷新

委員会のペーパーレス化

課　題 成　果

（内訳）
診療部３５人，看護部２２人，検査部１人，リハビリテーション・発達支援部２
人，診療支援部１人，成育支援局３人，診療情報室２人，事務部７人

研修会名 令和７年度病院事業経営実務講習会（一般財団法人地方自治研究機構）

視聴期間

採用者数 ６７人（うち４月１日採用４６人）

（R7.4.2～R8.4.1）
（内訳）
診療部３２人，看護部２３人，薬剤部１人，検査部１人，リハビリテーション・
発達支援部２人，診療支援部１人，成育支援局２人，事務部５人

７３人（うち３月３１日退職４１人）

（R7.4.1～R8.3.31）

退職者数

令和6年度

逆紹介割合の向上・維持

Gakkenメディカルクリップ導入

開催日

【ポイント】

・運営戦略室

の新設と業

務運営に関

する諸課題

への取組

・病院運営報

告会の開催

による病院運

営の現状の

共有
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(2) 収益確保の取組
　診療データの把握等により新たな診療報酬
の取得の可能性やＤＰＣの係数向上等につい
て，多職種で具体的に検討し，提供する医療・
療育サービスとその提供体制に見合った収益
を確保する。
　診療報酬制度改定や障害福祉サービス等報
酬改定への対応を迅速かつ適切に行い，事業
収益の確保に取り組む。
　収益確保に係る制度や算定状況に関する職
員の理解を深めるため，会議等を通じて情報
共有を図る。
　医療情報システムにおける診療データの集
計・検索機能を活用するなど，診療報酬等の
請求漏れの防止に努める。
　診療報酬の査定に対しては，積極的に再審
査申立てを行い，事業収益の確保に取り組
む。
　院内の連携を強化し，患者への医療費助成
制度の利用案内を早期に行い，また，収納代
行サービス（クレジット決済，コンビニ決済）の
活用を推進し，未収金発生の防止に取り組
む。
　未納者に対する支払督促及び納入相談を行
うとともに，未収金管理回収業務委託事業者
を適切に活用して，未収金の早期回収に取り
組む。

(2) 収益確保の取組
　新たな診療報酬の取得可能性やＤＰＣの係
数向上等について診療データを基に具体的に
検討し，提供する医療・療育サービスとその提
供体制に見合った収益を確保する。
　収益確保に係る制度や算定状況に関する職
員の理解を深め，また，診療報酬制度改定や
障害福祉サービス等報酬改定への対応を迅
速かつ適切に行い，事業収益の確保に取り組
む。
　診療報酬等の請求漏れの防止及び未収金
発生の防止と早期回収に取り組む。

◇ 診療データ等を基に，新
たな診療報酬の取得可能性
やＤＰＣの係数向上等につ
いて具体的に検討している
か。

◇ 診療報酬制度改定や障
害福祉サービス等報酬改定
への対応を迅速かつ適切に
行い，事業収益の確保に取
り組んでいるか。

◇ 診療報酬等の請求漏れ
防止，未収金発生防止・早
期回収の取組は十分か。

　他の小児病院等との比較を
通して，経営分析を行うととも
に，各種指標を活用し，法人
の業務全般について最適化を
図り，診療収入等の増収及び
経費の節減に取り組むこと。
　病床利用率の向上及び診療
報酬制度等に対応した体制の
整備を図るなど，法人が有す
る様々な人的・物的資源を有
効に活用し，収支改善を図る
こと。
　人件費及び経費について，
医業費用に占める割合も高い
ことから，適正な職員配置及
び業務委託の見直し等を図
り，医業収益に占める人件費
比率及び委託費比率などの低
減に努めること。
　各事業年度に係る業務の実
績等に関する評価の結果等を
業務改善に反映させること。
【指標】
①　病床利用率を毎年度，８
０％以上とすること。（前中期
目標期間実績：平成３０年度７
６.５％，令和元年度７４.３％，
令和２年度６４.６％）
②　医業収益に占める人件費
比率を毎年度，７０％以下とす
ること。（前中期目標期間実
績：平成３０年度６９.５％，令和
元年度
７１.６％，令和２年度７７.０％）

　他の小児病院等との比較を通して，経営分
析を行うとともに，各種経営指標を活用し，法
人の業務全般について最適化を図り，収益の
増加及び経費の節減に取り組み，収支改善を
図る。

　他の小児病院等との比較を通して，経営分
析を行うとともに，各種経営指標を活用し，法
人の業務全般について最適化を図り，収益の
増加及び経費の節減に取り組み，収支改善を
図る。

ロ　医療機器の効率的な利用の推進による収
支改善
　医療機器については，集中管理方式を徹底
し，ダウンタイム（故障・修理による使用不能時
間）を減少させるなど，維持コストの削減に努
める。
　医療機器の状態・状況により診療等が滞るこ
とのないように，経年劣化の状態や稼働状況
等の把握に努める。

ロ　 医療機器の効率的な利用の推進による収
支改善
　医療機器について，経年劣化の状態や稼働
状況を把握し，診療が滞ることのないように，
計画的に保守・整備する。
　医療機器のレンタルに際して過剰な費用が
発生しないように，院内の使用状況等を確認・
調整する。
　医療機器管理ソフトを活用し，経年劣化等に
より安全性が確保できない恐れのある医療機
器を未然に把握するなど，医療機器の安全で
効率的な使用を図る。
　さらに，医療機器の院内修理，整備を適切に
実施し，維持コストの削減及び医療機器のダ
ウンタイム（故障・修理による使用不能期間）
の減少に努める。

◇ 医療機器のダウンタイム
の減少や稼働状況等の把握
に努め，効率的な利用が図
られているか。

２  業務運営の見直し及び効
率化による収支改善

２　業務運営の見直し及び効率化による収支
改善

２　業務運営の見直し及び効率化による収支
改善

イ　病床の効率的な利用の推進による収支改
善
　病床の管理体制を充実させ，入退院予定情
報，空床情報等を集約して，緊急入院患者等
が速やかに入院できる体制を整える。
　患者数の増加に向けて，具体的な行動計画
を策定し，関係機関との連携，広報活動の強
化，救急患者の受入れ等を積極的に推進す
る。
【指標】
病床利用率を，中期目標期間中に８０％以上
とする。

イ　病床の効率的な利用の推進による収支改
善
　病床の管理体制の充実により，入退院予定
情報，空床情報等を集約的に把握し，また，病
床を柔軟に運用して，緊急入院患者等が速や
かに入院できる体制を整える。
　従来の当院に求められる役割を果たしつつ，
循環器センターのリカバリー室（本館３階病棟
内３床）や令和６年度に運用変更した感染症
優先病室（本館４階病棟内１床）を適切に運用
するなど，病床の効率的な利用を図る。
　また，ＰＩＣＵの利用の増加に伴い，転室先を
確保するため各病棟に必要なスキルの習得を
促進し，安全性を維持したベッドコントロールを
実践する。
　患者数の増加に向けて，具体的な行動計画
の策定，関係機関との連携，広報活動の強
化，救急患者の受入れ等を積極的に推進す
る。
【指標】
病床利用率は７１．０％の達成を目指す。

◇ 病床の効率的な利用が
図られているか。

◇ 病床利用率は指標を達
成しているか。

【指標】
中期目標： 病床利用率を毎
年度，８０％以上とすること。

中期計画： 病床利用率を，
中期目標期間中に８０％以
上とする。

(1) 医療資源の有効活用
　法人が有する人的資源，物的資源及び情報
資源を有効に活用して，収支改善を図る。

(1) 医療資源の有効活用
　法人が有する人的資源，物的資源及び情報
資源を有効に活用して，収支改善を図る。

◇ 他の小児病院等との比
較を通して，経営分析を行っ
ているか。

◇ 各種経営指標を活用し，
収益の増加及び経費の節減
に努め，収支改善が図られ
ているか。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(1) 医療資源の有効活用

【困難度：高】

【病床利用率，入院患者数，外来患者数等】 Ｂ Ｂ

↓

↓

↑

↓

↓

↓

↓

【臨床工学技士による医療機器保守件数】 ― Ｂ

↓

↓

↓

【取組事項】 ― Ａ

【新規及び既存の診療報酬等の取得状況】

イ　病床の効率的な利用の推進による収支改善
○　救急患者受入れのための個室確保の体制整備を検討
した。
○　コロナ禍で改修工事を行った本館４階の個室（４５１号
室）については，前年度に作成した「入室の原則と手順」に
則り，感染症，終末期等を対象とした運用を継続した。
○　平日朝の病棟報告，休日前日のベッドコントロール会
議を継続して行い，転棟や看護師のリリーフ調整をスムー
ズに行うことができた。
○　師長会議において，個室料金減免要件の統一化に向
けて検討し，実施した。
○　救急患者受入れ拡大のため，救急患者専用ベッドの
設定や転棟の基準について検討を開始した。令和８年度
の完成に向け継続して取り組んでいる。
【指標の達成状況】
　「病床利用率」　６７．６％
　　対中期計画84.5％，対年度計画95.2％

ロ　医療機器の効率的な利用の推進による収支改善
○　医療機器のレンタルに際して過剰な費用が発生しない
ように，使用状況を鑑み調整して運用した。
○　部署別に配置している機器で修理の必要性が生じた
場合に，機器の再配分を行うなど，医療機器の効率的な利
用に努めるとともに，修理費を抑えた運用を行った。
○　各部署で使用している輸液ポンプやＰＩＣＵで使用して
いる人工透析装置の部品交換を臨床工学部で実施するこ
とにより，部品交換に係る委託費を抑えた運用を行った。
○　医療機器の院内修理・整備を適切に実施して，維持コ
ストの削減及び医療機器のダウンタイムの減少を図った。
○　医療機器で使用する消耗品の種類を可能な限り削減
することにより，使用期限切れによる廃棄の低減を図った。

(2) 収益確保の取組
○　診療部，看護部等を始め，組織横断的に各部署の職
員が連携して，新規及び既存の診療報酬，障害福祉サー
ビス等の報酬算定の可能性を検討し，導入とその維持に
取り組んだ。
○　令和６年度診療報酬改定により新設，一部改正の情報
について，職員への周知を図っている。
○　第三次医療情報システムを活用して，適切な診療報酬
の算定に努めた。
○　診療報酬の査定に対しては，令和７年度は，再審査申
立てを１１件行い，事業収益の確保に取り組んだ。
○　年１回から２回，定時的に行っていた最終催告及び未
収金収納業務の外部委託の運用を令和４年度に見直して
随時行うこととし，未収金の早期回収に取り組んだ。令和７
年度は，最終催告を２回，未収金収納業務の外部委託を２
回実施した。
○　６月に新設した運営戦略室において逆紹介割合の向
上・維持に取り組み，地域医療支援病院に求められる逆紹
介割合３０‰以上を達成・維持した。これにより逆紹介割合
の低下による初診料・外来診療料の減算を回避することが
できた。

２　業務運営の見直し及び効率化による収支改善

○　法人が有する人的資源，物的資源及び情報資源を有
効に活用して，収支改善を図った。

３８３．２人 ３７３．５人 ３７６．０人 ３６８．６人

１１．４日 １１．１日 １１．３日 １０．２日

５，３００人

入院１日平均患者数 １５５．６人 １５８．３人 １６１．０人 １６７．１人 １６３．０人

○　外来収益の確保のため，診療部，看護部，診療情報室及び事務部が組織横断的に連携して，
食物アレルギー負荷検査の対象者拡大を検討し，診療体制等の整備が完了した７月から診療報
酬の算定を開始した。
○　入院収益の確保のため，成育支援局と事務部が連携し，段階的に本館の小児病棟における
保育士２人以上の配置を検討し，６月と９月に上位区分の診療報酬の算定を開始した。
○　医師の業務負担軽減及び入院収益の確保のため，診療部と事務部が連携し，積極的な医師
事務作業補助職員の採用を行い，７月から上位区分の診療報酬の算定を再開した。
○　入院収益の確保のため，看護部と事務部が連携し，夜間・休日の救急医療における既存の診
療報酬の算定の可能性を検討し，４月に人員配置等の算定基準を満たした診療報酬（加算）を導
入した。
○　入院収益の確保のため，薬剤部と事務部が連携し，病棟薬剤業務における既存の診療報酬
の算定の可能性を検討し，３月に人員配置等の算定基準を満たした診療報酬（加算）を導入した。

○診療報酬
　①　小児入院医療管理料の「注２」に規定する加算（保育士２人以上の場合）
　②　医師事務作業補助体制加算１（１５対１）
　③　夜間休日救急搬送医学管理料の注３に規定する救急搬送看護体制加算
　④　病棟薬剤業務実施加算１
　⑤　母乳育児相談（休日，時間外）［自費診療］
　⑥　予防接種（髄膜炎菌ワクチン）［自費診療］
　⑦　予防接種（RSウイルスワクチン）［自費診療］
　⑧　遺伝学的検査［自費診療］

※ 患者使用後の医療機器を職員（臨床工学技士）が保守（点検）し，次に使用する患者へ整備後
の安全な医療機器を提供している。
※ 職員（臨床工学技士）による保守（点検）を行うことにより，業者委託が減り，委託費を抑えるこ
とができる。

９１，３８１人 ８９，２１７人

平均在院日数 １１．５日

３２６件 ３５８件 ４３５件

令和7年度

　輸液ポンプ ２，６５９件 ２，５５７件 ２，７８１件

令和4年度 令和5年度

　シリンジポンプ １，９８１件 ２，１２０件

外来１日平均患者数 ３８９．３人

５６，８０４人 ５７，７８５人 ５８，９３６人 ６１，００２人 ５９，４９９人

新規入院患者数 ４，５５６人

２，７９５件

　人工呼吸器

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

病床利用率 ６４．６％ ６５．７％ ６６．８％ ６９．３％

延外来患者数 ９４，２０５人 ９２，７２５人 ９１，１３７人

４，６６１人 ４，８４０人 ４，９７５人

６７．６％

延入院患者数

令和6年度

２，８２０件

３，３９８件

５１２件

【ポイント】

・組織横断的

な収益確保

の取組

・新規及び既

存の施設基

準等の取得

・運営戦略室

を中心とした

逆紹介割合

の達成・維持

（減算回避）

【困難度：高】

・急速な少子

化の進行

・疾病構造の

変化（感染症

ワクチン普及、

難治疾患の

生物学的製

剤など医学

の進歩）
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

ハ　修繕費の節減
  施設・設備については，安全の確保及び良
好な環境の維持のために適切に管理するとと
もに，予防保全の観点から中期修繕計画等に
基づき計画的に修繕を行い，ライフサイクルコ
ストの低減を図る。
　医療機器については，院内修理，整備の適
切な実施等により，修繕費の低減を図る。

(4) 財務分析の実施
　会計処理を適切に行うとともに，医療情報シ
ステム等を活用して財務分析を行い，経営の
効率化を図る。
　他の医療・療育機関の経営情報を集積し，
経営の効率化に資する。

(4) 財務分析の実施
　会計処理を適切に行うとともに，医療情報シ
ステムを活用して財務分析を行い，経営の効
率化を図る。
　月次決算を行い毎月の財務状況を把握し，
経営改善を図る。
　地方公営企業決算状況調査等を活用して，
他の医療・療育機関の経営情報を集積し，経
営の効率化に資する。

◇ 医療情報システム等を活
用した財務分析を実施し，経
営の効率化に取り組んでい
るか。

ニ　ＥＳＣＯ事業の推進による節減
　高効率ボイラー，ヒートポンプチラー，ＢＥＭ
Ｓ装置（ビルエネルギー管理システム）で構成
されるＥＳＣＯ事業を引き続き運用し，エネル
ギー消費の節減，ＣＯ２の削減を図る。

ロ　適正な職員配置及び業務委託の見直しに
よる節減
　業務量に対応した適正な職員配置，職員の
職務能力の向上を図るとともに，知識と経験の
ある退職者の再任用等の人材活用の促進等
により，人件費比率の低減を図る。
　業務委託については，業務委託内容の見直
しや競争性の確保等により，委託金額及び委
託費比率の低減を図る。
【指標】
医業収益に占める人件費比率を毎年度，７
０％以下とする。

ロ 　適正な職員配置及び業務委託の見直しに
よる節減
　業務量等に対応した適正な職員配置，職員
の職務能力の向上を図るとともに，知識と経験
のある退職者の再任用等の人材活用を促進
するなど，人件費比率の低減を図る。
　業務委託については，仕様を見直し適正な
業務委託を行い，また，入札により競争性を確
保するなど，委託費比率の低減を図る。
【指標】
医業収益に占める人件費比率を８０．２％以下
とする。

◇ 適正な職員配置や職員
の職務能力の向上，再任用
等の人材活用の促進等によ
り，人件費比率の低減を図
るとともに，業務委託内容の
見直しなどにより，委託費比
率の低減に努めているか。

【指標】
医業収益に占める人件費比
率を毎年度，７０％以下とす
る。

(3) 業務運営コストの節減
　医療材料・医薬品等の適切な管理，必要に
応じた購入・管理方法の見直し，適正な職員
配置，業務委託の見直し等により，経費の節
減を図る。

(3) 業務運営コストの節減等
　業務運営コストの節減のため，定量的目標を
策定し，その達成に向け，取り組む。

イ　医療材料・医薬品等の適切な管理による
節減
　医薬品，医療消耗備品等の材料の購入につ
いては，競争性の確保，適切な在庫管理，契
約品目数の標準化及び必要に応じた購入・管
理方法の見直し等に努め，購入価格及び材料
費比率の低減を図る。
　棚卸資産の効率的な活用を図るため棚卸し
を行い，過剰な在庫や使用期限の到来による
廃棄が生じないよう徹底する。
　　医薬品については，後発医薬品の導入を
推進するとともに，適正価格による購入に向け
て価格交渉に注力する。

イ　 医療材料・医薬品等の適切な管理による
節減
　医療材料，医薬品等については，競争性の
確保，適切な在庫管理，契約品目数の縮減等
に努め，購入価格及び材料費比率の低減を図
る。
　月ごとに棚卸しを行い，過剰な在庫や使用期
限の到来による廃棄が生じないよう，棚卸実
施結果を活用して在庫に対する意識改革を働
きかけ，経費の節減を図る。
　医薬品については，診療報酬算定基準を踏
まえた後発医薬品やバイオシミラーの導入を
推進するとともに，全国ベンチマークや他施設
への照会結果等を活用して価格交渉を行うな
ど，購入価格の低減を図る。

◇ 購入価格及び材料費比
率の低減に努めているか。

◇ 棚卸しを行い，適正な在
庫管理をしているか。

◇ 後発医薬品の導入を推
進するとともに，価格交渉に
注力し適正価格による購入
に努めているか。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(3) 業務運営コストの節減等

イ　 医療材料・医薬品等の適切な管理による節減 【医業収益に対する材料費の割合】　 ― Ａ

材料費 ↓

材料費比率 ↓

【人件費・委託費】　 Ｃ Ｂ

　

人件費 ↑

委託費 ↑

【医業収益に対する人件費・委託費の割合】　

人件費比率 ↑

委託費比率 ↑

ハ　修繕費の節減 【施設・設備に係る修繕費等の執行状況】 ― Ｂ

契約金額

ニ　ＥＳＣＯ事業の推進による節減 【光熱水費の節減目標と実績】 ― Ｂ

エネルギー使用量の基準値 平成２２年度実績値

エネルギー使用量の目標値 基準値を８．０％削減

目標値を４．５％下回った

(4) 財務分析の実施 ― Ｂ

○　医薬品費については，不動品目の院内採用見直し，見
積合わせによる競争性の強化，ベンチマークや他院への
照会結果等を活用した全品目の値引き交渉，在庫の圧
縮，院外処方の推進等を実施するとともに，信頼性の確保
や供給の問題が少ない後発医薬品を積極的に採用するな
ど，経費の削減に努めた。
○　診療材料費については，引き続き一括調達方式によ
り，スケールメリットを生かした価格交渉を実施した。また，
取扱い品目の同種同効品の整理，取扱い品目の見直し，
在庫圧縮等を実施し，経費の削減に努めた。２年間使用実
績のない消耗品及び診療材料について，年度内の使用予
定を各部門に確認し物品管理システムの登録品目数の削
減に取り組んだ。（消耗品約４００品目減，診療材料約２，６
００品目減）

ロ 　適正な職員配置及び業務委託の見直しによる節減
○　業務量等に応じた適正な職員配置を行うために，看護
師１７人，助産師３人，薬剤師１人，診療放射線技師１人，
臨床検査技師１人，理学療法士１人，作業療法士２人，保
育士２人，医療ソーシャルワーカー１人の専門職を採用す
るとともに，定年を超えた５人の職員を再任用職員として雇
用した。
○　業務委託については，適正な業務委託を行うために仕
様の見直しに取り組み，また，昨今の最低賃金及び物価の
上昇を踏まえ，適正な金額となるよう検討した。
【指標の達成状況】
　「医業収益に占める人件費比率」　８２．９％
　　対中期計画84.4％，対年度計画96.7％

○　施設・設備については，安全の確保及び良好な環境の
維持のために適切に管理するとともに，予防保全の観点か
ら中期修繕計画等に基づき計画的に修繕を行い，ライフサ
イクルコストの低減を図った。
○　医療機器については，院内修理，整備の適切な実施
等により，修繕費の低減を図った。

○　高効率ボイラー，ヒートポンプチラー，ＢＥＭＳ装置（ビ
ルエネルギー管理システム）で構成されるＥＳＣＯ事業を引
き続き運用し，エネルギー消費の節減，ＣＯ２の削減に努め
た。

○　月次決算を行い，毎月の財務状況を把握するととも
に，経営指標に基づく財務分析を実施し，病院運営管理会
議，部門長会議，診療科長会議等において，その状況を報
告し，経営状況を周知するとともに，経営を考慮した業務運
営に努めた。

区　   分 予算額

修　 繕　 費 ３５，６４０千円

令和4年度 令和5年度 令和7年度

１１．４億円 １１．８億円 １２．３億円 １３．８億円

２，９００ｋｌ

２，６６９ｋｌ

令和７年度実績値（速報値） ２，５４８ｋｌ

８９件 ３４，１２１千円 ９５．７％

合　   計 １０１，５２５千円 １１１件 ７９，１１３千円 ７７．９％

契約件数 執行率

施設整備費 ６５，８８５千円 ２２件 ４４，９９２千円 ６８．３％

２９．１％ ２６．８％

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度

５１．３億円 ５３．７億円 ５６．７億円 ５８．５億円

２５．４％ ２３．５％

令和6年度

５７．０億円

１２．５億円

令和6年度

８２．１％

１８．１％

７４．１％ ７８．５％ ８３．８％ ８２．９％

１６．５％ １７．３％ １８．２％ １８．６％

令和3年度

２４．８％

令和5年度 令和7年度

２０．２億円 １８．３億円 １７．２億円 １６．６億円

令和3年度 令和4年度 令和6年度

１７．２億円 【ポイント】

・消耗品及び

診療材料の

登録品目数

削減の取組
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(5) 外部評価の活用等
　各事業年度に係る業務の実績等に関する評
価の結果等を業務改善に積極的に反映する。
　公益財団法人日本医療機能評価機構の病
院機能評価の受審・認定を通じて，継続的な
質改善活動に取り組み，業務改善や病院機能
の向上を図る。

(5) 外部評価の活用等
　県による当法人の業務実績に関する評価結
果等を活用して，業務改善に積極的に取り組
む。
　公益財団法人日本医療機能評価機構の病
院機能評価（令和５年１１月更新認定）につい
ては，認定から３年目を迎えることから，「認定
期間中の確認（期中の確認）」の実施を通じ
て，継続的な質改善活動に取り組み，業務改
善や病院機能の向上を図る。

◇ 各事業年度に係る業務
の実績等に関する評価の結
果等を業務改善に積極的に
反映しているか。

◇ 病院機能評価の受審・認
定を通じて，業務改善や病
院機能の向上が図られてい
るか。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(5) 外部評価の活用等 【宮城県の評価結果】 ― Ｂ

Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価

なし ５項目 １０項目 １項目 なし

なし ５項目 １０項目 １項目 なし

　「Ｓ」　中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られている

　「Ａ」　中期計画における所期の目標を上回る成果が得られている

　「Ｂ」　中期計画における所期の目標を達成している

　「Ｃ」　中期計画における所期の目標を下回っており，改善を要する

　「Ｄ」　中期計画における所期の目標を下回っており，業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める

【病院機能評価認定状況】

バージョン 機能種別版評価項目３ｒｄＧ：Ｖｅｒ．３．０

機能種別

認定期間 令和５年１１月１日から（５年間）

※ 初回認定は，平成２５年１１月１日。今回は，認定３回目。

受審日

審査結果 Ｓ評価３項目，Ａ評価８１項目，Ｂ評価４項目，Ｃ評価なし

Ｓ評価項目 ［１．１．４］　患者支援体制を整備し，患者との対話を促進している

［１．６．１］　施設・設備が利用者の安全性・利便性・快適性に配慮されている

［１．６．２］　療養環境を整備している

　「Ｓ」秀でている　／　「Ａ」適切に行われている　／　「Ｂ」一定の水準に達している　／

　「Ｃ」一定の水準に達していない

○　県の「業務実績に関する評価結果」，公益財団法人日
本医療機能評価機構の病院機能評価の評価内容等を活
用し，業務改善や病院機能の向上に取り組んだ。
○　病院機能評価については，「認定期間中の確認（期中
の確認）」としての現状確認，自己評価に取り組み，業務改
善や病院機能の向上を図った。また，日本医療機能評価
機構が主催する病院機能改善支援セミナーに参加するな
ど，情報収集に努めた。

令和６年度業務実績

暫定評価期間業務実績（R4～6）

一般病院２（主として，二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中
心に地域医療を支える基幹的病院）

令和５年９月２１日・２２日訪問審査
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

第８　剰余金の使途 第８　剰余金の使途 ◇ 剰余金が生じた場合，そ
の使途は適正か。

　中期目標期間中の計画はない。 　令和７年度中の計画はない。

第７ 前記の財産以外の重要な財産を譲渡し，
又は担保に供する計画

第７　前記の財産以外の重要な財産を譲渡
し，又は担保に供する計画

◇ 計画がないため，評価省
略

２　想定される理由
　医療機器の更新及び施設の修繕等を想定し
た資金繰資金の支払に対応するため。

２　想定される理由
　医療機器の更新及び施設の修繕等を想定し
た資金繰資金の支払に対応するため。

第６　出資等に係る不要財産となることが見込
まれる財産の処分に関する計画

第６　出資等に係る不要財産となることが見込
まれる財産の処分に関する計画

◇ 計画がないため，評価省
略

第10　料金に関する事項 第10　料金に関する事項 ◇ 評価項目なし

１　使用料及び手数料
　理事長は，使用料及び手数料として，次に掲
げる額を徴収する。
(1)　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７
６条第２項の規定により厚生労働大臣が定め
る算定方法（診療報酬算定方法）により算定し
た額
(2)　健康保険法第８５条第２項及び第８５条の
２第２項の規定により厚生労働大臣が定める
基準（食事療養及び生活療養費用算定基準）
により算定した額
(3)　 (１)及び(２)以外のものについては，別に
理事長が定める額

２　使用料及び手数料の減免
　理事長は，特別の事情があると認めたとき
は，使用料又は手数料の全部又は一部を減
免することができる。

１　使用料及び手数料
　理事長は，使用料及び手数料として，次に掲
げる額を徴収する。
(1)　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７
６条第２項の規定により厚生労働大臣が定め
る算定方法（診療報酬算定方法）により算定し
た額
(2)　健康保険法第８５条第２項及び第８５条の
２第２項の規定により厚生労働大臣が定める
基準（食事療養及び生活療養費用算定基準）
により算定した額
(3)　 (１)及び(２)以外のものについては，別に
理事長が定める額

２　使用料及び手数料の減免
　理事長は，特別の事情があると認めたとき
は，使用料又は手数料の全部又は一部を減
免することができる。

第９　積立金の処分に関する計画 第９　積立金の処分に関する計画 ◇ 積立金の使途は適正か。

　中期目標期間の最終事業年度終了後，地方
独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第
４０条第４項に該当する積立金があるときは，
将来の病院建物の大規模修繕，改築，医療機
器の整備等に充てる。

　第５期中期目標期間の最終事業年度終了
後，地方独立行政法人法第４０条第４項に該
当する積立金があるときは，将来の病院建物
の大規模修繕，改築，医療機器の整備等に充
てる。

　決算において剰余金が生じた場合は，将来
の病院建物の大規模修繕，改築，医療機器の
整備等に充てる。

　決算において剰余金が生じた場合は，将来
の病院建物の大規模修繕，改築，医療機器の
整備等に充てる。

　中期目標期間中の計画はない。 　令和７年度中の計画はない。

第４　予算，収支計画及び資金計画 第４　予算，収支計画及び資金計画

第５　短期借入金の限度額 第５　短期借入金の限度額 ◇ 短期借入金について，借
入理由や金額は適正か。

１　限度額
　５億円とする。

１　限度額
　５億円とする。

１　予算
　別紙１のとおりとする。

１　予算
　別紙１のとおりとする。

２　収支計画
　別紙２のとおりとする。

２　収支計画
　別紙２のとおりとする。

３　資金計画
　別紙３のとおりとする。

３　資金計画
　別紙３のとおりとする。

　「第３  業務運営の改善及び
効率化に関する目標」で定め
た事項に配慮した中期計画の
予算を作成し，当該予算によ
る運営を実施することにより，
各事業年度において，経常収
支比率を１００％以上とするこ
と。
【指標】
経常収支比率を毎年度，１０
０％以上とすること。（前中期
目標期間実績：平成３０年度９
９.７％，令和元年度１０３.
２％，令和２年度
９９.９％）

　「第３　業務運営の改善及び効率化に関する
目標を達成するためにとるべき措置」で定めた
計画を着実に実施することにより，財務内容の
改善を図る。
【指標】
経常収支比率を毎年度，１００％以上とする。
医業収支比率を毎年度，６８％以上とする。

　「第２　業務運営の改善及び効率化に関する
目標を達成するためにとるべき措置」で定めた
計画の着実な実施等により，財務内容の改善
を図る。
【指標】
経常収支比率を９８．１％以上とする。
医業収支比率を７１．６％以上とする。

◇ 財務内容について，指標
の達成に向けて取り組んで
いるか。

【指標】
経常収支比率を毎年度，１０
０％以上とする。

医業収支比率を毎年度，６
８％以上とする。

◇ 収支計画等について，計
画と実績を比較して乖離が
生じていないか。生じている
場合，その理由は合理的な
ものか。

第４　財務内容の改善に関する目標
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

　１　予算 別紙１ 【経常収支比率及び医業収支比率】 Ｃ Ｂ

　２　収支計画 別紙２ ／

　３　資金計画 別紙３ 経常収支比率 ↑ Ｂ
　 医業収支比率 ↑

【指標の達成状況】

　「経常収支比率」 ９７．０％

    対中期計画97.0％，対年度計画98.9％

【収支分析】

　「医業収支比率」 ６９．５％

    対中期計画102.2％，対年度計画97.1％

【短期借入金の借入状況】

○　当該年度の短期借入金はない。

○　当該年度の計画はない。

○　当該年度の計画はない。

○　当該年度の計画はない。

第10　料金に関する事項

（省略）

第４　予算，収支計画及び資金計画

第５　短期借入金の限度額

第８　剰余金の使途

○　利益剰余金は生じていない。

第９　積立金の処分に関する計画

○　令和７年度は，経常収支比率は97.0％と中期計画を下回り，医業収支比率は69.5％と中期計
画を上回った。

○　営業収益
・営業収益は，10,614百万円余り（前年度対比180百万円余り増）。
・内訳として，医業収益7,049百万円余り，さらにその内訳として，入院収益5,255百万円余り（前年
度対比68百万円余り増），外来収益1,574百万円余り（前年度対比10百万円余り増）。
入院収益については，入院料の増加により123百万円増加（保育士加算，医師事務加算，ベース
アップ評価料）。外来収益については，投薬料及び注射料の増加により6百万円，処置料の増加に
より5百万円（レーザー療法116件増加）。
・運営費負担金収益は，2,987百万円余り（前年度対比34百万円余り減）。
・補助金等収益は，225百万円余り（前年度対比112百万円余り増）。国の補正予算による経営強
化緊急支援（65百万円）及び物価支援（47百万円）。

○　営業費用
・営業費用は，10,966百万円余り（前年度対比51百万円余り減）。
・内訳として，医業費用が10,142百万円余り，さらにその内訳として，給与費5,540百万円余り（前年
度対比123百万円余り増），材料費1,655円余り（前年度対比65百万円余り減），減価償却費883百
万円余り（前年度対比161百万円余り減），経費2,005百万円余り（前年度対比19百万円余り増）。
給与費については，普通昇給及び給与改定による増。材料費については，手術件数25件減による
診療材料費の減。減価償却費については，電子カルテ（整備費960百万円）の償却期間満了によ
る減。経費については，発電機基本設計，屋上広場整備，システム関連（保守，構築支援業務）委
託費の増，病院賠償責任保険の増。

借入期間 ― ― ― ―

借入先 ― ― ― ―

借入金総額 なし なし なし なし

―

第７　前記の財産以外の重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画

第６　出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産
の処分に関する計画

令和4年度 令和5年度 令和6年度

１０３．４％ １００．０％ ９３．４％ ９４．９％

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度令和6年度

なし

―

令和7年度

９７．０％

６９．５％７１．６％ ６８．６％ ６６．７％ ６７．９％

※ 令和元年度に，医業収支比率の計算式を見直し，過年度実績も改めた。
　厚生労働省に従い，「医業収益÷医業費用」を用いる。

令和3年度
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(2) 人材育成に関する方針
　教育研修事業や臨床研究支援体制の充実
により，職員一人一人の専門性の向上を図
る。
　外部研修機関が実施する研修事業等を活用
し，人材の育成を図る。特に，幅広い人材育成
が期待できる宮城県公務研修所，東北自治研
修所主催の研修を重点的に活用し，職務に必
要な知識とスキルを学ぶことにより，体系的な
研修体制の構築を進め，提供する医療・療育
サービスの質のより一層の向上を図る。また，
各部署における研修等のニーズを把握し，研
修機会の拡大に努める。
　組織の活性化と職員のキャリア形成に資す
る人事ローテーションを実施する。

(3) 適切な人事評価の実施
　人事評価制度を適時見直し，制度に基づい
た適切な人事評価を行うとともに，職員のモチ
ベーションの高揚や意識改革につながる取組
を推進する。

(3) 適切な人事評価の実施
　人事評価制度の適切な運用を行いながら，
職員が積極的に法人運営や病院運営へ参画
できる機会の拡大を図るなど，職員のモチ
ベーションの高揚や意識改革につながる取組
を推進する。

◇ 人事評価制度を適時見
直し，制度に基づいた適切
な人事評価を行っているか。

◇ 職員のモチベーションの
高揚や意識改革につながる
取組がなされているか。

(2) 人材育成に関する方針
　教育研修事業や臨床研究支援体制の充実
により，職員一人一人の専門性の向上を図
る。
　外部研修機関が実施する研修事業等を活用
し，人材の育成を図る。
　組織の活性化と職員のキャリア形成に資す
る人事ローテーションを実施する。

◇ 人材の育成のため，研修
や組織の活性化と職員の
キャリア形成に資する人事
ローテーションが実施されて
いるか。

　県民のニーズに的確に対応
しつつ業務運営の一層の効率
化を図り，かつ，高度な専門知
識と技術に支えられた良質で
安全な医療・療育を提供する
ため，中長期的な視点の下，
適切な人員を計画的に確保
し，専門性の向上及び組織の
活性化に配慮した人材の育成
に努めること。
　また，業務・業績に対するよ
り適切な人事評価を行うため，
定期的に人事制度の見直し等
に取り組むとともに，職員のモ
チベーションを高めていくため
の取組を推進すること。
【指標】
障害者雇用率 を毎年度，法
定雇用率以上とすること。（前
中期目標期間実績：平成３０
年度１.７６％，令和元年度２.１
８％，令和２年度１.６７％）

(1) 人事に関する方針
　高度な専門知識と技術に支えられた良質で
安全な医療・療育を提供するため，中長期的
な視点の下，適切な人員を計画的に確保・配
置する。
　多様化する業務に対応し，豊富な経験と知
識に裏打ちされたノウハウを活用するため，退
職者の再任用等を促進する。
【指標】
障害者雇用率が毎年度，法定雇用率を達成
するように努める。

(1) 人事に関する方針
　高度な専門知識と技術に支えられた良質で
安全な医療・療育を提供するため，中長期的
な視点の下，医療・療育ニーズや医療・療育を
取り巻く状況の変化を捉えた適切な人員を計
画的に確保・配置する。
　多様化する業務に対応し，豊富な経験と知
識に裏打ちされたノウハウを活用するため，退
職者の再任用等を促進する。
　障害者雇用については，入職後のフォロー
アップなどにより人材の定着を図り雇用率の
維持に努めるとともに，更なる雇用率の向上を
目指し，雇用活動を継続する。
【指標】
障害者雇用率が法定雇用率を達成するように
努める。

◇ 良質で安全な医療・療育
を提供するため，中長期的
な視点の下，適切な人員を
計画的に確保・配置している
か。

◇ 退職者の再任用等を促
進しているか。

◇ 指標の達成に向けて，ど
のような手法により障害者雇
用を推進しているか。

【指標】
障害者雇用率が毎年度，法
定雇用率を達成するように
努める。

１　人事に関する事項 １　人事に関する計画 １　人事に関する計画

第５  その他業務運営に関す
る重要目標

第11　その他業務運営に関する重要目標を達
成するためにとるべき措置

第11　その他業務運営に関する重要目標を達
成するためにとるべき措置
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(1) 人事に関する方針 【医師・看護職員等の職員数（常勤役職員）】 Ｂ Ｂ

↓

歯科医師 →

後期・専門研修医 →

看護師・助産師 ↓

【再任用職員数】

→

↑

【障害者雇用率】

不足雇用者数

↓

※ ３月末日の １５人 １５人 １５．５人

　　換算後雇用者数 ３．３１％ ３．２６％ ２．９５％

(2) 人材育成に関する方針 【職員研修体系】 ― Ｂ

【宮城県公務研修所主催研修受講状況】

主事･技師研修 ↑

主査級研修 ↑

主任主査級研修 ↑

班長研修 →

↑

【東北自治研修所主催研修受講状況】

↓

(3) 適切な人事評価の実施 ― Ｂ

第11　その他業務運営に関する重要目標を達成するため
にとるべき措置

１　人事に関する計画

○　高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医
療・療育を提供するため，専門性の向上に配慮した人材の
確保と適正配置に努めるとともに，効率的な組織運営に努
めた。
○　オープンホスピタルの開催，就職セミナーへの参加な
どオンラインを活用した採用活動を行い，質の高い医療・
療育サービスの提供に対応できる職員を確保するため，当
院の情報を発信し，次年度採用予定者数を確保した。
○　令和７年４月から障害者雇用率の算定基礎となる職員
数を求めるための除外率が３０％から２０％に減少したた
め，法定雇用率達成のための必要数が増加したが，ハ
ローワーク等関係機関と連携した採用活動を継続し，法定
を上回る雇用率の維持に努めた。
【指標の達成状況】
　「障害者雇用率」　２．９９％
　　対中期計画106.8％，対年度計画106.8％

○　職員の資質の向上並びに勤務能率の発揮及び増進を
図り，法人業務の円滑な推進に資することを目的とし，平
成３１年４月に施行した「職員研修規程」に基づき，研修を
体系化し，継続的かつ効果的な推進を図っている。
○　幅広い人材育成が期待できる宮城県公務研修所・東
北自治研修所主催の「階層別研修」及び「選択制研修」の
受講を積極的に進めた。令和７年度における階層別研修
の受講人数は２１人（主事・技師級研修５人，主査級研修７
人，主任主査級研修７人，班長研修２人），選択制研修の
受講人数は３人の合計２４人であった。研修を受講した職
員からは，「病院関係以外の方との研修を通して普段と違
う考え方に触れる貴重な経験だった。研修で学んだことを
自部署にどう応用できるかを考える機会となった。」との報
告が寄せられ，職員の資質向上と円滑な業務の推進につ
ながるものと考えている。
○　今年度の階層別研修を受講できなかった職員につい
ては，次年度に受講できるよう宮城県公務研修所と調整を
図っている。

○　職員の業績や能力を給与等にきめ細かく反映させるた
め，人事評価制度を適切に実施した。また，その実施過程
において，所属長が職員と個別に面談を行い，病院運営上
の課題や業務上の課題などの情報の共有化を図り，職員
のモチベーションの高揚や意識改革につなげた。

９．５人 （※）９人 １６人

法定雇用率達成のた
めの必要数

３４５人 ３６０人

６８人

３人

換算後雇用者数 ７人

令和5年度 令和7年度

６人

０人

３人 ０人 ２人

選択制研修 ７人 ４人 ３人

令和6年度

２人

４人

２人

２人

０人

令和6年度

３人

１２人 ８人

令和5年度

目的別研修 １人 ２人

７人

５人 ３人 ７人

令和4年度

５人

令和4年度

技　　術　　系 ２人 ３人 ２人 ４人

事　　務　　系 ４人 ２人 ２人 １人

令和7年度

３．６２％

法定雇用率 ２．６０％ ２．６０％ ２．６０％ ２．８０％

算定対象職員数 ４２７．５人 ４３６．５人 ４５５．５人 ５３６．０人

種　類 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

職場研修

２．９９％実雇用率（６月時点） １．６４％ ２．１８％ １．９８％

１１人 １１人 １１人 １５人１３人

１７人

０人

法人研修 一般研修 職員として必要な一般的知識等を修得させることを目的に，理事長
が行う研修又は他の研修機関等に派遣して行う研修

特別研修
法人業務の円滑な遂行に必要な専門的・実務的知識や専門技術
等を修得させることを目的に，理事長が行う研修又は他の研修機
関等に派遣して行う研修

１１人

職員の日常業務を通じて，その職務を遂行する上で必要な知識や技術等を修得さ
せることを目的に，院長が行う研修

６３人

２人

職　種 R4.3.31 R5.3.31 R6.3.31

２人 ２人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度令和6年度

４７０．０人

２．８０％

４人 １．５人 ２人 ０人

３２５人

R7.3.31

６４人

２人

２７人

３６８人

R7.3.31

３６３人

職　種 R4.3.31 R5.3.31 R6.3.31 R8.3.31

１人

３人

２人

１７人 １９人 ２１人 ２７人

R8.3.31

医師（研修医を除く） ６８人 ６６人
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

（新設）
  情報セキュリティリスクに的確に対応するた
め，実施可能な情報セキュリティ対策を適時・
適切に実施する。
　医療情報システム上の個人情報等の漏えい
を防止するため，引き続き，構築したネット
ワークを適切に運用・管理する。
　不正なアクセス等から情報等を適切に保護
するため，ファイアウォール機器で不正侵入の
検知と防止を行うとともに，フィルタリングソフト
及びウイルス対策ソフト等を活用し，コン
ピュータウイルス等の脅威に対する技術的な
対策を確実に実施していく。
　ランサムウェア等ウイルス対策については，
職員全員を対象とした情報セキュリティに関す
る研修を引き続き実施するとともに，他の自治
体病院等の対応状況や国の指針等を踏まえ
て，当院としての対応を検討していく。
  ＮＤＲ（Network Detection and Response）等
新たなランサムウェアなどのウイルス検索シス
テムも開発されていることから，費用対効果等
を検証しながら，導入の可否を検討する。

　定期的に職員の満足度調査
及びメンタルヘルスケアを実
施するなど，日常業務の質の
向上を図ること。
　職員のワークライフバランス
を推進するため，多様な雇用
形態を導入するとともに，職員
のニーズに対応した院内保育
所の運営に努め，職員が安心
して働くことができる就労環境
を整備すること。
　令和６年度からの「医師の働
き方改革」に向け，医師等の
時間外労働縮小に取り組むこ
と。

　日常業務の質の向上を図るため，職員の心
身の健康状態を把握し，メンタルヘルス不調
の早期発見と未然防止に活用するメンタルヘ
ルスケア等を実施する。
　多様な雇用形態を導入するとともに，職員の
ニーズに対応した院内保育所の運営等の子
育て支援を充実するなど，職員のワークライフ
バランスに十分に配慮し，職員が健康で，生き
がいを持って業務を遂行できる良好で快適な
就労環境を整備する。
　令和６年度からの「医師の働き方改革」に向
け，医師等の時間外労働縮小に取り組む。

　オンラインを活用した診療，
研修等を実施していくなかで
の情報及び電子カルテ等の個
人情報を漏洩しないよう，情報
セキュリティ対策に努めるこ
と。

　オンラインを活用した診療，研修等における
情報の流出や医療情報システム上の個人情
報等の漏えいを防止するため，情報セキュリ
ティ対策に努める。

◇ 情報セキュリティ対策に
努めているか。

３　情報セキュリティ対策に関する事項 ３　情報セキュリティ対策に関する計画 ３　情報セキュリティ対策に関する計画

２　職員の就労環境の整備に関する事項 ２　職員の就労環境の整備 ２　職員の就労環境の整備

　職員の心身の健康状態の向上を目指し，健
康診断，ストレスチェック，メンタルヘルスケア
対策の充実，産業医による健康相談等に取り
組む。
　「働き方改革」を推進するため，多様な雇用
形態の導入，子育て支援の充実等，職員の
ワークライフバランスに十分に配慮し，職員が
健康で，生きがいを持って業務を遂行できる良
好で快適な就労環境を整備する。
　特に，長時間労働面談など時間外勤務の多
い職員の健康管理に配慮するとともに，時間
外労働の縮減及び年次有給休暇の確実な取
得に取り組む。
　患者中心の質の高い医療を提供しながら，
病院で働く職員が病院に魅力を感じ，意欲を
持って継続的に働ける職場とするため，「職員
やりがい度調査」を実施し，改善する。
　院内保育所については，引き続き職員の
ニーズに対応した運営に努める。

◇ メンタルヘルスケア等を
実施し，日常業務の質の向
上に取り組んでいるか。

◇ 職員のニーズに対応した
院内保育所の運営等，職員
のワークライフバランスに配
慮し，良好で快適な就労環
境の整備や維持に努めてい
るか。

◇ 令和６年度からの「医師
の働き方改革」に向け，医師
等の時間外労働縮小に取り
組んでいるか。
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

【令和７年度職員健康診断受診状況(第１回)】 【令和７年度職員健康診断受診状況(第２回)】

― Ａ

（病休・育休者等は除く） （病休・育休者等は除く）

【産業医による健康相談・メンタル相談（実人数）】　

健康相談件数（本人） ↑

↑

【院内保育所の概要】

まほうのもり保育園

建　物　　木造平屋　２１８．６９㎡

諸　室　　乳児室２室，保育室２室，事務室，調理室

２１人（届出上の定員。入所児の年齢構成により変動あり）

平均利用者数１２人

【安全衛生研修会】

開催日 １１月１８日（火）

テーマ 将来の自分の健康のために～健康診断の結果から考える～

講師 （公財）宮城県成人病予防協会　仙台循環器病センター　

総合健診センター長　河村　司　先生（当院産業医）

参加者数 ５７人

【看護師離職率】

↓

【研修会開催状況】 ― Ｂ

１０月２０日（月） 　ハイブリッド（愛子ホール及びオンライン）

参加者数 １６２人

２　職員の就労環境の整備

○　職員に安全で快適な労働環境を提供するとともに，職
員の健康と福祉の増進を図るため，安全衛生委員会を開
催した。
○　職員健康診断は，前年度同様巡回健診及び健診施設
で受診可能とし，健診時の密を避けた。なお，簡易がん検
診，婦人科検診，人間ドックについては，希望者を対象に
実施した。前年度同様，人間ドックや婦人科検診に協会健
保の割引を適用させることで，病院及び職員個人の費用負
担の軽減を図った。
○　職員の心身の健康状態の向上を図り，過重な労働負
担に起因する脳・心臓・精神疾患等の発症を予防するた
め，時間外労働時間の多い職員に対し，産業医による面
接指導を実施した。
○　前年度に引き続き「職員やりがい度調査」を実施し，対
象者６１７人中３５２人から回答があった。今後，調査結果
を取りまとめ業務改善に役立てていく。
○　安全衛生研修会として，産業医による安全衛生研修会
「将来の自分の健康のために～健康診断の結果から考え
る～」を１１月に開催した。
○　院内保育所については，年度を通しての平均利用児童
数が１２人と，ほぼ目標どおりの状況であった。
○　職員の待遇改善として，人事院勧告に準拠した給与
ベースアップを行い，また，年末年始勤務手当及び夜勤専
従手当を新設した。
○　医師の働き方改革への取組として，４月より，これまで
の新生児科，集中治療科に加えて産科もフレックスタイム
制を導入し，時間外勤務の削減に努めた。
　令和９年３月末に有効期間が終了となる「特定地域医療
提供機関」（Ｂ水準）の指定更新に向けて，働き方改革推
進委員会を２回開催し，課題の解決に向けたＷＧを立ち上
げた。

３　情報セキュリティ対策に関する計画

○　情報セキュリティリスクに適切に対応するため，実施可
能な対策を的確に実施した。
○　医療情報システム上の個人情報等の漏えいを防止す
るため，構築したネットワークを適切に運用・管理した。
○　不正なアクセス等から情報を適切に保護するため，
ファイアウォール機器で不正侵入の検知・防御を行うととも
に，フィルタリングソフト及びウィルス対策ソフトを活用し，コ
ンピュータウイルス等の脅威に対し，継続して適切に対応
した。
○　ランサムウェア等ウイルス対策を推進するため，１０月
に外部講師による全職員（委託職員を含む）を対象とした
情報セキュリティ・個人情報保護研修を実施し，デジタルリ
テラシーの向上を図った。
○　当院のＯＡ系を始めとするパソコンの接続状況やサー
バー内のウイルスの状況を確認するため，ランサムウェア
等に対応した対策ソフトの導入について，情報収集を行っ
た。

受診対象者 ３１３人

受診率 １００％

２人

令和７年度情報セキュリティ・個人情報保護研修会
「病院で働くうえで必要不可欠なデジタルリテラシーについて」
ＮＥＣフィールディング株式会社　松本　武　氏

入所対象 宮城県立こども病院の職員が養育する０歳児（満８週間）～小学校入学前の乳幼
児のうち，家庭・その他で保育すべき者がいないなど保育園で保育が必要と認めら
れる者

施設規模

定　　　員

利用実績

１人

メンタル相談件数（本人）　 ２４人 １７人 １６人

令和7年度

令和6年度

８．１％

１１．０％

４人

令和5年度 令和6年度

受診対象者 ６２３人

３人

開催日

演題・講師

全国平均（正規雇用） １１．６％ １１．８％ １１．３％ 未公表

令和7年度

こども病院 ５．４％ ４．０％ ３．８％ ６．０％

年次区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度

受診率 １００％

名　　　称

１３人

令和4年度

【ポイント】

・職員の待遇

改善

・医師の働き

方改革への

取組

・看護師離職

率の良化
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【県策定】　第５期中期目標
(令和４～７年度)

【法人策定】　第５期中期計画
(令和４～７年度)

令和７年度計画
数値目標：赤下線／主な変更点：黒下線

評価の視点

(3) 大規模修繕計画
　施設整備については，１０年以上の中長期的
な大規模修繕を視野に入れ，整備計画を適時
見直し，計画的に実施する。

(3) 大規模修繕計画
　１０年以上の中長期的な大規模修繕を視野
に入れ，整備計画を適時見直し，計画的に実
施する。特に，中央監視装置周辺機器更新工
事等の大規模工事については，仕様等の必要
な見直しによるコスト縮減に努めながら，安全
かつ着実な工事施工に努める。

◇　施設整備について，１０
年以上の中長期的な大規模
修繕を視野に入れ，整備計
画を適時見直し，計画的に
実施しているか。

(2) 医療情報システムの効率的活用
　電子カルテシステムを中心とした医療情報シ
ステムの業務の標準化及び運用改善を推進
する。
　電子カルテシステムと医療機器の情報連携
を推進するなど，効率的な活用を図る。

(2) 医療情報システムの効率的活用
　医療情報システムの業務の標準化及び運用
改善を推進するとともに，毎月開催している情
報システム管理委員会を活用して，システム
の機能強化に向けたバージョンアップについ
て，ベンダーと機能等の検討を重ねながら必
要な対応を行う。
　電子カルテシステムと医療機器との情報連
携については，関係する事業者等と的確な協
議を行いながら，適時・適切な運用と，効率的
な活用を図っていく。
　医療機関間における必要な情報連携が可能
となるよう，国の動向等を注視しながら関連部
署間で連携，協力して医療ＤＸを推進する。

◇ 電子カルテシステムを中
心とした医療情報システム
の業務の標準化及び運用改
善を推進しているか。

◇ 電子カルテシステムと医
療機器の情報連携を推進す
るなど，効率的な活用が図ら
れているか。

　医療機器，医療情報システ
ム及び施設の整備について
は，費用対効果，県民のニー
ズ，医療技術の進展等を総合
的に勘案し，財源を含め投資
計画を策定し，計画的な更新・
整備を行うとともに，その効率
的な活用を図ること。
　特に，施設整備については，
こども病院開院後，１９年以上
経過することから，１０年以上
の中長期的な大規模修繕を視
野に入れ，定期的に整備計画
の見直しを行い，計画的に実
施すること。

(1) 医療機器・施設整備計画
　医療機器，医療情報システム及び施設の整
備に当たっては，その目的，費用対効果，県
民のニーズ，医療技術の進展等を総合的に勘
案して，財源を含む投資計画に基づき更新・整
備する｡
　中期目標期間中に整備する医療機器，医療
情報システム及び施設に関する計画は，別紙
４のとおりとする。

(1) 医療機器・施設整備計画
　医療機器及び施設の整備に当たっては，そ
の目的，費用対効果，県民のニーズ，医療技
術の進展等を総合的に勘案して，財源を含む
投資計画に基づき更新・整備する｡
　令和７年度において整備する医療機器及び
施設に関する計画は，別紙４「医療機器・施設
整備に関する計画」のとおりとする。

◇ 医療機器，医療情報シス
テム及び施設整備に当たっ
ては，費用対効果，県民の
ニーズ，医療技術の進展等
を総合的に勘案して，投資
計画に基づいた更新・整備
を行っているか。

４　医療機器・施設整備に関する事項 ４　医療機器・施設整備に関する計画 ４　医療機器・施設整備に関する計画
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定量 定性
評価 評価

令和７年度業務実績 業務実績の参考となる指標等

(1) 医療機器・施設整備計画 【財源別医療機器整備状況】 ― Ｂ

令和7年度 整備した医療機器 （税込）

（税込）

（税込）

（税込）

令和6年度 整備した医療機器 （税込）

（税込）

（税込）

（税込）

令和5年度 整備した医療機器 （税込）

（税込）

（税込）

（税込）

令和4年度 整備した医療機器 （税込）

（税込）

（税込）

（税込）

(2) 医療情報システムの効率的活用 ― Ｂ

(3) 大規模修繕計画 【大規模修繕事業実施状況】 ― Ｂ

施設エネルギー管理定期報告会（総括） 建物・設備点検の年次報告

施設エネルギー管理定期報告会（月例） 建物・設備点検の月次報告

中期修繕計画書の更新（Ｒ６～Ｒ１１） 建築費，電気・衛生・空調設備費

４　医療機器・施設整備に関する計画

○　医療機器については，施設・医療機器委員会での審
議・決定を経て策定した医療機器整備計画に基づき，各部
署からのヒアリングによる情報収集，仕様書の作成等を適
切に行った上，順次，適切に入札を行うなど計画的な調
達・整備を図った。
○　第６期中期計画期間中に整備・更新が必要な医療機
器及び施設設備を取りまとめ，整備計画を策定した。

○　情報システム管理委員会を通じて，医療情報システム
の業務の標準化及び運用改善を推進するとともに，システ
ムの機能強化に向けたバージョンアップを適時・適切に実
施した。
○　部門システムについては，他部門への影響の有無や
電子カルテとの確実な連携を確認しながら，適切に運用し
た。
○　電子カルテシステムと医療機器との効率的な情報連携
に向けて，関係者と連携して適切な運用を行った。
○　医療ＤＸの推進については，国の動向を注視しながら，
関係部署と連携し，ＩＣＴ機器の導入などに伴う業務効率化
や職場環境改善に関する事業計画をとりまとめた。

○　整備計画に基づき，中央監視装置周辺機器更新工事
等の大規模工事について，適切な施工管理を図りながら
工期を順守し，安全かつ着実な工事施工に努めた。

事業等の名称 開催回数 事業内容

０機種

３７機種 １３４，３５２千円

０機種

自己資金

年度 区分 機種数 金額

１回

１２回

随時

自己資金 ４１機種 ２１，６７０千円

補 助 金 ０機種 ０千円

６９機種 ４７２，８０８千円

　　財源内訳 起　 　 債 ２８機種 ４５１，１３８千円

４９，０７５千円

補 助 金 ０千円

７５機種 ５４７，００１千円

　　財源内訳 起　 　 債 １７機種 ４９７，９２６千円

９機種 １２１，３８３千円

自己資金 ２８機種 １２，９６９千円

補 助 金 ０機種 ０千円

　　財源内訳 起　 　 債

３２機種 １９６，９９８千円

起　 　 債 １２機種 １９２，１５８千円

自己資金 ２０機種 ４，８４０千円

補 助 金 ０千円

　　財源内訳

５８機種
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別紙１

（単位：百万円）

区         分 予　　算 決　　算 増　　減

収入

営業収益 10,380 10,296 ▲ 84

医業収益 7,157 7,048 ▲ 109

入院収益 5,364 5,255 ▲ 109

外来収益 1,585 1,574 ▲ 11

児童福祉収益 96 105 9

その他医業収益 112 114 2

運営費負担金 2,988 2,988 0

補助金等収益 226 225 ▲ 1

寄附金収益 0 26 26

受託収入 9 9 0

営業外収益 78 88 10

運営費負担金 40 40 0

その他営業外収益 38 48 10

臨時利益 0 0 0

資本収入 251 247 ▲ 4

長期借入金 251 247 ▲ 4

その他収入 300 303 3

その他 300 303 3

収入合計 11,009 10,934 ▲ 75

支出

営業費用 9,888 9,824 ▲ 64

医業費用 9,166 9,047 ▲ 119

給与費 5,414 5,329 ▲ 85

材料費 1,693 1,655 ▲ 38

経　費 2,000 2,005 5

研究研修費 59 58 ▲ 1

一般管理費 283 341 58

給与費 253 291 38

経　費 30 50 20
控除対象外消費税等 375 374 ▲ 1

資産に係る控除対象外消費税等償却 64 62 ▲ 2

営業外費用 62 66 4

財務費用 61 64 3

その他営業外費用 1 2 1

臨時損失 0 0 0

資本支出 1,009 1,004 ▲ 5

建設改良費 251 246 ▲ 5

償還金 758 758 0

その他支出 28 28 0

その他 28 28 0

支出合計 10,987 10,922 ▲ 65

（注１）計数はそれぞれ四捨五入しているため，合計と一致しないものがあります

令和７年度計画の予算・決算
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別紙２

(単位：百万円）

区         分 計　　画 決　　算 増　　減

収入の部 10,795 10,702 ▲ 93

営業収益 10,717 10,614 ▲ 103

医業収益 7,157 7,049 ▲ 108

入院収益 5,364 5,255 ▲ 109

外来収益 1,585 1,574 ▲ 11

児童福祉収益 96 105 9

その他医業収益 112 114 2

運営費負担金収益 2,988 2,988 0

補助金等収益 226 225 ▲ 1

寄附金収益 22 26 4

資産見返運営費負担金戻入 57 57 0

資産見返補助金等戻入 22 22 0

資産見返寄附金等戻入 0 2 2

資産見返物品等受贈額戻入 236 236 0

受託収入 9 9 0

営業外収益 78 88 10

運営費負担金収益 40 40 0

その他営業外収益 38 48 10

臨時利益 0 0 0

支出の部 11,008 11,032 24

営業費用 10,946 10,966 20

医業費用 10,183 10,143 ▲ 40

給与費 5,576 5,541 ▲ 35

材料費 1,693 1,655 ▲ 38

減価償却費 855 884 29

経　費 2,000 2,005 5

研究研修費 59 58 ▲ 1

一般管理費 324 387 63

給与費 262 304 42

減価償却費 32 33 1

経費 30 50 20

控除対象外消費税等 375 374 ▲ 1

資産に係る控除対象外消費税等償却 64 62 ▲ 2

営業外費用 62 66 4

財務費用 61 64 3

その他営業外費用 1 2 1

臨時損失 0 0 0

純損益 ▲ 213 ▲ 330 ▲ 117

（注１）計数はそれぞれ四捨五入しているため，合計と一致しないものがあります

令和７年度計画の収支計画・決算
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別紙３

（単位：百万円）

区          分 計　　画 決　　算 増　　減

資金収入 12,988 12,818 ▲ 170

業務活動による収入 10,458 10,289 ▲ 169

診療業務による収入 7,157 6,959 ▲ 198

運営費負担金収入 3,028 3,027 ▲ 1

補助金等収入 226 227 1

寄付金収入 0 21 21

受託収入 9 8 ▲ 1

その他業務活動による収入 38 38 0

利息の受取額 0 9 9

投資活動による収入 300 303 3

投資有価証券の償還による収入 300 300 0

その他投資活動による収入 0 3 3

財務活動による収入 251 247 ▲ 4

長期借入金による収入 251 247 ▲ 4

前期繰越金 1,979 1,979 0

資金支出 10,987 11,111 124

業務活動による支出 9,950 10,079 129

給与費支出 5,667 5,802 135

材料費支出 1,693 1,684 ▲ 9

その他業務活動による支出 2,529 2,529 0

利息の支払額 61 64 3

投資活動による支出 251 246 ▲ 5

固定資産の取得による支出 251 246 ▲ 5

財務活動による支出 786 786 0

長期借入金の返済による支出 341 341 0

移行前地方債償還債務の償還による支出 417 417 0

リース債務の返済による支出 28 28 0

次期繰越金 2,001 1,707 ▲ 294

（注１）計数はそれぞれ四捨五入しているため，合計と一致しないものがあります

令和７年度計画の資金計画・決算
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№ 診療科名

1 新生児科 ① 　周産期専門医（新生児）３人と新生児科医師３－４人，後期研修医０－１人，計６－８人で，３６５日２４時間の入
院診療を行った。令和７年度も例年どおり，月１回大学病院から当直応援をしていただいた。平日日中の外来診
療は，常勤医６－７人により運営した。各科との連携を要す先天性疾患を持つ新生児の多くは胎児診断される。産
科，新生児科医師のほか，循環器科，外科，心臓血管外科，麻酔科医師と病棟スタッフや臨床心理士，認定遺伝
カウンセラーなどと週に１回カンファランスを行い，出生前から医学的社会的リスクの把握に努めている。早産や
先天性疾患の出生後治療や予後に関して，必要に応じて出生前からご家族に説明している。当施設は宮城県の
周産期医療施設として２－３次医療を請け負っている。先天異常のない早産，多胎は産科外来紹介ないし母体搬
送で対応し，産科クリニックで出生した異常新生児は直接新生児科に救急入院している。

2 新生児科 ② 　入院患者総数(延べ人数)：２５０人
　母体搬送，産科外来紹介からの入院数：１８７例
　院外で出生して新生児搬送された入院数：６２例
　そのほか重症例の迎え搬送：１例
　県外居住者数(延べ人数)：４３例（青森４/秋田１/岩手４/山形４/福島４/栃木１/埼玉３/千葉１/東京６/神奈川１
/大阪１）
　県外居住者は，先天性疾患例の管理・治療目的で東北地方各県から紹介される患者，および里帰り先が宮城
県だった先天性疾患や県内産婦人科に通院し紹介された例を含んでいる。循環器系疾患は県外居住者が多いた
め，毎週ベッドコントロール会議（ＰＩＣＵ，ＮＩＣＵ，３階病棟）を行い入院病棟の調整を行っている。これにより，ＰＩＣ
ＵとＮＩＣＵ間の移動が円滑になっている。
　院外出生児の入院数は県内の新生児医療施設で最も多く，宮城県需要の約５０％を当科で収容した。

3 新生児科 ③ 入院病名の内訳：
　超低出生体重児１８例（出生体重１，０００ｇ未満）
　極低出生体重児１２例（出生体重１，０００-１，４９９g）
　心疾患５１例，脳神経関連疾患１５例，腎泌尿器科疾患１３例，外科関連疾患２８例，染色体異常・多発奇形１５
例，外表奇形１７例，骨関連５例，血液疾患１例　（それぞれ重複含む）

4 新生児科 ④ 高度医療：
　人工換気療７４例，nCPAP/NHF８８例（人工換気との重複含む）
　NO吸入療法１１例，低酸素療法８例，交換輸血０例，低体温療法３例，血液透析０例，腹膜透析１例，血漿交換
０例

5 新生児科 ⑤ 外来診療：
　早産・低出生体重児の成長発達のフォローアップ，予防接種，シナジス/ベイフォータス投与などを中心に行って
いる。症状のない脳奇形の児や産科クリニックからの紹介例の成長発達評価を行い，必要時専門診療科に紹介し
ている。ダウン症や先天性心疾患の児に関しては，入院中から継続して診察しており，外来数が以前よりも著増し
ている。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と連携し，入院中から外来にかけて継続的にリハビリテーションや
摂食指導にも関わっている。早産低出生体重児だけではなく，ダウン症をはじめとする染色体異常症や先天性心
疾患，脳奇形なども対象となった。一方，長期にわたるリハビリが必要となった場合には，従来どおり神経科に管
理を移行している。

6 消化器科 ① 　日本小児栄養消化器肝臓学会認定医を含む小児科専門医４人体制で，数多くの消化器疾患症例に対応してい
る。宮城県内の重症もしくは慢性小児消化器疾患患者の大多数が当院に集中しており，隣県からも多くご紹介い
ただいている。宮城県のみならず東北地方における小児消化器診療の拠点として認知されており，全国的にみて
も消化器疾患症例数の多い施設である。

7 消化器科 ② 　大学病院の小児科・小児外科・消化器内科など，他の高度専門病院からも小児消化器疾患に関して当院に依
頼・転送される件数が増えている。その多くは炎症性腸疾患の難治例，急性肝不全などの重症度の高い症例で，
生物学的製剤，血液浄化療法，外科治療などの高度な専門的医療を実施している。

8 消化器科 ③ 　当院の外科・神経科・血液腫瘍科・循環器科・心臓血管外科などと協力して，外科的消化器疾患の術前後の検
査・治療や，様々な基礎疾患をもつ重症患児における消化器合併症に対する診療を多数行っている。

9 消化器科 ④ 　令和７年度の消化管内視鏡検査は計３１４件（上下部内視鏡・ダブルバルーン小腸内視鏡・カプセル小腸内視
鏡，治療・処置内視鏡）行った。全国的にみても小児の消化管内視鏡検査件数が多い施設である。これに加えて，
肝生検，上部消化管造影，２４時間食道内ｐＨモニタリング，注腸造影など，他科からの依頼も含め，ＰＩＣＣ挿入や
十二指/イレウスチューブを施行している。

10 消化器科 ⑤ 　当院は東北地方における小児消化器診療の拠点病院として認知されており，多くの多施設共同研究や治験，厚
労省研究班・ＡＭＥＤ研究班（炎症性腸疾患，小児期ウイルス性肝炎，小児希少難治性消化管疾患，消化管ポリ
ポーシス），診療ガイドライン・治療指針作成（小児炎症性腸疾患，小児消化器内視鏡，胆道閉鎖症，小児好酸球
性胃腸疾患，消化管ポリポーシス）に関与している。

11 アレルギー科 ① 宮城県のアレルギー疾患医療拠点病院として：
　平成３０年に制定された「アレルギー疾患対策基本法」に基づき，平成３０年に東北大学病院と当院は宮城県の
アレルギー疾患医療拠点病院に指定された。宮城県の小児のアレルギー疾患医療拠点病院の位置づけになって
いる。令和７年度は一般・教育者向けの宮城県アレルギー疾患連携推進事業講習会をＷｅｂで１回，現地開催（当
院愛子ホール）で１回行い，多くの参加者が集まり高評価を得た。東北大学共に宮城県アレルギー総合情報サイ
トのホームページを立ち上げ，県民への啓発活動を行うとともに，アレルギー診療相談窓口も開設して相談に対し
て回答している。（http://www.rm.med.tohoku.ac.jp/allergy/index.html）
　また，令和６年に発足した宮城県アレルギー疾患医療連絡協議会に三浦と堀野が委員として参画し，宮城県ア
レルギー疾患対策推進計画の策定に協力している。

令和７年度業務実績等報告に係るアピールポイント　【診療部】

業務実績（アピールポイント）

別表１

［別表１］　1/8



№ 診療科名 業務実績（アピールポイント）

12 アレルギー科 ② 診療体制：
　日本アレルギー学会認定の指導医１人＋専門医2人を含むスタッフ（医師）５人に加え，小児アレルギーエデュ
ケーター（看護師３人，管理栄養士１人）と協力して，多職種協働で小児アレルギー疾患全般の診療にあたってい
る。

13 アレルギー科 ③ 学会認定教育正施設として：
　日本アレルギー学会認定（小児科）のアレルギー専門医教育正施設として可能な限り研修志望者を受け入れ，
アレルギー学会認定専門医取得に向けて教育をしている。

14 アレルギー科 ④ 食物アレルギーの診療について：
　食物経口負荷試験（１日の入院枠は最大８人）は，県内外から１，１４２件施行した。（全国でも有数の実施数で
あった）。近隣の患者は軽症から，県外や専門医在籍施設からは最重症例まで受け入れている。
　患者の状況に応じた細やかな対応を行っており，安全に配慮した食物アレルギー管理を実施している。食物アレ
ルギーの難治例に対して経口免疫療法（３４２人）を積極的に行っており，県内外からの紹介患者を受け入れてい
る。令和７年度は１５例に導入した。これらの治療で，多くの食物アレルギー患者が，アレルギーで食べられなかっ
た食物を食べられるようになっている。

15 アレルギー科 ⑤ 学術活動への取組：
　主要な関連学会（日本アレルギー学会，日本小児アレルギー学会，日本小児臨床アレルギー学会など）に積極
的に参加し，精力的に論文，演題発表，シンポジスト，セミナー講師等を行っている（英文誌：２編投稿準備中，和
文誌：４編）。
　堀野が食物アレルギー診療ガイドライン２０２６作成委員として執筆に参加している。

16 アレルギー科 ⑥ 共同研究，治験への参画：
［共同研究］
（1）「AMED卵黄食物蛋白誘発胃腸炎（FPIES）重症化予防のための管理方法の確立」に研究分担者として参画し
ている。
（2）「AMEDナッツ類アレルギーの診断精度向上のための新規アレルゲンコンポーネントの開発」に研究分担者とし
て参画している。
（3）「AMED新規開発誤嚥リスク低減離乳食によるピーナッツ・ナッツ類アレルギー予防研究」に参画している。

17 リウマチ
・感染症科

① 　宮城県内の小児リウマチ性疾患患者のほとんどが当院に集約されており，隣県からも紹介されてくる。日本小児
リウマチ学会の理事は東北地方では当院の１人のみであり，宮城県のみならず東北地方における小児リウマチ性
疾患診療の拠点として認知されている。
　令和７年度，リウマチ外来には，６７例のリウマチ性疾患（疑いを含む）の患者紹介があった。そのうち４例（６％）
が他県からの症例であった。

18 リウマチ
・感染症科

② 　以前より継続している，「２歳以上１８歳未満の若年性特発性関節炎患者を対象としたバリシチニブの安全性及
び有効性を評価する二重盲検無作為化プラセボ対象治療中止試験」（多施設共同）の治験において，１例が継続
した。

19 リウマチ
・感染症科

③ 　厚生労働科学研究費補助金 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 「移行期ＪＩＡを中心としたリウマチ性疾患にお
ける患者の層別化に基づいた生物学的製剤等の適正使用に資する研究」における移行期ＳＬＥ分科会にて，小児
ＳＬＥ診療ガイドラインの作成に携わった。

20 リウマチ
・感染症科

④ 　小児リウマチ性疾患における治療は，生物学的製剤や免疫抑制剤などを用いることが多く，専門的管理が必要
である。合併症として起こり得る感染症についても，感染症を専門とするスタッフがいることでその管理が高度なレ
ベルで可能になっている。

21 リウマチ
・感染症科

⑤ 　小児感染症専門医が勤務している病院は宮城県では当科のみであり，当科で研修を行った後期研修医と学生
に対して，小児感染症診療についての講義を行うとともに細菌検査室での実習も行い，若手医師と学生に対する
教育的活動を行った。また，感染症に関する講演やセミナーの講師を行い，小児感染症の教育に関与した。

22 リウマチ
・感染症科

⑥ 　感染管理室，ＩＣＴ（Infection control team），ＡＳＴ（Antimicrobial Stewardship Team）として毎週の病棟環境ラウ
ンドを行うなど，感染管理業務に従事するとともに，抗菌薬適正使用に関する活動にも力を入れ，ＡＳＴミーティン
グを１年間通して開催した。

23 リウマチ
・感染症科

⑦ 　院内の感染症診療に関して，日本小児感染症学会小児感染症指導医が年間約３６０例のコンサルトを受け診療
をした。また院外からの感染症診療コンサルトにも適宜対応した。

24 リウマチ
・感染症科

⑧ 　日本小児科学会宮城地方会ＲＳウイルス感染対策班として，宮城県におけるＲＳウイルス感染症のモノクローナ
ル抗体の投与計画の発案などに中心的な役割を担っている。

25 リウマチ
・感染症科

⑨ 　宮城県の小児結核診療の中心となり，実際の結核発症患者の全例，多くの潜在結核患者の対応を行っている。
また，仙台市のBCG接種を個別化するにあたり，副反応対応に関して中心的な役割を担っている。

26 リウマチ
・感染症科

⑩ 　先天性トキソプラズマ感染症に対する治療薬や無症候性先天性に対する治療薬の重要な治験に参加しており，
先天感染症の実際の症例に関しては宮城県外からも患者が紹介されている。

27 腎臓内科 ① 腎炎，ネフローゼの治療について：
　１２件の全身麻酔下の腎生検を施行しており，腎炎，ネフローゼに対してしっかりした治療が可能である。

28 腎臓内科 ② 急性血液浄化について：
　年間19件の急性血液浄化（持続血液濾過/透析，血漿交換，白血球/顆粒球除去）を行っており，迅速な対応が
可能である。
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29 腎臓内科 ③ 学校検尿について：
　検尿異常者について，学校検尿２３件，３歳半検尿１２件の紹介があり，その状態に応じた対応を行った。仙台
市学校検尿及び３歳検尿の３次精密検査施設になっている。

30 腎臓内科 ④ 慢性腎不全について：
　小児腹膜透析の施行が可能であり，２人施行中である。また，保存期腎不全症例についても投薬，食事などの
指導を行っている。

31 血液腫瘍科 ① 小児がん診療について：
　令和７年度も希少疾患である小児がんを多数診療した。新規患者は急性リンパ性白血病４人，急性骨髄性白血
病１人，悪性リンパ腫１人，ランゲルハンス細胞組織球症(ＬＣＨ)１人であった。また急性リンパ性白血病再発例を
２人，急性骨髄性白血病再発例を１人経験した。東北大学病院とは密に連携し，特に小児科血液グループとは月
１回のＷｅｂカンファランスを定期的に実施している。またキメラ抗原受容体Ｔ(ＣＡＲ-Ｔ)細胞療法について令和７年
度は，当科から東北大学小児科への依頼例はなかった。小児がん患者の入院は長期（６か月以上）になることが
多く，拓桃支援学校の先生方や成育支援局スタッフ（保育士，チャイルド・ライフ・スペシャリスト，子ども療養支援
士，臨床心理士，ソーシャルワーカーなど）との連携を大切にしながらチーム医療を実践している。当科は１５歳の
小児領域にとらわれず，高校生を含む思春期および若年成人(ＡＹＡ)世代の小児がん診療も積極的に行ってい
る。令和７年度も，長期入院中の高校生に対する教育支援として，宮城県教育庁医教連携コーディネーターの先
生との連携も行われた。

32 血液腫瘍科 ② 非腫瘍性血液疾患について：
　非腫瘍性の血液・免疫疾患を幅広く診療している。令和７年度血液疾患の入院は，免疫性血小板減少性紫斑病
のべ２２人，遺伝性球状赤血球症および22q11.2欠失症候群等の診断，治療や検査への対応などであった。また，
当科は日本血栓止血学会より東北地方の小児診療施設で唯一，血友病ブロック拠点病院に認定されている。血
友病診療は専門外来を設け，広く県内外から４３人が通院しており，令和７年度は３人の新患を受け入れた。自己
注射トレーニング，遺伝カウンセリングや夏休みを利用した勉強会など，血友病患児とその家族への包括的医療
の提供を行っている。令和７年度も年１回の勉強会を現地とオンラインとのハイブリッド形式で実施した。

33 血液腫瘍科 ③ 造血幹細胞移植療法について：
　当科は積極的に造血幹細胞移植を実施してきており，令和８年３月末までに１０１人の移植実績がある。令和７
年度は２人の造血幹細胞移植（非血縁者間骨髄移植，非血縁者間臍帯血移植，それぞれ１人）を実施し，当科開
設以来の移植件数が１００を越えた。移植を終え退院した患児に対しては，専門外来として造血幹細胞移植後フォ
ローアップ外来を設け，造血細胞移植学会の指定研修を受けた看護師も参加し，きめ細かい外来診療を継続して
いる。日本骨髄バンクの骨髄採取認定施設としてのバンクドナー骨髄採取はこれまで累計２２人に実施している。
令和７年度は０人であった。

34 血液腫瘍科 ④ 臨床研究について：
　当科は小児白血病研究会（ＪＡＣＬＳ），日本小児がん研究グループ（ＪＣＣＧ）参加施設として小児白血病・リンパ
腫および神経芽腫の多施設共同臨床研究に多数参加している。令和７年度は国内の学術集会および研究会等
で，計１７回の筆頭演者としての研究発表を行い，血液腫瘍科領域における疾患病態や病因解析の共同研究で
は，筆頭著者８編を含む１３編の総説や原著論文報告を行った。

35 血液腫瘍科 ⑤ 教育について：
　令和７年度も東北大学医学部の５-６年次学生，東北医科薬科大学医学部５年生を受け入れて教育活動も実施
し，東北医科薬科大学医学部３年生，宮城学院女子大学教育学部教育学科，仙台赤門短期大学看護学科へ小
児血液学および小児腫瘍学の講義を実施した。また，当院は日本血液学会認定研修施設，日本小児血液・がん
専門医研修認定施設，日本造血細胞移植学会認定の非血縁者間移植施設，日本がん治療認定医機構認定研修
施設であり，専門研修の教育環境が整っている。

36 循環器科 ① 　リカバリールームは昨年同様質の高い医療の提供が見込まれる。県内はもとより，近年増加の著しい他県から
の紹介，依頼に応えられるよう，搬送体制の整備（救急車両による患者のピックアップ等），連絡網（相談窓口開設
等）も含め，総合的に診療体制の充実を図ることを進めていく方針である。

37 循環器科 ② 　外来患者数は当面現状維持となる見込みである。循環器疾患においても在宅呼吸管理など入院管理から在宅
管理への移行を積極的に行っており，外来管理の比重が増大している。急患に対しては２４時間体制の対応を
行っている。成人期管理への移行については中学生くらいから患者や家族に働きかけ，高校生になるとアンケート
を行い患者さんの自立に向けた準備体制を確認し，東北大学病院と連携して１８才になると大学へ紹介をするシ
ステムをとっている。移行が順調に進んでおり，年長児の外来は増加傾向が緩やかになった。移行専門外来を増
設して移行期の患児に十分な時間をとって教育，指導を行っている。

38 循環器科 ③ 　入院患者管理のうち，県外より紹介の患者さんは，カテーテル治療の依頼中心となっており，PＩＣＵ入室患者数
は当面増加は見込めない。産科の協力を得て胎児エコーを機に集中治療科と協力して積極的な高度医療の導入
を図り，早期の人工呼吸器からの離脱とnasal highflowを利用した一般病棟への早期移床を進めている。一般病
棟ではPＩＣＵが満床で入室できない時にも重症患者に対応できるようなレベルアップを図っており，nasal highflow,
窒素吸入療法は日常的に行うようになった。頻繁に評価している心エコー画像の確認をふくめて，一日朝夕２度病
棟のミーテイング，月水金の昼に画像中心のカンファランスを行い，検査評価，治療方針の調整をスタッフ全員で
確認，重症患者の情報共有を徹底して行っている。

39 循環器科 ④ 　エコー検査は当科の患者のみならず，心臓血管外科手術中の術中経食道エコー検査やＮＩＣＵ，PＩＣＵの患者，
一般病棟の他科の患者，産科の胎児エコー等で多数施行している。胎児心エコー検査はコンスタントに年間１００
例を超えるようになり，日本胎児心臓病学会より胎児心臓超音波検査専門施設に認定されている（東北で２か
所）。全国の病院とウェブシステムを利用して宮城県立こども病院胎児紹介症例のフィードバックを毎月行ってい
る。このような活動の成果として先天性心疾患の胎児診断率は約国内トップクラスを維持している。心臓カテーテ
ル検査は年間３００件を超え，特にカテーテル治療は東北唯一の小児device治療認定施設となっており，当科の
大きな特徴の一つであり，低侵襲治療が注目される近年他県からの依頼が増加していたが，検査から治療へシフ
トを進めたい。
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40 循環器科 ⑤ 　小児循環器病修練施設として，レジデントの育成ほか，学年２回の東北地区小児循環器病の地方会を主導し，
日本小児循環器学会，日本胎児心臓病学会，日本小児インターベンション学会等で積極的に発表，座長，教育講
演で参加している。また県内小児循環器間で連携をとり，webを介して毎月大学との症例検討カンファランス，年１
回のグループでの年末総括開催，相互の連携を確認，経験の共有を図っている。基礎研究としては，東北大小児
科での遺伝子研究や東北加齢医学研究所の凝固因子の研究に協力している。東北では成人も含め認定施設が
ないdevice 成人領域で導入が進められている，ハーモニー（ヴァルブ付きステント）の使用認定を目標としたいと
考えている。

41 神経科 ① 学術活動への取組：
　毎年，日本小児神経学会や日本てんかん学会などに演題を発表している。２０２５年度は英文原著論文４編が査
読付き国際学術誌に掲載された。

42 神経科 ② 外来診療：
　外来新患患者数は，３２６人であった。年間外来受診患者延人数は，１３，９３５人であり，１日平均約５８人が受
診した。頭痛・痙攣・めまい等から発達遅滞，脳性麻痺，摂食障害，末梢神経障害，急性脳症後遺症，広汎性発達
障害 が多く見られ，希少難病の紹介もある。精査・治療とともに，必要に応じて外来でのリハビリテーションを行っ
た。脳波，誘発電位，末梢神経伝導速度，針筋電図，筋生検，脳波ビデオモニタリング，２４時間ｐＨモニタリングな
どを検査科の協力で実施した。小児神経学会・日本てんかん学会の認定研修施設となっている。

43 神経科 ③ 入院診療：
　年間延べ入院患者数は，１０，０１５人であった。急性脳症・痙攣重積等の急性期疾患とともに，在宅療養中の重
症心身障害児の体調不良時対応が多く，他診療科との協力体制のもとに診療を行った。また，急性脳症後遺症・
脳梗塞後遺症等の患者について，そのまま慢性期リハへスムーズに移行が可能な環境を提供することができた。
　また，痙直型脳性麻痺のエビデンスのある治療法とされている，選択的根切除術(ＳＤＲ)を当院にても脳神経外
科，整形外科，リハビリテーション科，リハビリテーション部，検査部，神経科の連携により実施しており，今後も増
加予定である。

44 神経科 ④ 入院による療育：
　県内の他施設では見られないユニークなサービスとして，乳幼児期の発達遅滞・中途障害・摂食障害・脳性麻痺
患者を対象とした「親子入院」を実施している。今年度の入院は２２組であった。 これは医療型障害児入所施設と
してのメリットを生かした約２か月間の親子による入院で，多職種によるリハビリ・保育・ペアレントトレーニングを介
して，家族の療育への意識を高める，退院後の地域での連携機能を調整する，患児の機能改善を図るうえで，大
切な役割を担っている。療育のアウトカムを明らかにすべく，ＣＯＰＭ， ＰＳＩなどの評価尺度を導入して評価を進め
ている。

45 外科 ① 手術件数：
　当院は，宮城県，東北地方の日本小児外科学会認定施設の中核を担う施設であり，令和７年１月１日から令和
７年１２月３１日までの１年間の入院数３１６例と東北大学小児外科関連施設で有数の診療実績を保っている。東
北地方の小児外科施設の中で最もアクティブな診療を行っている施設の一つであった。手術件数も外科系臨床学
会データベース（ＮＣＤ)登録件数２６６例で，うち内視鏡手術が３７件と低侵襲手術の導入も順調だった。手術の内
容としても，新生児外科，呼吸器系・消化器系・泌尿生殖器系の小児外科疾患をほぼ網羅しており，消化器系希
少疾患への対応も積極的に行ってきた。

46 外科 ② コラボレーション：
　当科が治療する疾患は多岐にわたるため，様々な診療科との協力が不可欠である。新生児外科的疾患は言う
に及ばず，炎症性腸疾患，腸管不全などは総合診療科（消化器）と，総排泄腔遺残・総排泄腔外反症・二分脊椎
の治療については泌尿器科や脳神経外科と，縦隔腫瘍・気管気管支軟化症などの胸部疾患については循環器
科・心臓血管外科・形成外科等と，腫瘍系の疾患については血液腫瘍科と協力してきた。神経内科とは重症心身
障害児（者）の気道系・消化器系疾患に関して協力体制を保っており，集中治療科とも随時連携している。県内外
の小児外科関連機関からの紹介患者への対応も積極的に行っている。また，東北大学小児外科とは患者受け入
れ調整や，Ｗｅｂを介しての症例検討も定期的に行うことで相互の交流を緊密に行っている。

47 外科 ③ 各種管理：
（ア）【排便管理】消化器科とも協力して内科的治療を進めているが，投薬治療などでは効果が得られない場合に
は，各種洗腸法による管理を積極的に行っている。ペリスティーン洗腸システムは，当院導入後はシステム利用者
は増え続けており，高いＱＯＬが得られている。
（イ）【栄養管理】栄養サポートチーム（ＮＳＴ）の枠組みの中，栄養管理部，薬剤部と協力して経腸・静脈栄養管理
を積極的に行っている。特に，腸管不全症例への静脈栄養，経管栄養管理については新規脂肪乳剤の臨床研究
や，院内調剤の微量元素製剤やＧＬＰ-２アナログ製剤（テデュグルチド）での治療も実施している。今後も退院後，
外来・在宅を含めた継続的な管理の充実を図っていく。
（ウ）【気道管理】新生児科・神経科との協力の下，気管切開や誤嚥防止手術症例，および気管軟化症患児の内
視鏡検査を含めた気道管理を行っている。

48 外科 ④ 学術研究：
　小児外科学会，関連研究会での口演を行ってきた。また胆道閉鎖症全国登録事業を始め，いくつかの多施設共
同研究や小児期発症の希少難治性肝胆膵疾患に関する厚生労働科学研究にも参加し，臨床研究を通じた小児
医療の発展に寄与している。

49 心臓血管外科 ① 　心臓血管外科総手術数が約１２７例，ここ数年来山形県をはじめとする県外からの紹介患者数が全体の２５％
程度を占め安定して紹介されるようになってきたが東北地区の加速する少子化を背景に紹介患者数も減少傾向
にある事は懸念事項である。早期死亡（術後３０日死亡）は０例，病院死亡１例の手術成績であった。
　県内の出生数から先天性心疾患の発生率を試算すると約１２０例となり，手術が必要な患児は当施設の行った
数と同等かそれ以下と推察される。例年仙台日赤新生児科の依頼により動脈管手術２例を出張手術として行って
おり，県内における当科の役割は重要であると考える。県外からも患児を積極的に受け入れる方針の中，隣県の
基幹病院への出張手術支援も実施しており東北唯一の小児医療専門施設として中心的役割を果たしている。
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50 心臓血管外科 ② 学術活動においても積極的に参加，積極的に発表しており計１２題の発表を行った。特に国内関連学会（日本小
児循環器学会，日本胸部外科学会，日本心臓血管外科学会）で7題の演題を発表し，その他の地方会，研究会で
5題の発表を行った。

51 心臓血管外科 ③ 　令和元年より東北地区から若手心臓血管外科医師を受け入れており当院で研鑽を積み同時にスタッフのマンパ
ワーとして寄与しており今後も人事交流を持続していく方針である。また，令和４年度からの新専門医制度の改変
に向けて東北地区の４大学および１病院と連携契約を締結している。さらに令和７年度から募集開始予定の
visiting fellow 制度を活用し循環器センターの修練医として今後も全国の小児心臓血管外科を志す若手医師を積
極的に受け入れ教育的病院としての場を提供していき，全国的に困窮しつつある次世代の担い手を育てていく方
針である。

52 脳神経外科 ① 　東北地方唯一の小児神経外科を標榜。脳神経外科専門医／指導医・小児神経外科認定医/神経内視鏡技術認
定医を標榜する医師が常勤し，東北地方の小児神経外科治療を一手に担い治療困難患者を受け入れて手術を
中心とした治療を行っている。

53 脳神経外科 ② 　手術数，外来新患数は概ね目標を達成し，手術成績も良好であった。東北地方で唯一当科で行なっている痙性
麻痺に対する手術治療は対象患者が増加し手術実績が向上した。また，神経科，整形外科，リハビリ科等関連各
科と連携し術後のリハビリテーションに伴う療養入院実績の向上に寄与した。

54 脳神経外科 ③ 　診療の実績，成績の外部への周知のため積極的に学会発表（脳神経外科学会総会，小児神経外科学会総会，Ｉ
ＳＰＮなど），論文発表，セミナー講演・講演会活動を行い，高い評価を得ている。また，東北大学，東北医科薬科
大学での学生講義，学生実習に対応し，脳神経外科レジデントを受け入れ，医学教育，脳神経外科専門教育に寄
与している.

55 整形外科 ① 小児整形外科疾患への治療：
　小児整形外科としての本来業務ではあるが，宮城県だけでなく東北地方唯一の小児病院として各地の医院・病
院からの紹介要請に応えてきた。
　保存的治療が主となるものの，先天性股関節脱臼，筋性斜頸，先天性内反足の紹介が増加している。
　また，軟骨無形成症や骨形成不全症など希少疾患である骨系統疾患への治療が行える全国的にも数少ない診
療科である。
　さらに小児に対して創外固定器を用いた骨延長術並びにその応用としての四肢変形矯正手術は高度な技術が
必要となるが，積極的に診療に用いており，当診療科を象徴する技術であると自負している。
　平成３０年度から小児運動器疾患指導管理料が算定できるようになり，当科の本来業務を適正に評価できる指
標と考えられる。
　今年度の小児運動器疾患指導管理料算定延べ件数は, 1,937件（R６年：１，８９６件，R５年：１，７９９件，R４年：
１，６３２件，R３年：１，２４８件）で，整形外科手術件数は１３６件（R６年：１２８件，R５年：１２５件，R４年：１２４件，R
３年：１２６件，R２年：１１０件，R元年：１１６件）であった。

56 整形外科 ② 旧肢体不自由児施設としての補装具外来：
　宮城県の１８歳未満の障害児に対しての補装具作成が可能なのは当院のみで，これは旧肢体不自由児施設か
らの独占的業務であり，県民からの期待も高い。
　さらに宮城県内にとどまらず東北５県，北関東からも障害児を受け入れており，東日本を代表する病院として福
祉サービスを担ってきた。
　装具外来は多数の受診希望のため混雑しているが，希望に応えられるよう関連スタッフとしっかりと対応していき
たい。
　今年度の補装具作成数は総数１，１１２件（R６年：１，２７６件，R５年：１，２７０件，R４年：１，２８５件，R３年：１，１
０４件，R２年：１，１６３件，R元年：１，２９４件），うち補装具意見書731件（R６年：９００件，R５年：８５３件，R４年：９
０７件，R３年：７３２件，R２年：７８８件，R３年：９２２件）および治療用装具診断書381件（R６年：３７６件，R５年：４１
７件，R４年：３７８件，R３年：３６９件，R２年：３７５件，R元年：３７２件）であった。

57 整形外科 ③ 痙縮に対するボトックス治療：
　脳性麻痺などによる痙縮に対してボツリヌストキシン治療は保存療法と手術療法の中間的な位置付けとなる比
較的新しい治療法である。小児に対して行っている医療機関は少なく，とくに筋腱に専門的知識の豊富な当科へ
の期待は大きいものと自負している。
　今年度は延べ８９件（R６年：１２３件，R５年：１０２件，R４年：１１０件，R３年：１００件，R２年：８９件，R元年：８５
件），投与バイアル数は５０単位が45バイアル（R６年：５９バイアル，R５年：４９バイアル，R４年：５２バイアル，R３
年：３３バイアル，R２年：４２バイアル，R元年：３６バイアル），１００単位が79バイアル（R６年：９６バイアル，R５年：
８５バイアル，R４年：１３０バイアル，R３年：８９バイアル，R２年：７２バイアル，R元年：８２バイアル）であった。

58 整形外科 ④ 学術活動への取組：
　小児整形および小児リハを専門に診療し，各地の医師から信頼され多くの紹介を受け入れているが，そのような
期待への回答のひとつとして，学術活動を通したわれわれの経験のフィードバックを積極的に行ってきた。日本整
形外科学会や日本リハビリテーション学会，日本小児整形外科学会など日本を代表する学会への報告・講演・執
筆依頼などを行った。
　今年度は，論文・執筆が４編（R６年：９編，R５年：３編，R４年：１０編，R３年：７編，R２年：６編，R元年：７編），学
会報告が１１回（R６年：１３回，R５年：１８回，R４年：１６回，R３年：２０回，R２年：１７回，R元年：１４回），講演が８
回（R６年：１２回，R５年：８回，R４年：６回，R３年：４回，R２年：２回，R元年：８回）であった。

59 形成外科 ① 　小児の形成外科的疾患のほとんどに対し，標準的な治療を行うことができる。

60 形成外科 ② 　脳神経外科や歯科口腔外科・矯正歯科と協力し頭蓋額顔面の先天異常疾患の治療にあたっている。

61 形成外科 ③ 　さまざまな科と協力しながら，先天性心疾患や神経疾患などの合併症を有する小児に対して形成手術を行って
いる。

62 泌尿器科 ① 　常勤医４人，東北大学泌尿器科から派遣される後期研修医１人の計５人で診療にあたった。常勤医の３人は日
本小児泌尿器科学会認定医の資格を有しており，稀少疾患を含めた小児泌尿器科疾患全般への対応が可能で
ある。
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63 泌尿器科 ② 　新規患者のおよそ4割は東北地方を中心とした宮城県外からの紹介であり，その大半は外科手術を目的として
いる。当院は東北地方における小児泌尿器科診療の中枢といって過言ではなく，今後も同様の位置づけになると
考えている。

64 泌尿器科 ③ 　日本泌尿器科学会専門医を取得するための基幹教育施設として認定されており，東北大学からの後期研修医
の育成に貢献している。令和７年度は５人の後期研修医を指導した。また学生教育にも熱心に取り組んでおり，東
北大学，東北医科薬科大学からの臨床修練の学生を十数人受け入れた。

65 泌尿器科 ④ 　令和７年度の手術件数は250件であり、例年と同様だった。停留精巣手術などの小手術の割合が減少した一
方、尿道下裂形成を主とする高難易度の外性器形成手術は年間およそ５０件と増加した。総排泄腔症などの稀少
で手術難易度の高い疾患はおもに外科，ケースにより形成外科，脳外科と協力して治療にあたっている。

66 泌尿器科 ⑤ 　二分脊椎患者の排尿管理に力を入れている。東北全域より患者紹介があり，間欠導尿管理を行っているケース
は１５０例を超える。遠方の場合は地域の医療機関と連携して診療にあたっている。生涯にわたり通院が必要な
ケースが多く，成人メインの医療機関へのスムーズな移行に尽力している。令和7年度には多数の医療機関に対
して患者受け入れに関するアンケート調査を行い，患者移行先の選定や整理を行った。

67 産科 ① 　東北大学病院，仙台赤十字病院とならんで宮城県の周産期医療における３次施設として，胎児疾患を中心に多
胎，早産，妊娠高血圧症候群などのハイリスク妊娠・分娩を取り扱っている。２０２５年度の母体救急搬送の受入
数は５１件であった。救急車以外でも緊急入院の受け入れを多数行ってきた。ＭＦＩＣＵを６床有しており３６５日，２
４時間体制で産科医師が常駐，３対１看護で重症患者に対応している。また，当院の位置する仙台市西部地域は
分娩施設が少ないため，地域のニーズにこたえてローリスクの分娩も積極的に受け入れている。県内産婦人科施
設へ働きかけて希望者の紹介をお願いした効果もあって，分娩数が著減している昨今において，２０２５年度の分
娩数は２７３件と前年度より増加した。そのうち双胎の分娩は１９件であった。

68 産科 ② 　東北地方唯一の小児専門病院における産科として，ハイリスク妊娠を含めた妊娠分娩管理，胎児疾患や双胎の
周産期管理，胎児治療，出生前診断，遺伝カウンセリングなどを行っている。特に高度で専門的な胎児診断（胎児
超音波検査，胎児ＣＴ，胎児ＭＲＩ，染色体検査，遺伝子検査など）が特徴的で，絨毛生検，非侵襲性出生前遺伝
学的検査（ＮＩＰＴ），コンバインド検査，胎児遺伝子検査など近年ニーズが高まっている遺伝学的検査も積極的に
行っている。ＮＩＰＴの際には十分に時間をとって夫婦へカウンセリングを行い十分に理解し納得していただいたう
えで検査を行っている。２０２５年度の実績はＮＩＰＴに関する遺伝カウンセリング ２３９件(前年度 １５３件)であり，そ
のうちＮＩＰＴ検査を実施したのは２３６件(前年度 １４２件)であった。ＮＩＰＴに関しては検査会社を変更して検査費用
を大幅に減らすことができたことに伴い患者負担は１７０，０００円から１２０，０００円へ減らしたにもかかわらず，
収入であるカウンセリング料は１件当たり３０，０００円から７８，０００円程度へ増加し増収源となっている。羊水検
査 ３８件(前年度 ３３件)，絨毛生検１件, 死産絨毛染色体検査 ５件(前年度 ８件)であった。胎児異常症例の紹介
は１９１例あった。今年度から胎児ドックを開始し，妊娠初期，中期，後期の精密超音波検査を提供している。

69 産科 ③ 　当院は多くの胎児異常症例の紹介を受け入れているため子宮内胎児死亡を含む死産，妊娠中期の人工妊娠中
絶，新生児の看取りなどにも対応している。２０２５年度は３２人の「お子さん」がそのような状況で産科病棟から祈
りの部屋をとおって退院となった。このような流死産，新生児死亡のご両親の心のケアにも産科スタッフ一同積極
的に取り組んでいる。児との別れを経験した妊婦，家族は同じ病院に来るのはつらく，次回妊娠時は他施設を受
診することが多いが，次回も当院での分娩を希望されるご夫婦が非常に多い。これは当院のグリーフケアへの取
り組みの成果の表れと考えられる。

70 産科 ④ 　胎児治療を行っている施設は東北で唯一といってよい状況で東北地方全体から患者を受け入れている。２０２５
年度は胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術 ６件，無心体に対するラジオ波焼灼術 １件，胎児胸水に対する胸
腔-羊水腔シャント １例（２回施行），胎児輸血 １件を行った。胎児治療の適応となるのは無治療では胎児死亡や
新生児死亡の可能性が高い症例であるが，多くの症例で治療は奏効して生児を得ることができた。

71 歯科口腔外
科・矯正歯科

① 　全身疾患（心疾患，腎疾患，免疫疾患等）を有する小児に対する定期的口腔ケアおよび必要に応じて歯科治療
を行っている。さらに一般歯科医院や当院発達診療科，神経科などから紹介される外来治療困難患者（自閉症，
発達遅滞，歯科治療恐怖症，脳性麻痺等）に対しても定期的口腔ケアを行っている。また必要に応じて全身麻酔
下での一括歯科治療（年間約５０例）を行い心理的，身体的に負担をかけない良好な口腔内環境の確立を図って
いる。年間の新患数は３０１人，延外来患者数は８,１８８人，全身麻酔下の手術件数は１００例であった。

72 歯科口腔外
科・矯正歯科

② 　当院血液腫瘍科と連携し，入院中の小児がん患者に対する定期的口腔ケアや骨髄移植手術に対する周術期口
腔管理を徹底して行うことで口腔内環境の増悪を未然に防ぐことに大きく貢献している。また形成外科の顎顔面領
域（口蓋形成術，顎裂部腸骨骨移植術等）での手術や心臓外科の手術に対する周術期口腔ケア管理も行ってい
る。

73 歯科口腔外
科・矯正歯科

③ 　小児に多い口腔外科疾患（過剰埋伏歯，小帯異常，粘液嚢胞等）に対する口腔外科手術を年間約５０例行って
いる。

74 歯科口腔外
科・矯正歯科

④ 　東北大学歯科顎口腔外科および形成外科と連携し顎変形症に対する外科的矯正治療を行っている。また一般
的な不正咬合に対する矯正治療はもとより，多数歯埋伏や重度叢生など複雑な問題を抱えた不正咬合に対しても
インプラント矯正を含めた高度な矯正歯科治療にて対応している。

75 リハビリテー
ション科

① リハビリテーション：
　脳性麻痺や脳炎・脳症後などの痙性麻痺や二分脊椎などの弛緩性麻痺，外科系疾患の術後，血液腫瘍・循環
器・消化器疾患などに対するリハビリテーションを行っており，療法士，各分野医師と情報共有しながらすすめてき
た。入院・外来患者のリハビリテーションカンファランスを行い，治療内容，リハビリテーション実施状況，リハビリ
テーション実施における確認基準などリスク等確認してきた。また、緩徐進行性の神経・筋疾患に対するロボットリ
ハビリテーションの導入に向けて、機器のデモ・情報収集をすすめている。
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76 リハビリテー
ション科

② 選択的脊髄後根切断術：
　２０２３年より脳性麻痺などの痙性麻痺に対する選択的脊髄後根切断術を導入し，当科で術前評価，術中筋電
図と下肢触診から切断高位・切断割合の決定を行い，術後訓練をすすめてきた。手術は脳神経外科により行わ
れ，リハビリテーション発達支援部・臨床検査技師・看護師など様々な職種によるチーム医療を行い，カンファラン
スを行い慎重にすすめてきた。令和７年度に１４例施行し，２０２３年開始時より計２３例施行した。痙縮の改善が
みられ，運動機能の改善が得られてきている。

77 リハビリテー
ション科

③ 装具療法・外来診療・ボトックス治療：
　障害児に対する日常生活向上のための補装具作成と，治療を目的とした治療用装具作成を行っており，今年度
の補装具作成総数は１，１１２件（補装具意見書７３１件および治療用装具診断書３８１件）であった。体幹装具，上
下肢装具，義肢，座位保持装置，車いす，座位保持いす，立位保持装具，歩行器などを作成している。外来診療，
痙縮に対するボツリヌストキシン療法８９件等，整形外科と共同で施行している。

78 発達診療科 ① 　かかりつけ医院との連携診療システムを発足することで，需要過多の発達障害診療に関する，医療要否の評価
も含めた階層的アプローチ体制の構築及び，初期医療現場への発達障害診療の慣化を進めている。

79 発達診療科 ② 　上記により，従来のように医療的治療必要性の評価無に新患を引き受ける体制ではなくなったことや，紹介元を
連携同意頂いた医院に限定したことから新患数が減少した反面，複雑性ＰＴＳＤを始めとした虐待連鎖や親子例，
環境要因の強い重度ケース等，クリニックや療育施設ではカバーできないような専門性治療を要するケースに対し
て治療時間を費やすことが可能となった。また新患数は減少したものの，待機時間は１か月以内となっている。

80 発達診療科 ③ 　仙台市発達障害者支援センターアーチルや仙台市委託機関である自閉症ピアリンクセンターココネットとの連
絡・ケース共有等を密に行うことで，教育や療育に関する専門介入機関との連携を取り，医療も含めた地域包括
的なフォロー体制の構築を進めている。

81 発達診療科 ④ 　上記の体制に更に対話型のアプローチを導入することによって，児本人のみならず，同胞や養育者，親戚を含
めた家族全体のフォローが可能となった。それは家族個々の診療の場合もあれば，一同が会して家族全体が参
加する形で，その関係性に対する働きかけの場合もある。そしてそれは家族に留まらず関係者一同が双方向的，
対等に関わるスタイルにも広がっている。

82 発達診療科 ⑤ 　宮城県に於けるこどもの心の専門医研修施設群の１つであり，かつ当科は県内では少ない，小児科医のこども
の心専門医機構認定こどもの心専門医・指導医が常勤している。こどもの心の専門医志望医は２０２５年の制度
改正以降研修施設でのトレーニングが必須となるため，小児神経科医のみならず児童精神科医や小児心身症専
門医等のトレーニングの場となりうる土台が構築されている。

83 放射線科 ① 　各診療科からの要請に応じ，時間外・臨時の緊急画像検査（超音波，ＣＴ，ＭＲＩなど）に可能な限り対応した。

84 麻酔科 ① 　令和７年度は前年とほぼ同様の麻酔管理件数となった。一方，令和５年度の麻酔科医１人の定年退職に伴う減
員により，手術室外の鎮静業務（主にＭＲＩ検査）を中断していたが，令和６年度より麻酔科医が１人増員となった
ため順次手術室外鎮静を再開した。令和７年度も継続的に行っている。手術室以外では麻酔科医師による院内全
体の医療安全を改善するための取り組みや緩和ケアチームとしての活動も活発に行っており，これらによって周
術期のみならず全体的，長期的な視野にたった小児医療の質の向上に貢献していると考えている。

85 麻酔科 ② 　少子化の影響で東北地方では小児麻酔を修練できる施設が減少している。当院は小児麻酔を修練できる数少
ない東北の専門施設として若い麻酔科医の注目を集める施設となっている。未来の小児麻酔医師を育成する目
的，あるいはダイバーシティの観点からも東北地方のみならず全国から幅広い人材を集める必要があると考え，
当院麻酔科では当院のホームページや日本小児麻酔科学会のホームページなどを活用して麻酔科医の募集を
行っている。その結果，令和５年度に専門医１人，令和６年度にも専門医１人の応募があり両名とも採用に至って
いる。女性医師の増加や医師の高齢化に伴い，また男性医師の育児参加や介護など医師のフレキシブルな働き
方ができる職場環境の構築にむけて当科としても努力を今後とも続けていきたい。また東北大学麻酔科学講座や
山形大学，北海道の小児施設とも小児麻酔研究会など学術集会の共同開催などを通じて交流を深めており，北
日本全体の小児麻酔医療のレベル向上に努力している。

86 集中治療科 ① ＰＩＣＵでの診療
　ＰＩＣＵに集中治療科が常駐し，入室患者全例を担当するいわゆるClosed ICUシステムを運用している。入室症
例総数は増加傾向で過去最高となり，緊急入室，救急外来からの入室，転院搬送症例が増加した。入室症例総
数４４２例。予定入室１９０例，緊急入室２５１例。院内２６６例（手術室から１６１例），院外１７６例と増加（うち転院
搬送９４例，迎え搬送２３例ともに最多）。治療としては，人工呼吸管理，一酸化窒素吸入療法，低酸素療法（窒素
吸入療法），体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ）を用いた呼吸循環補助，急性血液浄化療法（持続血液ろ過透析，血漿
交換），心停止後症候群などに対する体温管理療法など集中治療を実施した。

87 集中治療科 ② 多職種連携強化による患者の治療とケア，家族ケアの質の向上
　看護師，薬剤師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，臨床心理士，保育士，チャイルド・ライフ・スペシャリス
トなどとの連携を強化している。ＰＩＣＵ早期離床・早期リハビリチームラウンド，薬剤師とのラウンド，倫理カンファレ
ンス，ＰＩＣＵ入室患者ハイリスクチェックなどを実施している。

88 集中治療科 ③ 院内迅速対応システム・ＭＥＴの運用による院内急変対応
　院内での予期せぬ心停止の予防，患者急変の早期認識・早期対応を目的に，院内迅速対応システム・Medical
Emergency Teamを運用している。理学所見，バイタルサインを元に患者急変の可能性を認知した場合には，敷居
を低くＭＥＴコール頂くことで，早期治療介入と患者リスクの共有を行うことができている。医師，看護師によるMET
起動から開始し，検査部，リハビリテーション発達支援部，事務部，院内保育所，歯科外来と起動できる職種・部
門を拡大した。２０２５年度ＭＥＴコール５３件，コードブルー１件（ＭＥＴ介入前後の心肺蘇生事象３件）。

89 集中治療科 ④ 救急診療の強化
　平日日中の救急車対応を集中治療科が行っている。集中治療科が対応していない時間帯においても，入院患
者と同じＭＥＴコール基準，救急外来における集中治療科コール基準を作成しており，急変や重症患者の早期認
識，早期対応を目指し活動中である。
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№ 診療科名 業務実績（アピールポイント）

90 集中治療科 ⑤ 重症の救急患者の安全な施設間搬送による転帰の改善
　小児重症患者，小児救命救急患者を安全に施設間搬送し集約化するため，当院ドクターカーを活用した迎え搬
送システムを整備し運用している。医療機関から集中治療科への直接相談，転院依頼を行えるＰＩＣＵホットライン
を設置し連携強化を図っている。迎え搬送実施，２０２５年度２３件。

91 集中治療科 ⑥ シミュレーションによるスタッフ教育
　迎え搬送シミュレーションによる看護師，医師教育，心肺蘇生シミュレーションなどを実施している。２０２５年度
は，２０２４年度に引き続き仙台市消防とＰＩＣＵ，集中治療科，臨床工学部，総務課が協働し，消防ヘリによる重症
患者の他院への搬送・他院からの搬送受け入れのシミュレーションを実施した。作成したヘリ搬送マニュアルを検
証した。

92 集中治療科 ⑦ 救急症例ウェブカンファレンスの開催による施設間連携強化
　施設間連携の強化と救急初期診療の標準化，若手医師教育などを目的にウェブカンファレンスを主催している。
月１回程度開催し，救急関連の症例，ＰＩＣＵに転院搬送となった症例に関して，紹介元病院と双方向での議論を
行っている。２０２５年度は９回開催（うち１回は仙台小児科カンファレンスでの発表・質疑）。

93 集中治療科 ⑧ 呼吸ケアチーム（ＲＳＴ; Respiratory Support Team）：
　臨床工学技士，看護師，理学療法士などと連携し，呼吸療法全般に関する安全管理と呼吸療法の質の改善を
目的とした多職種チームによる病棟ラウンドを実施している。呼吸療法に関する勉強会，安全に関する院内取決
めの周知を行った。

94 集中治療科 ⑨ 小児二次救命処置ＰＡＬＳ（Pediatric Advanced Life Support）プロバイダーコース開催
　こども病院職員以外にも小児に関わるすべての医師，看護師を対象に，年１回宮城県立こども病院にて開催し
ている。重症小児の評価，心停止を未然に防ぐ介入，心停止に対する質の高い心肺蘇生など，小児急変対応が
地域全体で底上げさせることを目指している。現在集中治療科にＰＡＬＳインストラクターが２人在籍。

95 集中治療科 ⑩ ２０２5年度の学術活動
　論文２件（邦文２件），邦文著書・総説１件。学術集会等での演題発表は２２回，講演やシンポジウムでの発表は
７回，ハンズオン講師２回。
　東北大学医学部４年次小児科学講義講師として小児集中治療の講義を行っている。

96 臨床病理科 ① 　病理組織診断では全例，代表的な部分の組織像を撮影し，報告書に貼付している。
　術中迅速診断と病理解剖は夜間休日を含め可能な限り対応している。
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№ 設定者
本文
記載

指　標 数値目標
達成状況
（割合）

令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度

1 新生児科 «R4～» ＮＩＣＵ　年間延入院患者数 ４，０００人 105.3% 4,213人 4,424人 4,302人 4,295人
2 新生児科 «R4～» ＧＣＵ・ＨＣＵ　年間延入院患者数 ４，５００人 92.6% 4,167人 3,818人 3,554人 4,106人

3 消化器科 消化管内視鏡件数 ２６０件 156.2% 314件

280件
（内訳）AAA
検査260件
治療  20件

267件
（内訳）AAA
検査248件
治療  19件

257件

4 消化器科 消化器科　年間新患総数（外来，入院） ４００人 90.3%

361人
（内訳）AAA
入院  77人
外来284人

423人
（内訳）AAA
入院102人
外来321人

392人
（内訳）AAA
入院  94人
外来298人

408人
（内訳）AAA
入院  95人
外来313人

5 アレルギー科 食物負荷試験件数 １，３００件 87.8% 1,142件 1,119件 1,047件 1,019件
6 アレルギー科 アトピー性皮膚炎教育入院 ５件 40.0% 2件 3件 6件 3件
7 アレルギー科 アトピー性皮膚炎治療入院 ５件 20.0% 1件 1件 4件 0件
8 リウマチ・感染症科 リウマチ外来紹介患者数 ６０人 111.7% 67人 72人 65人 77人
9 リウマチ・感染症科 感染症コンサルテーション数（院内） ３５０例 102.9% 約360例 360例 約350例 約350例

10 腎臓内科 «R6～» 腎臓内科　時間外勤務の削減 年間９６０時間以内
77.2%

607.6%
1,243時間

158時間
804時間

1,056時間
926時間

1,155時間
1,971時間
/常勤2人

11 血液腫瘍科 血液腫瘍科　年間延入院患者数 ５，５００人 55.9% 3,075人 4,416人 4,431人 5,243人
12 循環器科 循環器科　年間心臓カテーテル件数 ３２０件 88.4% 283件 290件 330件 175件
13 神経科 神経科　年間延入院患者数 ８，０００人 134.2% 10,732人 9,958人 9,788人 8,587人
14 神経科 神経科　年間新患総数（外来） ２５０人 130.4% 326人 306人 343人 318人
15 神経科 神経科関連年間英文論文総数 ５ 80.0% 4 8 4 8
16 外科 外科　年間入院数 ３５０例 90.3% 316例 352例 400例 332例
17 外科 外科　年間手術件数 ３２０例 83.1% 266例 307例 293例 315例
18 外科 外科　鏡視下手術数 ４５例 82.2% 37例 40例 37例 40例
19 心臓血管外科 年間心臓血管手術数 １４０例 89.3% 125例 138例 146例 146例
20 脳神経外科 脳神経外科　年間手術件数 ９５件 95.8% 91件 84件 100件 90件
21 脳神経外科 脳神経外科　外来新患数 ３５０件 98.9% 346件 271人 350人 400人
22 整形外科 «R4～» 整形外科　年間外来患者数 ４，０００人 180.7% 7,229人 7,112人 7,100人 7,260人
23 整形外科 «R5～» 整形外科　小児運動器疾患指導管理料算定件数 １，０００件程度 193.7% 1,937件 1,896件 1,799件 1,632件
24 形成外科 形成外科　年間手術件数 １３０件 146.2% 190件 200件 203件 214件
25 形成外科 形成外科　新患数 １８０人 226.1% 407人 376人 401人 476人
26 泌尿器科 泌尿器科　年間手術件数 ３００件 83.3% 250件 257件 249件 267件
27 産科 年間分娩数 ３００件 91.0% 273件 255件 265件 288件
28 産科 産科　年間救急車（母体搬送）受入数 ９０件 56.7% 51件 49件 80件 89件

29
歯科口腔外科・矯正歯科
«R4～»

歯科口腔外科・矯正歯科　年間外来患者数 ８，５００人 96.3% 8,188人 8,642人 8,422人 8,854人

30
歯科口腔外科・矯正歯科
«R5～»

歯科口腔外科・矯正歯科　手術件数 １００件 100.0% 100件 104件 97件 98件

31 発達診療科 発達診療科　外来初診患者数 ９０人 136.7% 123人 123人 138人 149人

32 発達診療科 «R6～»
発達診療科　仙台市発達相談支援センターからの
　　　　　　　　 紹介件数

６人 33.3% 2人 6人 － －

33 発達診療科 «R6～» 発達診療科　累積連携医療機関数 ８１機関 122.2% 99医療機関 86医療機関 － －
34 発達診療科 «R6～» 発達診療科　累積協働連携診療数 ４６人 130.4% 60人 41人 － －
35 放射線科・放射線部 ＣＴ件数 ９５０件 94.4% 897件 960件 933件 949件
36 放射線科・放射線部 ＭＲＩ件数 １，３００件 103.9% 1,351件 1,241件 1,283件 1,293件
37 放射線科・放射線部 核医学件数 ２５０件 83.6% 209件 316件 289件 285件
38 放射線科・放射線部 超音波検査件数 ５００件 127.6% 638件 669件 535件 538件
39 麻酔科 麻酔管理件数 １，７５０件 99.4% 1,739件 1,761件 1,744件 1,791件
40 集中治療科 ＰＩＣＵ入室患者数 年間３５０例以上 126.3% 442例 384例 347例 284例
41 集中治療科 ＰＩＣＵ搬送患者数 年間５０例以上 188.0% 94例 68例 50例 26例
42 臨床病理科・検査部 病理組織診断件数 ６００件 108.8% 653件 607件 664件 648件
43 臨床病理科・検査部 細胞診件数 １００件 166.0% 166件 141件 131件 119件
44 臨床病理科・検査部 術中迅速診断件数 ５件 100.0% 5件 3件 4件 4件
45 臨床病理科・検査部 病理解剖件数 ５件 40.0% 2件 3件 2件 3件

46 療育支援部
入退院時のＣＯＰＭ平均スコア比
（遂行度・満足度）

３以上
遂行度116.7%
満足度120.0%

遂行度+3.5
満足度+3.6

遂行度+3.6
満足度+4.0

遂行度+3.4
満足度+3.9

遂行度+3.7
満足度+3.8

47 クリニカルパス委員会 ○ クリニカルパス適用率 ５０％以上 136.8% 68.4％ 64.8% 59.9% 64.0%
48 診療情報室 ○ 退院後２週間以内の退院サマリー作成率 ９０％以上 107.3% 96.6％ 97.0% 97.2% 98.1%

49
成人移行期支援委員会
 «R4～»

○ 成人移行期支援外来受診患者数 前年度以上
実人数86.0%
延人数87.5%

実人数190人
延人数281人

実人数221人
延人数321人

実人数171人
延人数274人

実人数117人
延人数305人

50 地域医療連携室 ○ 紹介率 ８０％以上 121.3% 97.0% 96.3% 95.3% 91.8%
51 総務課 ○ 患者満足度調査の頻度 年１回 100.0% 年１回 年1回 年1回 年1回
52 医療安全推進室 病棟，診療関連部門のラウンド実施頻度 月４回 100.0% 月4回以上 月4回以上 月4回 月4回
53 医療安全推進室 ○ 医療安全対策に関する全体研修の回数 年３回以上 100.0% 年3回 年3回 年3回 年3回

54 感染管理室
職員の針刺し切創件数
（患者未使用器材・粘膜曝露除く）

２０件以下 250.0% 8件 18件 9件 4件

55 感染管理室 職員のインフルエンザ予防接種率 ８０％以上 120.6% 96.5% 97.0% 94.1% 99.3%
56 感染管理室 ○ 院内感染防止対策に関する全体研修の回数 年２回以上 100.0% 年2回 年2回 年2回 年2回
57 療育支援部 «R4～» ○ 有期有目的入所者数（実人数） １００人 114.0% 114人 107人 99人 86人
58 療育支援部 講話（お話シリーズ）開催回数 年５回 40.0% 2回 5回 4回 7回

59 成育支援局 «R4～» ○ 集中治療系の保育人数 前年度以上 67.1%
755人

（内訳）PICU233
新生児病棟522

1,125人
（内訳）PICU291
新生児病棟834

1,144人
（内訳）PICU321
新生児病棟823

855人
（内訳）PICU227
新生児病棟628

60 臨床研究推進室 ○ 臨床研究実施件数 １７０件 154.7% 263件 231件 187件 186件
61 臨床研究推進室 治験受託件数 ２０件 105.0% 21件 26件 27件 25件

62 看護部
看護部全体研修平均参加人数
（オンラインでの参加も含む）

８０人以上 207.5% 166人 189.3人 101.2人 94.2人

63 看護部 クリニカルラダーレベルⅢ以上取得者割合
看護師全体の

４０％以上
105.5% 42.2% 41.2% 40.7% 41.0%

64 看護部
厚生労働省が新人に求める臨床実践能力の
技術的側面の平均目標達成率

平均達成率
８０％以上

115.4% 92.3% 92.0% 91.4% 77.7%

65 療育支援部 院内療育研究会開催回数 １回 100.0% 1回 1回 2回 1回
66 地域医療連携室 ○ 地域医療研修会開催回数 １２回以上 141.7% 17回 17回 18回 19回
67 療育支援部 ○ 療育支援研修会開催回数 １回 100.0% 1回 1回 1回 1回
68 経営企画課・医事課 ○ 病床利用率 ７１．０％ 95.2% 67.6% 69.3% 66.8% 65.7%
69 臨床工学部 «R6～» 医療機器保守件数 ４，０００件 139.4% 5,576件 6,218件 5,035件 4,966件

70 栄養管理部
栄養食事指導件数
（特定疾患管理料，外来栄養食時指導料関係）

６００件 90.2% 541件 516件 598件 515件

71 薬剤部 服薬指導件数 ２，０００件以上 125.0% 2,499件 1,938件 1,805件 1,760件
72 薬剤部・経営企画課 医薬品費比率 １３．０％ 94.9% 13.7% 14.0% 14.9% 16.7%
73 経営企画課 ○ 人件費比率 ８０．２％ 96.7% 82.9% 82.1% 83.8% 78.5%
74 経営企画課 委託費比率 １８．０％ 96.8% 18.6% 18.1% 18.2% 17.3%
75 経営企画課 ○ 経常収支比率 ９８．１％ 98.9% 97.0% 94.9% 93.4% 100.0%
76 経営企画課 ○ 医業収支比率 ７１．６％ 97.1% 69.5% 67.9% 66.7% 68.6%

77 総務課 ○ 障害者雇用 障害者雇用率の達成 106.8% 2.99% 3.62%
6月1.98%
3月3.31%

2.18%

年度計画に関する数値目標（実績）
別表２
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1 ◇暫定評価期間の評価結果

全体評価

全体評価

項目別評価
「業務運営の見直し及び効率化による収支改善」

◇令和６年度の評価結果

全体評価

全体評価
「業務運営の見直し及び効率化による収支改善」

第５期中期目標暫定評価期間及び令和６年度の業務実績に関する評価結果の反映状況

評価結果 反映状況

（３頁）

「業務運営の見直し及び効率化による収支改善」
〇　少子化の進展や物価高騰等により、病床の効率
的な利用や業務運営コストの節減等が困難な状況で
あるが、引き続き収支改善に努められたい。

（３頁）

○　収支改善は法人の存続にも関わる喫緊の課題で
あるため、現状分析を継続するとともに、業務全般に
ついて最適化し、収支改善が図られるよう、収益増加
及び経費節減に引き続き努められたい。

（１５頁）

〇　令和５年度及び令和６年度の収支の悪化により、
収支改善は法人の存続にも関わる喫緊の課題である
ため、現状分析を継続するとともに、業務全般につい
て最適化し、収支改善が図られるよう、収益増加及び
経費節減に引き続き取り組むこと。

（３頁）

「予算、収支計画及び資金計画等」
〇　新型コロナウイルス感染症の影響は緩和したが、
少子化が加速していることもあり、病床利用率はコロ
ナ禍以前まで回復していない状況が続き、令和５年
度、令和６年度と、経常収支比率及び医業収支比率
のいずれも目標を下回った。
　収支改善は喫緊の課題であることから、病院経営の
安定化に向けた現状分析の継続や、改善方策の検討
及び実施に引き続き努められたい。

【中期計画／年度計画】
［医療資源の有効活用］
○　法人が有する人的資源，物的資源及び情
報資源を有効に活用して，収支改善を図る。
［収益確保の取組］
○　新たな診療報酬の取得可能性やＤＰＣの係
数向上等について診療データを基に具体的に
検討し，提供する医療・療育サービスとその提
供体制に見合った収益を確保する。
　収益確保に係る制度や算定状況に関する職
員の理解を深め，また，診療報酬制度改定や
障害福祉サービス等報酬改定への対応を迅速
かつ適切に行い，事業収益の確保に取り組
む。
　診療報酬等の請求漏れの防止及び未収金発
生の防止と早期回収に取り組む。
［業務運営コストの節減］
○　医療材料・医薬品等の適切な管理，必要に
応じた購入・管理方法の見直し，適正な職員配
置，業務委託の見直し等により，経費の節減を
図る。

【令和７年度実績】
［職員の参画等による業務運営］
○　６月に院長直属の運営戦略室を新設し，各
部署の中堅職員を室員（兼務）に任命した。逆
紹介割合の向上・維持をはじめ病院運営に関
する様々な課題に取り組み，業務改善と収益
確保の成果が得られた。同時に，部署間・職員
間のコミュニケーションが活性化し，病院幹部と
職員との意思疎通も向上した。
○　令和３年度以降，全職員を対象に毎年度
開催してきた「病院取組（ｖｅｒ．２）報告会」を新
たに「病院運営報告会」として，病院運営の現
状について報告し，共有した。
[収益確保の取組］
○　６月に新設した運営戦略室において逆紹介
割合の向上・維持に取り組み，地域医療支援
病院に求められる逆紹介割合３０‰以上を達
成・維持した。これにより逆紹介割合の低下に
よる初診料・外来診療料の減算を回避すること
ができた。

（２頁）

「令和６年度業務実績全般の評価」
○　コロナ禍後の受診動向の変容や少子化の進展の
ほか、医師の働き方改革への対応といった、こども病
院を取り巻く厳しい環境変化が経営に大きな影響を及
ぼしており、非常に困難な状況に置かれている。
　業務改善努力は認められるものの、経営の安定化
に向けた一層の取組に期待する。

別表３
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評価結果 反映状況

全体評価

項目別評価
「業務運営の見直し及び効率化による収支改善」

2 ◇令和６年度の評価結果

全体評価

（１３頁）

〇　令和５年度及び令和６年度の収支の悪化により、
収支改善は法人の存続にも関わる喫緊の課題である
ため、現状分析を継続するとともに、業務全般につい
て最適化し、収支改善が図られるよう、収益増加及び
経費節減に引き続き取り組むこと。

（２頁）

「診療事業及び福祉事業」
○　東北地方で唯一の高度で専門的な小児医療を提
供する病院としての役割機能を果たすとともに、県内
外の医療機関との病病・病診連携や医療関係機関と
の連携を今後も推進していくことを期待する。

【中期計画／年度計画】
［関係機関等との連携推進］
○　東北地方唯一の高度で専門的な小児医療
を提供する病院としての役割・機能を果たすた
め，オンラインの活用等により，県内外の医療
機関との病病・病診連携や療育関係機関との
連携のほか，成人移行に関する関係機関との
連携・調整を推進する。
　地域医療支援病院として，医療機関からの症
例相談に対応するなど登録医療機関・登録医
との連携推進や紹介率の維持・向上に努める。

【令和７年度実績】
［関係機関等との連携推進］
○　速やかな患者紹介につなげられるよう登録
医療機関，登録医の増加に努め，紹介率の維
持・向上に努めた。
○　令和７年度の紹介率は９６．５％，逆紹介率
は６８．９％と，前年度を超える高い水準を維持
し，地域医療支援病院の承認基準を満たした。
○　６月に新設した運営戦略室において，地域
医療連携の強化の一環として逆紹介割合の向
上・維持に取り組み，地域医療支援病院に求め
られる逆紹介割合３０‰以上を達成するために
必要な逆紹介件数（月２００件以上）を，９月以
降達成・維持することができた。
○　「オンライン症例カンファレンス」では，地方
等の医療機関の医師からの申込みを受けて，
当院の専門診療科医師と申込者が診断・治療
等の検討や意見交換を行った。

「予算、収支計画及び資金計画等」
○　新型コロナウイルス感染症の影響は緩和したが、
少子化が加速していることもあり、病床利用率はコロ
ナ禍以前まで回復していない状況が続いている。
　医業収益の増加が認められた一方で、物価高騰や
人件費の増加などの要因により医業費用も増加した
ことで、経常収支比率や医業収支比率は目標を下回
り、当期純損益は５７１百万円のマイナスとなった。
　昨年度に続き当期純損失を計上していることから、
収支改善が急務であり、病院経営の安定化に向けた
現状分析の継続や、改善方策の検討及び実施に引き
続き努められたい。

（３頁）
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評価結果 反映状況

3 ◇令和６年度の評価結果

項目別評価
「セカンドオピニオンの適切な対応」
○　セカンドオピニオンにも対応しているが、件数は少
ない。今後の更なる充実を期待したい。

【中期計画／年度計画】
［セカンドオピニオンの適切な対応］
○　当院でのセカンドオピニオンを希望する患
者を受け入れるとともに，他の医療機関でのセ
カンドオピニオンを希望する患者を支援するな
ど，セカンドオピニオン希望者への適切な対応
に努め，患者及びその家族の医療・療育内容
の理解と治療の選択を支援する。

【令和７年度実績】
［セカンドオピニオンの適切な対応］
○　当院でのセカンドオピニオンを希望する患
者を受け入れるとともに，他の医療機関でのセ
カンドオピニオンを希望する患者を支援するな
ど，セカンドオピニオン希望者への適切な対応
に努め，患者及びその家族の医療・療育内容
の理解と治療の選択を支援した。
○　１５件の問い合わせに対応し，セカンドオピ
ニオン実施６件，保険診療対応４件，問合せの
みで終了５件であった。

（８頁）
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